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(57)【要約】
【課題】音声の出力部の位置が種々変化して斬新な演出
を提供することにより遊技の興趣を向上させる遊技機が
提供する。
【解決手段】所定の音声を出力可能な出力部４９を備え
た遊技機であって、前記出力部４９が遊技者と対峙（対
向）する方向に向いている通常状態５１と、前記通常状
態５１から上方向に回転作動して前記出力部４９が前記
通常状態５１時の位置よりも上方向に変位し、かつ遊技
者と対峙（対向）する方向とは反対方向に向いている第
１状態５２と、前記第１状態５２から左右方向に回転作
動して前記出力部４９が再度遊技者と対峙（対向）する
方向に向いている第２状態５３とに変位可能である。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の音声を出力可能な出力部を有するスピーカを備えた遊技機であって、
　前記スピーカは、
　前記出力部が所定方向に向いた通常状態と、
　前記通常状態から第一特定方向に回動した状態であって、前記出力部が前記所定方向と
は異なる第一方向に向いた第１状態と、
　前記第１状態から前記第一特定方向とは異なる第二特定方向に回動した状態であって、
前記出力部が前記第一方向とは異なる第二方向に向いた第２状態と、
　に変位可能であることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　第一部材と、
　前記第一部材に対して、第一軸部を介して前記第一特定方向へ回動可能に連結された第
二部材と、
　前記第二部材に対して、第二軸部を介して前記第二特定方向へ回動可能に連結された第
三部材と、
　を備え、
　前記第三部材は、前記スピーカを含み、
　前記出力部は、
　前記第二部材と前記第三部材との少なくとも一部が、前記第一部材と向き合った状態で
ある前記通常状態では、前記所定方向に向いており、
　前記通常状態から、前記第一軸部を介して前記第二部材と前記第三部材とが、前記第一
特定方向へと回動した後の状態である前記第１状態では、前記第一方向を向いており、
　前記第１状態から、前記第二軸部を介して前記第三部材が前記第二特定方向へと回動し
た後の状態である前記第２状態では、前記第二方向に向いていることを特徴とする請求項
１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記出力部は、前記第２状態から前記第三部材が移動した状態である第３状態において
、所定の音声を出力可能であることを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技媒体を用いた遊技を行うことができる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機として従来から知られているものに、遊技者が遊技球等の遊技媒体を用
いて所定の遊技を行うパチンコ遊技機や、遊技者がメダル等の遊技媒体を用いて所定の遊
技を行うパチスロ遊技機がある。
【０００３】
　上述したそれぞれの遊技機では、例えば、遊技に関する音声を出力する出力部を有する
スピーカを遊技機の前方側に備え、遊技状態に応じて種々の音声を発するようにして遊技
の興趣を向上させていた。
【０００４】
　例えは、特許文献１に開示の遊技機では、所定形状のスピーカボックス内に、スピーカ
を所定方向に可動（揺動）するように備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－９５３７７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、この特許文献１に開示の先行技術にあっては、スピーカを可動させるこ
とで音声の出力方向を変更する遊技機の一例を示しているが、スピーカがその場で揺動す
るだけであることから、常に音声の出力位置は固定的であって、音声の聞こえ方に意外性
がなく、演出効果に乏しく、興趣の低下を招く要因の一つとなっていた。
また、スピーカ自体の形態が大きく変化することによって、遊技機の前面側の形態が遊技
者の意表を付いて変化するような演出を図る遊技機も提供されていなかった。
【０００７】
　本発明は、この問題を解決するためになされており、その目的は、スピーカを用いて斬
新な演出を提供することにより遊技の興趣を向上させる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような目的を達成するために、第１の発明は、所定の音声を出力可能な出力部４９
を有するスピーカ４８を備えた遊技機であって、
　前記スピーカ４８は、
　前記出力部４９が所定方向（遊技者と対峙（対向）する方向Ｌ１）に向いた通常状態５
１と、
　前記通常状態５１から第一特定方向（上方向）に回動した状態であって、出力部４９が
前記所定方向（Ｌ１の方向）とは異なる第一方向（前記Ｌ１の方向とは反対方向のＬ２の
方向（遊技機の後方向））に向いた第１状態５２と、
　前記第１状態５２から前記第一特定方向（上方向）とは異なる第二特定方向（左右方向
）に回動した状態であって、前記出力部４９が前記第一方向（Ｌ２の方向）とは異なる第
二方向（Ｌ１の方向）に向いた第２状態５３と、に変位可能であることを特徴とする遊技
機としたことである。
【０００９】
　第１の発明によれば、所定の音声を出力する出力部４９が、少なくとも、第一方向（Ｌ
２の方向）及び第二方向（Ｌ１の方向）に回動できることから、様々な方向に出力部４９
の位置を変位させることが可能になり、遊技者が意図しない位置からの音声の出力が可能
となる。すなわち、音声の聞こえ方に意外性を見出すことが可能となる。
また、このように遊技者の意図しない位置からの音声の出力が可能であるため、遊技に関
連する斬新な演出を提供でき、遊技の興趣を向上させることができる。
【００１０】
　第２の発明は、第一の発明において、第一部材５５と、
　前記第一部材５５に対して、第一軸部６２を介して前記第一特定方向（上方向）へ回動
可能に連結された第二部材７２と、
　前記第二部材７２に対して、第二軸部７３を介して前記第二特定方向（左右方向）へ回
動可能に連結された第三部材８１と、
　を備え、
　前記第三部材８１は、前記スピーカ４８を含み、
　前記出力部４９は、
　前記第二部材７２と前記第三部材８１との少なくとも一部が、前記第一部材５５と向き
合った状態である前記通常状態５１では、前記所定方向（Ｌ１の方向）に向いており、
　前記通常状態５１から、前記第一軸部６２を介して前記第二部材７２と前記第三部材８
１とが、前記第一特定方向（上方向）へと回動した後の状態である前記第１状態５２では
、前記第一方向（Ｌ２の方向）を向いており、
　前記第１状態５２から、前記第二軸部７３を介して前記第三部材８１が前記第二特定方
向（左右方向）へと回動した後の状態である前記第２状態５３では、前記第二方向（前記
Ｌ１の方向）に向いていることを特徴とする遊技機としたことである。
【００１１】
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　第２の発明によれば、前記第二部材７２と前記第三部材８１との少なくとも一部が、前
記第一部材５５と向き合った状態である前記通常状態５１のときの出力部４９の位置と、
前記通常状態５１から前記第１状態５２に変位し、前記第１状態５２から、前記第二軸部
７３を介して前記第三部材８１が前記第二特定方向（左右方向）へと回動した後の状態で
ある前記第２状態５３に変位したときの出力部４９の位置とが異なるため、音声の聞こえ
方も異なり、音声による斬新な演出効果が期待できる。
また、遊技機全体の外観形態も変位状態によって大きく異なってくるため外観的にも斬新
な演出を提供できる。
【００１２】
　第３の発明は、第２の発明において、前記出力部４９は、前記第２状態５３から前記第
三部材８１が移動した状態である第３状態５４において所定の音声を出力可能であること
を特徴とする遊技機としたことである。
【００１３】
　第３の発明によれば、出力部４９の位置がさらに異なり音声の聞こえ方にも変化がでて
くるとともに、遊技機全体の外観形態も大きく変化するため外観的にも斬新な演出を提供
できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、スピーカを用いて斬新な演出を提供することにより遊技の興趣を向上
させる遊技機が提供し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第一実施形態に係る遊技機を正面側から見た概略斜視図である。
【図２Ａ】本発明に係る遊技機の概略正面図で、（ａ）はスピーカの通常状態を示し、（
ｂ）はスピーカの第１状態を示し、（ｃ）はスピーカの第２状態を示す。
【図２Ｂ】本発明に係る遊技機の概略正面図で、（ｄ）はスピーカの第３状態を示し、（
ｅ）はスピーカが第３状態において発光演出をしている状態を示す。
【図３】通常状態におけるスピーカの一部を切り欠いて示す概略正面図である。
【図４】通常状態におけるスピーカの一部を切り欠いて示す概略側面図である。
【図５】第２状態におけるスピーカの概略斜視図である。
【図６】第１状態におけるスピーカの一部を切り欠いて示す概略側面図である。
【図７】第２状態におけるスピーカの概略正面図を実線で示し、第３状態におけるスピー
カの概略正面図を仮想線で示す。
【図８】本発明の第二実施形態に係る遊技機であって、スピーカが通常状態にある概略斜
視図である。
【図９】本発明の第二実施形態に係る遊技機であって、スピーカが第１状態に変位してい
る概略斜視図である。
【図１０】第二実施形態に係る遊技機の概略正面図で、（ａ）はスピーカの通常状態を示
し、（ｂ）はスピーカの第１状態を示す。
【図１１】第二実施形態に係る遊技機の概略側面図で、（ａ）はスピーカの通常状態を示
し、（ｂ）はスピーカの第１状態を示す。
【図１２】スピーカのみを拡大して示し、（ａ）は通常状態を示し、（ｂ）は第１状態を
示す。
【図１３】レール部材と歯車部材との関係を示す概略図で、（ａ）は通常状態のときのレ
ール部材と歯車部材を示し、（ｂ）は第１状態に変位したときのレール部材と歯車部材を
示す。
【図１４】一部省略して示すスピーカの概略縦断側面図で、（ａ）は通常状態を示し、（
ｂ）は第１状態に変位したときを示す。
【図１５】本発明の第三実施形態に係る遊技機を正面側から見た概略斜視図で、可動部材
の通常状態を示す。



(5) JP 2017-18436 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

【図１６】可動部材を拡大して示し、通常状態を仮想線で示すとともに、第１状態に変位
した状態を実線で示している概略拡大斜視図である。
【図１７】可動部材の概略側面図で、（ａ）は通常状態及び第１状態の時の概略形態で、
（ｂ）は第２状態の時の概略形態を示す。
【図１８】通常状態の時の可動部材の内部状態を示す概略図である。
【図１９】第１状態の時の可動部材の内部状態を示す概略図である。
【図２０】第２状態と第３状態の時の可動部材の内部状態を示す概略図である。
【図２１】第２状態と第３状態の時の可動部材の内部状態を示す概略横断平面図である。
【図２２】第４状態の時の可動部材の内部状態を示す概略図で、（ａ）は上方にスイング
した状態、（ｂ）は下方にスイングした状態を示す。
【図２３】本発明の第四実施形態に係る遊技機を正面側から見た概略斜視図で、スピーカ
の第１状態を示す。
【図２４】本発明の第四実施形態に係る遊技機の概略正面図で、スピーカの通常状態を示
す。
【図２５】本発明の第四実施形態に係る遊技機の概略側面図で、スピーカの通常状態を示
す。
【図２６】本発明の第四実施形態に係る遊技機の概略正面図で、スピーカの第１状態を示
す。
【図２７】本発明の第四実施形態に係る遊技機の概略側面図で、スピーカの第１状態を示
す。
【図２８】通常状態にあるスピーカの概略拡大斜視図であって、出力部の状態を破線で示
す。
【図２９】通常状態にあるスピーカの概略拡大正面図であって、出力部の状態を実線で示
す。
【図３０】第１状態にあるスピーカの概略拡大斜視図であって、出力部の状態を破線で示
す。
【図３１】第１状態にあるスピーカの概略拡大縦断側面図である。
【図３２】カバー部材の左右駆動機構のギア部を実線で示す概略拡大斜視図である。
【図３３】カバー部材のベース部を実線で示す概略拡大平面図である。
【図３４】カバー部材の左右駆動機構を示す概略拡大断面図である。
【図３５】本発明の第五実施形態に係る遊技機を正面側から見た概略斜視図である。
【図３６】第五実施形態に係る遊技機の概略正面図で、スピーカユニットが第１位置にあ
る状態を示す。
【図３７】第五実施形態に係る遊技機の概略正面図で、スピーカユニットが第２位置にあ
る状態を示す。
【図３８】スピーカユニットが第１位置にある状態を示す部分概略拡大斜視図である。
【図３９】スピーカユニットが第２位置にある状態を示す部分概略拡大斜視図である。
【図４０】スピーカユニットが第２位置にある状態を一部断面して示す部分概略拡大側面
図である。
【図４１】他の実施形態で、スピーカユニットが第２位置にある状態を示す部分概略拡大
斜視図である。
【図４２】本発明の第六実施形態で、遊技盤と導光板とセルシートと裏箱が視認可能な状
態を示す正面図である。
【図４３】遊技盤の概略正面図で、第三の可動演出役物が見えている状態を示す概略正面
図である。
【図４４】裏箱の概略正面図で、第三の可動演出役物が見えている状態を示す概略正面図
である。
【図４５】裏箱の概略正面図である。
【図４６】裏箱を取り外した状態で遊技盤を背面側から見た概略背面図である。
【図４７】背面側からみて表示装置が分離されている状態の概略斜視図である。
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【図４８】遊技盤の背面側に導光板が配設されている状態を縦方向で断面した状態の概略
縦断斜視図である。
【図４９】通路部材の概略断面図である。
【図５０】通路部材の概略分割斜視図である。
【図５１】導光板に基板隠しとなる装飾部材が施されている状態を示す概略正面図である
。
【図５２】導光板の概略正面図である。
【図５３】導光板の概略背面図である。
【図５４】一部省略して示す導光板の概略側面図である。
【図５５】上側左基板の一部のＬＥＤの発光により、導光板の斜線で示した領域に所定の
発光演出が施されている状態を示す概略正面図である。
【図５６】図５５により導光板の左側領域が発光演出表示されている状態を示す概略正面
図である。
【図５７】上側中基板のＬＥＤと上側左基板の一部のＬＥＤの発光により、導光板の斜線
で示した領域に所定の発光演出が施されている状態を示す概略正面図である。
【図５８】図５７により導光板の中央領域が発光演出表示されている状態を示す概略正面
図である。
【図５９】上側右基板のＬＥＤの発光により、導光板の斜線で示した領域に所定の発光演
出が施されている状態を示す概略正面図である。
【図６０】図５９により導光板の右側領域が発光演出表示されている状態を示す概略正面
図である。
【図６１】左側上基板、左側中基板及び左側下基板のそれぞれのＬＥＤの発光により、導
光板の斜線で示した領域に所定の発光演出が施されている状態を示す概略正面図である。
【図６２】図６１により導光板の全領域が発光演出表示されている状態を示す概略正面図
である。
【図６３】（ａ）乃至（ｃ）は、図５７の発光演出の表示状態を示す概略図である。
【図６４】左側上基板のＬＥＤの発光により、導光板の斜線で示した領域に所定の発光演
出が施されている状態を示す概略正面図である。
【図６５】図６４により導光板の上側領域が発光演出表示されている状態を示す概略正面
図である。
【図６６】（ａ）は導光板とセルシートと遊技盤の概略分解斜視図、（ｂ）は導光板の消
灯時でセルシートの図柄のみが視認可能であることを示す概略正面図、（ｃ）は導光板の
点灯時でセルシートの図柄上に導光板の図柄が重なって一つの新たな図柄が表示されてい
ることを示す概略正面図である。
【図６７】第一の発光演出手段の概略分解斜視図である。
【図６８】第一の発光演出手段を背面側から見た概略斜視図である。
【図６９】第一の発光演出手段の概略縦断側面図である。
【図７０】第一の発光演出手段の発光状態を一部省略して示す概略断面図である。
【図７１】第二の発光演出手段の概略分解斜視図である。
【図７２】第三の発光演出手段の概略分解斜視図である。
【図７３】第三の発光演出手段のレンズ部材の概略背面図である。
【図７４】（ａ）乃至（ｅ）は、第三の発光演出手段の発光状態を示す概略正面図である
。
【図７５】（ａ）乃至（ｅ）は、第三の発光演出手段の発光状態を装飾部材（装飾レンズ
部材）側から見た状態を示す概略正面図である。
【図７６】第一の可動演出役物が視認容易な出現位置にあるとともに所定の発光演出を行
っている状態を遊技盤側からみた概略正面図である。
【図７７】第一の可動演出役物が視認容易な出現位置にあるとともに斜め上方に向かって
前進動作している状態を遊技盤側からみた概略正面図である。
【図７８】第一の可動演出役物の表面側から見た状態の概略分解斜視図である。
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【図７９】第一の可動演出役物の表面側から見た状態で、一部を省略するとともに、一部
を仮想線で示す概略斜視図である。
【図８０】第一の可動演出役物の背面側からみた状態の概略斜視図である。
【図８１】第一の可動演出役物を構成する第一のギアと第二のギアと第三のギアで、第三
のギアが噛み合っている状態を示す背面側から見た状態の概略斜視図である。
【図８２】第一の可動演出役物を構成する第一のギアと第二のギアと第三のギアで、第三
のギアのギア歯を有さない領域が第一のギアのギア歯を有さない領域に接して移動してい
る状態を示す背面側から見た状態の概略斜視図である。
【図８３】第二の可動演出役物の初期状態に位置している状態を示す概略正面図である。
【図８４】第二の可動演出役物の初期状態に位置している状態を、裏装飾部材を省略して
示す概略背面図である。
【図８５】第二の可動演出役物が出現状態に向けて回動動作をした状態を、裏装飾部材を
省略して示す概略背面図である。
【図８６】第二の可動演出役物の概略分解斜視図である。
【図８７】第二の可動演出役物の伝達機構を表した概略斜視図である。
【図８８】第二の可動演出役物が出現位置にある状態を遊技盤側からみた概略正面図であ
る。
【図８９】裏箱に第二の可動演出役物収容部を備え、第二の可動演出役物が出現位置にあ
る状態を仮想線で示す概略斜視図である。
【図９０】第三の可動演出役物の概略分解斜視図である。
【図９１】第三の可動演出役物の概略正面図である。
【図９２】第三の可動演出役物の発光状態を部分的に拡大して示す概略断面図である。
【図９３】第三の可動演出役物を構成する第一の可動部と第二の可動部の連結状態を背面
側から見た概略斜視図である。
【図９４】第三の可動演出役物を構成する第一の可動部と第二の可動部の分離状態を背面
側から見た概略斜視図で、第二係止部材を部分的に拡大して示す。
【図９５】第二の係止部材に設けられている凹部の前後方向の幅が、先端側から奥側に向
かうに従って狭くなっている状態を示す概略平面図である。
【図９６】第三の可動演出役物を構成する第一の組合せ可動演出役物と第二の組合せ可動
演出役物の連結状態を示し、第三の可動演出役物が初期位置にあることを示す概略背面図
である。
【図９７】第三の可動演出役物を構成する第一の組合せ可動演出役物と第二の組合せ可動
演出役物の分離状態を示し、第三の可動演出役物が出現位置にあることを示す概略背面図
である。
【図９８】本発明の第七実施形態で、遊技機を遊技盤側から見た状態の概略正面図である
。
【図９９】第七実施形態の遊技機を裏箱側から見た状態の概略斜視図である。
【図１００】第四の可動演出役物が出現位置にある状態を遊技盤側からみた概略正面図で
ある。
【図１０１】第四の可動演出役物と第五の可動演出役物がそれぞれ出現位置にある状態を
遊技盤側からみた概略正面図である。
【図１０２】第四の可動演出役物の概略分解斜視図である。
【図１０３】第四の可動演出役物の表ベースを取り外した状態を示す概略斜視図である。
【図１０４】第四の可動演出役物を背面側から見た状態の概略動作図で、（ａ）は可動す
る前の状態を示し、（ｂ）は可動状態を示す概略背面図である。
【図１０５】第四の可動演出役物を構成する可動部材のガイドベースを取り外し、伝達機
構部分と突出部材の配設状態を背面側から見た概略斜視図である。
【図１０６】第四の可動演出役物を構成する可動部材の装飾部材からガイドベースまでの
組立状態を示す概略縦断断面図である。
【図１０７】第四の可動演出役物を構成する突出部材がガイドベースの環状ガイド面上で



(8) JP 2017-18436 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

出現位置にあることを示す概略背面図である。
【図１０８】第四の可動演出役物を構成する突出部材がガイドベースの環状ガイド面上で
初期位置にあることを示すガイドベース側から見た概略背面図である。
【図１０９】第四の可動演出役物を構成する可動部材における発光手段を示す概略正面図
である。
【図１１０】第四の可動演出役物の発光状態を部分的に拡大して示す概略断面図である。
【図１１１】第五の可動演出役物であって初期位置にある状態を示す概略正面図である。
【図１１２】第五の可動演出役物であって出現位置にある状態を示す概略正面図である。
【図１１３】第五の可動演出役物を構成する可動体の概略分解斜視図である。
【図１１４】可動体を構成するレンズ部材の概略正面図である。
【図１１５】第五の可動演出役物を構成する可動体で、発光手段が消灯時である概略正面
図である
【図１１６】第五の可動演出役物を構成する可動体で、発光手段が点灯時である概略正面
図である。
【図１１７】第四の可動演出役物の他の形態を示す概略分解斜視図である。
【図１１８】第四の可動演出役物の他の形態についてＬＥＤ基板と基板カバーと装飾部材
を省略して示す概略斜視図である。
【図１１９】第五の可動演出役物の他の形態であって初期位置にある状態を示す概略正面
図である。
【図１２０】第五の可動演出役物の他の形態であって出現位置にある状態を示す概略正面
図である。
【図１２１】第五の可動演出役物の他の形態における可動体の概略分解斜視図である。
【図１２２】第六の可動演出役物を正面側から見た概略斜視図である。
【図１２３】第六の可動演出役物の概略分解斜視図である。
【図１２４】第六の可動演出役物の駆動前の状態を機構ベースを取り外して背面側から見
た概略背面図である。
【図１２５】第六の可動演出役物が上昇して出現位置にある状態を機構ベースを取り外し
て背面側から見た概略背面図である。
【図１２６】第六の可動演出役物が上昇した後、僅かに引き下げた状態を機構ベースを取
り外して背面側から見た概略背面図である。
【図１２７】第六の可動演出役物の前後リンク機構の押し出し部材が装飾部材を押圧して
いる状態を部分的に拡大して示す概略背面図である。
【図１２８】第七の可動演出役物が出現位置にある状態を遊技盤側から見た状態の概略正
面図である。
【図１２９】第七の可動演出役物を背面側から見た状態の概略分解斜視図である。
【図１３０】第七の可動演出役物の概略背面図である。
【図１３１】第七の可動演出役物が上昇した状態（出現位置となった状態）を示す概略背
面図である。
【図１３２】第八の可動演出役物を前面側から見た状態の概略分解斜視図である。
【図１３３】第八の可動演出役物が初期位置にある状態を示す概略正面図である。
【図１３４】第八の可動演出役物が出現位置にある状態を示す概略正面図である。
【図１３５】本実施形態の遊技機における大入賞口を示す概略斜視図である。
【図１３６】第四の発光演出手段の概略斜視図である。
【図１３７】第五の発光演出手段の概略斜視図である。
【図１３８】第六の発光演出手段の概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態に係る遊技機について、添付図面を参照しつつ説明する。
本実施形態では、遊技媒体としての遊技球が転動流下することによって種々の遊技を行な
うことが可能なパチンコ遊技機に本発明を適用した実施の一形態を用いて説明する。
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図１乃至図７は第一実施形態、図８乃至図１４は第二実施形態、図１５乃至図２２は第三
実施形態、図２３乃至図３４は第四実施形態、図３５乃至図４１は第五実施形態、図４２
乃至図９７は第六実施形態、図９８乃至図１３８は第七実施形態をそれぞれ示す。
「第一実施形態」
【００１７】
＜遊技機全体の概略構成＞
　図１乃至図７は本発明の第一実施形態を示す。
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、遊技機本体Ａと、遊技機本体Ａの前面側に備えら
れる出力部４９を有するスピーカ４８とで構成されている。
【００１８】
＜遊技機本体の構成＞
　遊技機本体Ａは、例えば本実施形態によると、遊技球が転動流下可能な遊技領域を有す
る図示しない遊技盤が着脱可能に設けられた本体枠２と、遊技盤を視認可能な開口部３ｈ
（以下、表枠開口部という）が設けられ、本体枠２の前方（遊技者と対峙（対向）する側
）において当該本体枠２により回動可能に支持された表枠３と、本体枠２の後方（反遊技
者対峙（対向）側）において当該本体枠２により回動可能に支持された図示しない後枠と
を備え、前記本体枠２に備えられる本体枠構成部材と、前記表枠３に備えられる表枠構成
部材と、前記後枠に備えられている図示しない表示装置とを含んで構成されている。
【００１９】
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、外枠６を介して島設備（図示しない）に取り付け
られており、その状態において、上記した本体枠２は、本体枠ヒンジ２ｂを介して外枠６
に回動可能に支持されている。なお、図１には、表枠３が本体枠２に対して閉じられてい
るとともに、本体枠２が外枠６に対して閉じられた状態が示されている。
【００２０】
　表枠構成部材には、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材
（トップ飾り１４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）などがある。
なお、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材（トップ飾り１
４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）は図示形態に限らず変更可能であって、また
、表枠構成部材はこれらに限定されるものではなく、表枠３を構成する部材は全て含まれ
るものである。
【００２１】
　当該表枠３において、上記した表枠開口部３ｈには、透過性を有する透明板ユニット７
（保護ガラスともいう）が設けられている。
　透明板ユニット７は、例えば、表枠３に設けた表枠開口部３ｈ（窓部）に対して、表枠
３の裏面側（背面側）から着脱自在に取り付けられており、当該表枠３を本体枠２に対し
て閉じた状態において、遊技盤１の表面（前面）側に対向し、かつその表面（前面）側を
覆うように構成されている。
【００２２】
　また、表枠３の表面（前面）（図１参照）には、表枠開口部３ｈを囲むように、当該遊
技機の美観を向上させるための装飾部材が設けられている。なお、装飾部材の一例として
、表枠開口部３ｈの上側には、トップ飾り１４が設けられているとともに、表枠開口部３
ｈの左右には、発光表示態様を変化させることが可能な右側装飾部材１５と、左側装飾部
材１６とが設けられている。
【００２３】
　さらに、トップ飾り１４、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６の内方には、サブ
制御基板によって制御される発光手段（例えば、ＬＥＤ等）が設けられている（図示省略
）。この場合、発光手段（ＬＥＤ）から発せられた光をトップ飾り１４、右側装飾部材１
５および左側装飾部材１６に照射すると、当該トップ飾り１４、右側装飾部材１５および
左側装飾部材１６から美観に優れた例えば放射光や拡散光などを発生させることができ、
これにより、光による表示態様に変化を与えることができるため、遊技に対する興趣を向
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上させることができる。
【００２４】
　さらに、表枠３の表面（前面）には、表枠開口部３ｈの下側に、皿ユニット８が設けら
れており、当該皿ユニット８は、貸出球や賞球を貯留するための上皿１７と、上皿１７の
下方側に設けられ、例えば上皿１７が満杯時に溢れた遊技球などを貯留することが可能な
下皿１８とが設けられている。
【００２５】
　また、上皿１７には、球貸しを受けるための球貸ボタン２３、図示しない球を貸し出す
ためのカードユニット装置からカードを返却するための返却ボタン２４などのほか、所定
の遊技中に遊技者が操作（回転操作、押圧操作）することで各種演出の表示態様に変化を
与えるための操作ユニット９が設けられている。なお、操作ユニット９の配置構成（位置
、向き）について、特に制限はないが、図面では一例として、上皿１７から垂直方向に突
出させて構成配置されている。
【００２６】
　本体枠構成部材には、発射装置２６、各種制御基板・中継基板などがある。
　本体枠２において、上記表枠開口部３ｈに対向した所定位置に、当該表枠開口部３ｈと
ほぼ同形状を成した開口部（以下、本体枠開口部という）が設けられているとともに、本
体枠開口部の右下側には、遊技球を発射するための発射装置２６が設けられている。発射
装置は図示形態に限らず変更可能であって、また本体枠構成部材はこれらに限定されるも
のではなく、本体枠２を構成する部材は全て含まれるものである。
【００２７】
　本実施形態に係る発明は、出力部４９を有するスピーカ４８を備えた点に特徴的な構成
を有するものであるため、以下、その特徴部分に重点を置いて説明する。
【００２８】
　＜スピーカ＞
　スピーカ４８は、少なくとも、遊技に関する音声などの所定の音声を出力する出力部４
９を備え、遊技機本体Ａの表枠３の前面側の左右上端の領域にそれぞれ設けられた凹状の
配設領域５０に１基ずつ取り付けられている可動体（第一部材５５、第二部材７２、第三
部材８１で構成されている。）とともに可動部材を構成している。
【００２９】
　配設領域５０は、可動部材を構成している後述する第二部材７２と第三部材８１が、第
一部材５５と向き合った状態に位置する通常状態５１の可動部材を収容可能な大きさに形
成された凹設領域であって、背面部５０ａと一つの側面部５０ｂと底面部５０ｃを有し、
前記背面部５０ａと前後方向で対向する前面側、前記一つの側面部５０ｂと左右方向で対
向する側面側、及び前記底面部５０ｃと上下方向で対向する上面側をそれぞれ開放した凹
状に形成されている。
【００３０】
　スピーカ４８は、前記出力部４９が所定方向（図中、符号Ｌ１で示す遊技者と対峙（対
向）する方向）に向いている通常状態５１と、前記通常状態５１から第一特定方向（上方
向）に回転作動して前記出力部４９が前記通常状態５１時の位置よりも上方向に変位し、
かつ前記所定方向（Ｌ１の方向）とは異なる第一方向（図中、符号Ｌ２で示す遊技機の後
方向（前記Ｌ１と反対方向））に向いている第１状態５２と、前記第１状態５２から前記
第一特定方向（上方向）と異なる第二特定方向（図中、符号Ｌ３で示す左右方向）に回動
した状態で、前記出力部４９が、前記第一方向（Ｌ２の方向）とは異なる第二方向（前記
Ｌ１の方向で、再度遊技者と対峙（対向）する方向）に向いている第２状態５３とに変位
可能に構成されている。
【００３１】
　また、本実施形態では、出力部４９が、前記第２状態５３からそれぞれ左右方向（図中
、符合Ｌ４で示す傾動方向）に傾斜する第３状態５４に変位可能に構成されている。
【００３２】
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　なお、本実施形態では、第１状態５２に変位した際には、第三部材８１に備えられてい
る出力部４９が遊技者と対峙（対向）する方向Ｌ１とは反対方向Ｌ２に向いており、その
後、第２状態５３に変位する形態を採用しているが、通常状態５１から第１状態５２に変
位する間に、第三部材８１が左右方向Ｌ３に回転作動して出力部４９を遊技者と対峙（対
向）する方向Ｌ１に向く第２状態５３に変位するように構成するものであってもよく本発
明の範囲内である。
【００３３】
　可動部材は、例えば本実施形態によると、遊技機本体Ａの前面側に備えられる第一部材
５５と、前記第一部材５５の一端にて、第一軸部６２を介して第一特定方向（上方向を含
めた上下方向）に回転作動可能に連結された第二部材７２と、前記第二部材７２の一端に
て、第二軸部７３を介して第二特定方向（左右方向Ｌ３）に回転動作可能に連結された第
三部材８１とを備え、スピーカ４８は、第三部材８１に備えられている。
本実施形態では、第二部材７２と第三部材８１とが連結された状態で第一部材５５と同一
の長さとなるように構成されている。
【００３４】
　第一部材５５は、前面視で矩形の箱形状に形成されるとともに、後面５５ａの所定位置
には、前記配設領域５０の背面部５０ａから水平方向に突出している回転軸部５７と噛合
する噛合部５５ｂを設けて構成され、配設領域５０にて第二特定方向である左右方向（傾
動方向Ｌ４）に回転作動（傾動）可能に備えられている。
なお、図中符合８３は、配設領域５０の背面部５０ａの貫通孔に一体に設けられている軸
受部である。
【００３５】
　前記回転軸部５７は、配設領域５０を構成している表枠３の内方に備えられる第一の駆
動源（回転モータ）５６からの回転作動を伝達する回転軸で、その先端に一体に備えたギ
ア部５８が、第一部材５５の後面５５ａの噛合部５５ｂと噛合している。すなわち、それ
ぞれ開放されている他の側面側に向けて傾動可能（図２Ｂ及び図７で示す矢印Ｌ４方向に
傾動可能）に構成されている。
【００３６】
　また本実施形態では、第一部材５５の後面５５ａには、表枠３の前面所定位置から突設
されているガイド部５９を摺動案内するガイド溝６０が形成されており、第一の駆動源５
６によって左右方向に回転作動する第一部材５５の移動をがたつかせる事なく案内してい
る。
【００３７】
　図中６１は、位置検出センサで、第一部材５５の左右方向の回転作動（傾動）に制限を
掛けて回転軸部５７などの破損を防止するようにしている。位置検出センサ６１は、例え
ば検出対象部６１ｂを検出する種々の近接センサなどが採用可能であるが、本発明の範囲
内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。
本実施形態では、図４・図６・図７に示すように、第一部材５５の後面５５ａにセンサ部
６１ａを備え、センサ部６１ａによって配設領域５０の背面部５０ａの所定位置に備えら
れた検出対象部６１ｂをセンシングするように構成している。
【００３８】
　第一部材５５の上端には、第二部材７２を上下方向に回転作動可能に連結する第一軸部
６２を設けている。
【００３９】
　第一軸部６２は、例えば本実施形態によれば、第一部材５５の上端の左右にて一体に突
設された支持部６３と、第二部材７２の下端に一体に突設され、前記第一部材５５の左右
支持部６３の間に挿入される中間部６４と、左右支持部６３と中間部６４とにわたって同
軸に設けられた各貫通孔６８と、左右支持部６３の貫通孔６８と中間部６４の貫通孔６８
にわたって通される回転軸６６と、回転軸６６に回転作動を伝達する第二の駆動源（回転
モータ）６５とで構成されている。第二の駆動源６５は、左右いずれかの支持部６３内に
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備えられている。
【００４０】
　回転軸６６は、外周の所定位置にギア部６７を一体に設けており、中間部６４の貫通孔
６８には、前記ギア部６７と噛合する噛合部６９を設けることにより前記回転軸６６から
の回転作動を、中間部６４を介して第二部材７２へと伝達するように構成している。
なお、図中符合７０は、左右支持部６３の貫通孔６８にそれぞれ一体に設けられている軸
受部である。
【００４１】
　従って、本実施形態によれば、第二の駆動源６５が回転駆動して回転軸６６を回転させ
ると、回転軸６６の先端で回転作動するギア部６７が、中間部６４に設けられている噛合
部６９に噛合しているため、その回転作動は中間部６４に伝達されて中間部６４を上下い
ずれかの方向に回転させて第二部材７２全体を上下いずれかの方向に回転作動させる。こ
のように構成しているため、第一軸部６２を介して第二部材７２を上下何れかの方向に回
転作動させて第一部材５５の上端にて起立させる、若しくは第一軸部６２を境にして第一
部材５５の上端で下方に向けて折り畳まれるように作動させることができる。
【００４２】
　図中７１は、位置検出センサで、第一部材５５の上端で第二部材７２を回転作動させる
第一軸部６２の上下方向の回転作動（傾動）に制限を掛けて第一軸部６２などの破損を防
止するようにしている。位置検出センサ７１は、例えば検出対象部７１ｂを検出する種々
の近接センサなどが採用可能であるが、本発明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選
択使用可能である。本実施形態では、例えば、図１及び図５に示すように、第二の駆動源
６５を備えている一方の支持部６３と異なる他方の支持部６３にセンサ部７１ａを備え、
センサ部７１ａによって中間部６４の所定位置に備えられた検出対象部７１ｂをセンシン
グするように構成している。
【００４３】
　第二部材７２は、前面視で矩形の箱形状に形成され、前記第一軸部６２を介して第一部
材５５の上端にて第一特定方向である上下方向に回転作動可能に構成されている。
第二部材７２は、本実施形態において、第一部材５５の略半分程度の長さに形成され、第
三部材８１と略同程度の長さとしている（正確には第三部材８１の方が第二部材７２より
も僅かに長尺に形成されている。）
【００４４】
　第二部材７２と第三部材８１との間には第二軸部７３が備えられており、第二部材７２
の上端にて第三部材８１を第二特定方向である左右方向に回転作動可能に構成している。
【００４５】
　第二軸部７３は、例えば本実施形態によれば、第二部材７２の上端の略中央位置と第三
部材８１の下端の略中央位置とにわたって同軸に設けられた貫通孔７４と、第二部材７２
の貫通孔７４と第三部材８１の貫通孔７４にわたって通される回転軸７６と、回転軸７６
に回転作動を伝達する第三の駆動源（回転モータ）７５とで構成されている。第三の駆動
源７５は、本実施形態によれば第二部材７２の内方に備えられている。
【００４６】
　回転軸７６は、外周の先端にギア部７７を一体に設けており、第三部材８１の貫通孔７
４には、前記ギア部７７と噛合する噛合部７８を設けることにより前記回転軸７６からの
回転作動を第三部材８１へと伝達するように構成している。なお、図中７９は、第二部材
７２の貫通孔７４に一体に設けられている軸受部である。
【００４７】
　従って、本実施形態によれば、第三の駆動源７５から回転軸７６を介して回転作動が伝
達されると、第二軸部７３を介して第三部材８１を第二部材７２の上端にて左右何れかの
方向に回転作動させることができる。
【００４８】
　図中８０は、位置検出センサで、第二部材７２の上端で第三部材８１を回転作動させる
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第二軸部７３の左右方向の回転作動（傾動）に制限を掛けて第二軸部７３などの破損を防
止するようにしている。位置検出センサ８０は、例えば検出対象部８０ｂを検出する種々
の近接センサなどが採用可能であるが、本発明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選
択使用可能である。本実施形態では、例えば、図３乃至図７に示すように、第二部材７２
の上端面にセンサ部８０ａを備え、センサ部８０ａによって第三部材８１の所定位置に備
えられた検出対象部８０ｂをセンシングするように構成している。
【００４９】
　第三部材８１は、前面視で矩形の箱形状に形成され、出力部４９を有するスピーカ４８
を備えている。
【００５０】
　スピーカ４８は、第三部材８１の面部、本実施形態では、通常時において遊技者方向に
対峙（対向）している面部８１ａに出力部４９の出力面４９ａが対峙（対向）するように
第三部材８１の内方に備えられている。
従って、第１状態５２に変位した際には、第一軸部６２を介して単に上方（第一特定方向
）に回転作動しただけであるため、出力部４９の出力面４９ａは遊技者と対峙（対向）す
る方向Ｌ１とは反対方向（矢印Ｌ２方向）の遊技機の背面側の方向（第一方向）に向いて
いる。そして、第三の駆動源７５から回転軸７６を介して回転作動（第二特定方向への回
動作動）が伝達されると、第二軸部７３を介して第三部材８１が第二部材７２の上端にて
左右何れかの方向に回転作動して出力部４９の出力面４９ａを遊技者と対峙（対向）する
方向Ｌ１（第二方向）に向かせることができる（第３状態に変位する。）。
【００５１】
　第一部材５５、第二部材７２及び第三部材８１には、それぞれ所定の発光演出手段を備
えるものとすることも可能で本発明の範囲内である。
【００５２】
　発光演出手段は、例えば、図示しないＬＥＤを備えた基板と、基板の前面側に配され、
ＬＥＤが発光されることにより発光表示される装飾パネル８２とを少なくとも含み、主制
御基板からのコマンドに基づきサブ制御基板によってその表示態様が制御されるように構
成されている。
例えば本実施形態の場合、通常状態５１で発光演出可能なように、遊技者と対峙（対向）
する方向Ｌ１に向いている第二部材７２の面部７２ａと第三部材８１の面部８１ａにそれ
ぞれ発光演出手段が備えられ、そして、第一部材５５、第二部材７２及び第三部材８１が
略同一軸上に並んで位置するとともに、出力部４９の出力面４９ａが遊技者と対峙（対向
）する方向Ｌ１に向いている第２状態５３、若しくは第３状態５４で発光演出可能なよう
に、遊技者と対峙（対向）している第一部材５５の面部５５ｃ、第二部材７２の面部７２
ａ及び第三部材８１の面部８１ａにそれぞれ発光演出手段が備えられている。
発光演出手段は、本発明の範囲内で適宜設計変更可能であって、特に上述した構成に限定
解釈されず、本発明の範囲内で他の構成を採用可能である。
なお、第１状態５２においても第一部材５５、第二部材７２及び第三部材８１が発光演出
するように発光演出手段を備えるようにすることもでき本発明の範囲内である。
【００５３】
　＜スピーカによる演出＞
　図２Ａ及び図２Ｂは本実施形態におけるスピーカ４８による演出形態の概略を示してい
る。
【００５４】
　まず、第一軸部６２を介して下方に回転作動した第二部材７２と第三部材８１が、第一
部材５５の前方にて、第一部材５５と向き合った初期状態（別の言い方をすると、第一軸
部６２を境にして第二部材７２と第三部材８１が折り畳まれた状態）に位置している（図
１、図２Ａ（ａ）、図３及び図４に示す通常状態５１）。このとき第三部材８１に備えら
れている出力部４９は、その出力面４９ａを遊技者に対峙（対向）する所定方向Ｌ１に向
けている。
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なお、所定の演出が終了した後は、この通常状態５１（初期状態）に戻るものとする（図
１、図２Ａ（ａ）、図３及び図４）。
【００５５】
　そして、通常遊技状態から何らかの遊技状態に移行する際、例えば、遊技者に対して有
利な遊技状態（大当たり遊技状態等）などに移行する以前に、その遊技状態への移行を事
前に報知（予告）する手段の一つとして、スピーカ４８による演出を行なうようにしても
よい。
【００５６】
　例えば、遊技者に対して有利な遊技状態などに移行する場合、スピーカ４８は、まず、
通常状態５１から、第二の駆動源６５に対して回転作動指令が伝達され、第一軸部６２を
中心にして第一特定方向（上方向）に第二部材７２及び第三部材８１が回転し、第一部材
５５上に第二部材７２と第三部材８１が起立して、第一部材５５、第二部材７２及び第三
部材８１が略同一軸上に並んで位置する（第１状態５２）。
このとき、第三部材８１に備えられている出力部４９の出力面４９ａは、遊技者と対峙（
対向）する所定方向Ｌ１とは反対方向である第一方向（図中符号Ｌ２で示す方向）、すな
わち、遊技機の背面方向に向いている（図２Ａ（ｂ）及び図６参照。）。
【００５７】
　そして、次に、第三の駆動源７５に対して回転作動指令が伝達されると、第１状態５２
から第二軸部７３を中心として第三部材８１のみが第二特定方向である左右いずれかの方
向に１８０度回転作動して、第一方向（Ｌ２の方向）とは異なる第二方向、すなわち、遊
技者に対峙（対向）する所定方向Ｌ１に出力部４９の出力面４９ａを対向させる（図２Ａ
（ｃ）、図５及び図６に示す第２状態５３）。
【００５８】
　この第２状態５３で出力部４９の出力面４９ａから所定の遊技に関する音声（例えば、
有利な遊技状態に移行される際に発せされ、通常時に発している音声とは異なる音声など
）が発せられると、通常状態５１から第２状態５３へのスピーカ４８の形態変化に驚くと
共に、通常状態５１で音声が発せされる位置と上下方向（鉛直方向）で上方の位置、すな
わち、遊技者の頭上位置から音声が発せられるため、遊技者は意表をつかれた位置から発
せされる音声の出力にも驚きを感じ興趣が向上する。
【００５９】
　そして、本実施形態では、遊技者に対して有利な遊技状態などに移行した際、第一の駆
動源５６を介して第一部材５５に左右方向の回転作動を伝達することによって、第２状態
５３から、第一部材５５、第二部材７２及び第三部材８１が略同一軸上に並んで位置して
いる状態のまま、その全体を左右方向（Ｌ４で示す傾動方向）に傾動可能なように構成し
ている（図２Ｂ（ｄ）及び図７に示す第３状態５４）ため、形態を変化させる意表をつい
た演出によってさらに遊技の興趣が向上する。またこのように傾動することにより、音声
の発する位置も移動することとなり、さらなる興趣の向上を図ることとなる。
【００６０】
　そして、左右のスピーカ４８を傾動させ、左右方向に傾斜した状態で第一駆動源５６の
回転作動を一時的に停止させ、第一部材５５、第二部材７２、及び第三部材８１に備えた
発光演出手段の装飾パネル８２を発光表示させると同時に、図示しない遊技盤の背面側に
備えた導光板の所定位置のみを発光表示させることにより、左右のスピーカ４８とともに
、略Ｖ字形状を構成するように遊技機の前面側を発光演出するように構成することも可能
である（図２Ｂ（ｅ）に示す第４状態５４Ａ）。
遊技者に対して有利な遊技状態に移行したことを報知するこのような光による演出表示を
施すことにより、あたかも有利な遊技状態に移行したことを祝するような「ＶＩＣＴＯＲ
Ｙ」の「Ｖ」の文字を遊技機に大きく発光表示して遊技者の興趣を向上させることができ
る。
【００６１】
　なお、特に限定解釈されるものではないが、前記導光板としては、後述する第六実施形
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態で採用する導光板１０３１などを使用することが当然に想定可能である。
【００６２】
　また、本実施形態で図示説明したスピーカ４８の構成、例えば外観形態などは特に限定
解釈されるものではなく、本発明の範囲内で適宜設計変更可能である。また、第一部材５
５、第二部材７２、第三部材８１のそれぞれの外観形態も単なる矩形の箱形状でなく、遊
技機特有のキャラクタを表現した形態を採用するなど種々の形態を自由に採用することも
可能である。
さらに、例えば、第一部材５５を省略し、表枠３の前面側に、上下方向に回転作動可能に
第二部材７２の下端側を直接軸支する構成を採用することも可能である。
また、スピーカ４８は１基でも良いし、３基以上でも良く本発明の範囲内で設計変更可能
である。スピーカ４８の設置される位置も限定されず任意である。
本実施形態では、第二部材７２と第三部材８１が第一特定方向である上方へ回動できるよ
うに設置されているが、左右方向に回動可能なように構成されるとともに設置させるよう
にしてもよい。さらに、上下方向・左右方向以外の方向に回動可能に構成するものであっ
ても本発明の範囲内である。スピーカ４８が複数基設置される形態の場合、いずれか１基
のみ、あるいは２基以上を可動させ、その他のものは可動させないように設定することも
可能で本発明の範囲内である。
「第二実施形態」
【００６３】
＜遊技機全体の概略構成＞
　図８乃至図１４は本発明の第二実施形態を示す。
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、遊技機本体Ａと、遊技機本体Ａの前面側に備えら
れる出力部４９を有するスピーカ４８とで構成されている。
【００６４】
＜遊技機本体の構成＞
　遊技機本体Ａは、例えば本実施形態によると、遊技球が転動流下可能な遊技領域を有す
る図示しない遊技盤が着脱可能に設けられた本体枠２と、遊技盤を視認可能な開口部３ｈ
（以下、表枠開口部という）が設けられ、本体枠２の前方（遊技者と対峙（対向）する側
）において当該本体枠２により回動可能に支持された表枠３と、本体枠２の後方（反遊技
者対峙（対向）側）において当該本体枠２により回動可能に支持された図示しない後枠と
を備え、前記本体枠２に備えられる本体枠構成部材と、前記表枠３に備えられる表枠構成
部材と、前記後枠に備えられている図示しない表示装置とを含んで構成されている。
【００６５】
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、外枠６を介して島設備（図示しない）に取り付け
られており、その状態において、上記した本体枠２は、本体枠ヒンジ２ｂを介して外枠６
に回動可能に支持されている。なお、図８には、表枠３が本体枠２に対して閉じられてい
るとともに、本体枠２が外枠６に対して閉じられた状態が示されている。
【００６６】
　表枠構成部材には、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材
（トップ飾り１４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）などがある。
なお、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材（トップ飾り１
４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）は図示形態に限らず変更可能であって、また
、表枠構成部材はこれらに限定されるものではなく、表枠３を構成する部材は全て含まれ
るものである。
【００６７】
　当該表枠３において、上記した表枠開口部３ｈには、透過性を有する透明板ユニット７
（保護ガラスともいう）が設けられている。
　透明板ユニット７は、例えば、表枠３に設けた表枠開口部３ｈ（窓部）に対して、表枠
３の裏面側（背面側）から着脱自在に取り付けられており、当該表枠３を本体枠２に対し
て閉じた状態において、遊技盤１の表面（前面）側に対向し、かつその表面（前面）側を
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覆うように構成されている。
【００６８】
　また、表枠３の表面（前面）（図８及び図９参照）には、表枠開口部３ｈを囲むように
、当該遊技機の美観を向上させるための装飾部材が設けられている。なお、装飾部材の一
例として、表枠開口部３ｈの上側には、トップ飾り１４が設けられているとともに、表枠
開口部３ｈの左右には、発光表示態様を変化させることが可能な右側装飾部材１５と、左
側装飾部材１６とが設けられている。
【００６９】
　さらに、トップ飾り１４、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６の内方には、サブ
制御基板によって制御される発光手段（例えば、ＬＥＤ等）が設けられている（図示省略
）。この場合、発光手段（ＬＥＤ）から発せられた光をトップ飾り１４、右側装飾部材１
５および左側装飾部材１６に照射すると、当該トップ飾り１４、右側装飾部材１５および
左側装飾部材１６から美観に優れた例えば放射光や拡散光などを発生させることができ、
これにより、光による表示態様に変化を与えることができるため、遊技に対する興趣を向
上させることができる。
【００７０】
　さらに、表枠３の表面（前面）には、表枠開口部３ｈの下側に、皿ユニット８が設けら
れており、当該皿ユニット８は、貸出球や賞球を貯留するための上皿１７と、上皿１７の
下方側に設けられ、例えば上皿１７が満杯時に溢れた遊技球などを貯留することが可能な
下皿１８とが設けられている。
【００７１】
　また、上皿１７には、球貸しを受けるための球貸ボタン２３、図示しない球を貸し出す
ためのカードユニット装置からカードを返却するための返却ボタン２４などのほか、所定
の遊技中に遊技者が操作（回転操作、押圧操作）することで各種演出の表示態様に変化を
与えるための操作ユニット９が設けられている。なお、操作ユニット９の配置構成（位置
、向き）について、特に制限はないが、図面では一例として、上皿１７から垂直方向に突
出させて構成配置されている。
【００７２】
　本体枠構成部材には、発射装置２６、各種制御基板・中継基板などがある。
　本体枠２において、上記表枠開口部３ｈに対向した所定位置に、当該表枠開口部３ｈと
ほぼ同形状を成した開口部（以下、本体枠開口部という）が設けられているとともに、本
体枠開口部の右下側には、遊技球を発射するための発射装置２６が設けられている。発射
装置は図示形態に限らず変更可能であって、また本体枠構成部材はこれらに限定されるも
のではなく、本体枠２を構成する部材は全て含まれるものである。
【００７３】
　第一実施形態に係る本発明は、出力部４９を有するスピーカ４８を備えた点に特徴的な
構成を有するものであるため、以下、その特徴部分に重点を置いて説明する。
【００７４】
　＜スピーカ＞
　スピーカ４８は、少なくとも、遊技に関する音声などを出力する出力部４９を備えてお
り、遊技機本体Ａの前面側に取り付けられている。本実施形態では、例えば表枠３の前面
側の左右の領域にそれぞれ１基ずつ取り付けられている可動体（第二可動部材１０５）に
備えられている。
【００７５】
　スピーカ４８は、出力部４９の出力面４９ａが遊技者と対峙（対向）する方向Ｌ５に向
いている通常状態９０と、前記通常状態９０から遊技機の上方向Ｌ６に伸長作動して前記
出力部４９が前記通常状態９０の時の位置よりも上方向Ｌ６に向けて変位し、かつ遊技者
の頭上方向Ｌ７に傾いている特定状態９１とに変位可能に構成されている。
【００７６】
　例えば本実施形態によると、遊技機本体Ａを構成する表枠３の前面側、すなわち、本実
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施形態では、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６のそれぞれの上端面１５ａ，１６
ａ上に摺動可能に備えられる第三可動部材（下方可動部材）９２と、前記第三可動部材９
２の上端面９２ａ上に摺動可能に備えられる第一可動部材１０２と、第一可動部材１０２
の上端面上に摺動可能に備えられる最上段の第二可動部材１０５が多段式に積み重なって
一体に構成され、最上段に位置している第二可動部材１０５には、遊技に関する音声を出
力可能なスピーカ４８が備えられている。
【００７７】
　本実施形態のスピーカ４８は、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６のそれぞれの
上端面１５ａ，１６ａ上に、第三可動部材９２、第一可動部材１０２及び第二可動部材１
０５がそれぞれ多段式に積み重ねられ、かつ遊技機本体Ａの前面側にて、透明板ユニット
７を囲むようにして（すなわち、遊技領域を囲むようにして）構成しているため、遊技機
全体の装飾効果を高める機能をも備えている。
【００７８】
　右側装飾部材１５と左側装飾部材１６は、特にその全体形状には限定されないが、それ
ぞれの上端面１５ａ，１６ａは、遊技者側から見た際に、上端面１５ａ，１６ａの前側端
部１５ｂ，１６ｂから後側端部１５ｃ，１６ｃに向けて上方に湾曲した傾斜面に形成され
ている。すなわち、前記上端面１５ａ，１６ａはその面を摺動する第三可動部材９２の下
面９２ｂと接する接合面として機能している（図８乃至図１４参照。）。
【００７９】
　そして、右側装飾部材１５と左側装飾部材１６のそれぞれの上端面１５ａ，１６ａには
、その傾斜面に沿って内部空間と連通する第三ガイド溝９３が設けられている。
そして、それぞれの内部空間には、第三の駆動源（モータ）９４が所定位置に備えられて
おり、第三の駆動源９４の第三回転軸９５の先端には第三歯車部材（ギア部）９６が一体
に備えられている。
【００８０】
　第三可動部材９２は、上端面９２ａと下端面９２ｂが、それぞれ、前記右側装飾部材１
５（左側装飾部材１６）の上端面１５ａ（１６ａ）と同様に、遊技者側から見た際に前側
（前側端部）９２ｃから後側（後側端部）９２ｄに向けて上方に湾曲した傾斜面に形成さ
れている。
本実施形態では、第三可動部材９２の上端面９２ａが、右側装飾部材１５（左側装飾部材
１６）の上端面１５ａ（１６ａ）と同じ傾斜面をもって構成されている。
すなわち、下端面９２ｂは、前記右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）の上端面１５ａ
（１６ａ）と接する接合面として機能し、上端面９２ａは、第一可動部材１０２の下端面
１０２ｂと接する接合面として機能している。
【００８１】
　そして、第三可動部材９２の下端面９２ｂには、所定長さに形成された第三レール部材
９７の一端９７ａが固定されて一体に構成されており、前記第三レール部材９７は、前記
右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）の上端面１５ａ（１６ａ）に設けられている第三
ガイド溝９３を介して前記右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）の内部空間内に収容さ
れている。
【００８２】
　第三レール部材９７は、右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）の内部空間内の所定位
置に移動可能に保持されるとともに、前記内部空間内に備えられている第三の駆動源９４
の第三回転軸９５に備えた第三歯車部材（ギア部）９６が第三レール部材９７の第三噛合
部９７ｂに噛合されており、第三の駆動源９４からの回転作動が第三歯車部材（ギア部）
９６を介して第三レール部材９７に伝達されることにより、第三レール部材９７が前後進
作動する。
従って、前後進作動可能な第三レール部材９７を介して上位の部材である第三可動部材９
２が、下位の部材である右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）の上端面１５ａ（１６ａ
）上を摺動するよう構成している。
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【００８３】
　なお、第三可動部材９２の下端面９２ｂに固定される第三レール部材９７の一端９７ａ
は、弾性部材（バネ部材やゴム材など）を介して取り付けられ、常時、第三可動部材９２
を右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）の上端面１５ａ（１６ａ）上に引っ張るように
構成されている。このように構成されることによって、第三可動部材９２は、右側装飾部
材１５（左側装飾部材１６）の上端面１５ａ（１６ａ）上を摺動する際に、がたつくこと
なく前記上端面１５ａ（１６ａ）に沿って摺動することができる。
【００８４】
　そして、第三可動部材９２の上端面９２ａには、その傾斜面に沿って内部空間と連通す
る第二ガイド溝９８が設けられている。そして、それぞれの内部空間には、第二の駆動源
（モータ）９９が所定位置に備えられており、第二の駆動源９９の第二回転軸１００の先
端には第二歯車部材（ギア部）１０１が一体に備えられている。
【００８５】
　第一可動部材１０２は、上端面１０２ａと下端面１０２ｂが、それぞれ、前記第三可動
部材９２の上端面９２ａと同様に、遊技者側から見た際に前側（前側端部）１０２ｃから
後側（後側端部）１０２ｄに向けて上方に湾曲した傾斜面に形成されている。
本実施形態では、第一可動部材１０２の上端面１０２ａ及び下端面１０２ｂは、第三可動
部材９２の上端面９２ａ及び下端面９２ｂ、そして右側装飾部材１５（左側装飾部材１６
）の上端面１５ａ（１６ａ）と同じ傾斜面をもって構成されている。
すなわち、下端面１０２ｂは、下位の部材である第三可動部材９２の上端面９２ａと接す
る接合面として機能し、上端面１０２ａは、上位の部材である第二可動部材１０５の下端
面１０５ｂと接する接合面として機能している。
【００８６】
　そして、第一可動部材１０２の下端面１０２ｂには、所定長さに形成された第二レール
部材１０４の一端１０４ａが固定されて一体に構成されており、前記第二レール部材１０
４は、第三可動部材９２の上端面９２ａに設けられている第二ガイド溝９８を介して第三
可動部材９２の内部空間内に収容されている。
【００８７】
　第二レール部材１０４は、第三可動部材９２の内部空間内の所定位置に移動可能に保持
されるとともに、前記内部空間内に備えられている第二の駆動源９９の第二回転軸１００
に備えた第二歯車部材（ギア部）１０１が第二レール部材１０４の第二噛合部１０４ｂに
噛合されており、第二の駆動源９９からの回転作動が第二歯車部材（ギア部）１０１を介
して第二レール部材１０４に伝達されることにより、第二レール部材１０４が前後進作動
する。
従って、前後進作動可能な第二レール部材１０４を介して上位の部材である第一可動部材
１０２が、下位の部材である第三可動部材９２の上端面９２ａ上を摺動するよう構成して
いる。
【００８８】
　なお、第一可動部材１０２の下端面１０２ｂに固定される第二レール部材１０４の一端
１０４ａも、第三可動部材９２の下端面９２ｂに固定されている第三レール部材９７と同
様に弾性部材（バネ部材やゴム材など）を介して取り付けられている。このように構成さ
れることによって、第一可動部材１０２は、第三可動部材９２の上端面９２ａ上を摺動す
る際に、がたつくことなく前記上端面９２ａに沿って摺動することができる。
【００８９】
　第二可動部材１０５は、内部空間内に、遊技に関する音声などを出力する出力部４９を
有するスピーカ４８を備えており、下端面１０５ｂが、第一可動部材１０２の上端面１０
２ａと同様に、遊技者側から見た際に前側端部１０５ｃから後側端部１０５ｄに向けて上
方に湾曲した傾斜面に形成されている。
本実施形態では、第二可動部材１０５の下端面１０５ｂは、第一可動部材１０２の上端面
１０２ａ及び下端面１０２ｂ、第三可動部材９２の上端面９２ａ及び下端面９２ｂ、そし
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て右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）の上端面１５ａ（１６ａ）と同じ傾斜面をもっ
て構成されている。
すなわち、下端面１０５ｂは、下位の部材である第一可動部材１０２の上端面１０２ａと
接する接合面として機能している。
【００９０】
　そして、第二可動部材１０５の下端面１０５ｂには、前記第三可動部材９２の下端面９
２ｂや第一可動部材１０２の下端面１０２ｂに一端を固定した所定長さの第三レール部材
９７・第二レール部材１０４と同様の第一レール部材１１６を一体に備えている。
前記第一レール部材１１６は、第一可動部材１０２の上端面１０２ａに設けられているガ
イド溝１０３を介して第一可動部材１０２の内部空間内に収容され、そして第一レール部
材１１６は、第一可動部材１０２の内部空間内の所定位置に移動可能に保持されるととも
に、前記内部空間内に備えられている第一の駆動源１１０の第一回転軸１１２に備えた第
一歯車部材（ギア部）１１４が第一レール部材１１６の第一噛合部１１６ｂに噛合されて
おり、第一の駆動源１１０からの回転作動が第一歯車部材（ギア部）１１４を介して第一
レール部材１１６に伝達されることにより、第一レール部材１１６が前後進作動する。
従って、前後進作動可能な第一レール部材１１６を介して第二可動部材１０５が第一可動
部材１０２の上端面１０２ａ上を摺動するよう構成している。
【００９１】
　なお、第二可動部材１０５の下端面１０５ｂに固定される第一レール部材１１６の一端
１１６ａも、第三可動部材９２や第一可動部材１０２の下端面９２ｂ，１０２ｂに固定さ
れている第三レール部材９７，第二レール部材１０４と同様に弾性部材（バネ部材やゴム
材など）を介して取り付けられている。このように構成されることによって、第二可動部
材１０５は、第一可動部材１０２の上端面１０２ａ上を摺動する際に、がたつくことなく
前記上端面１０２ａに沿って摺動することができる。
【００９２】
　スピーカ４８の多段式の構成は図示した本実施形態に限定解釈されるものではなく、ス
ピーカ４８を備えた第二可動部材１０５から第ｎ可動部材（本実施形態では第三可動部材
９２）までの複数の部材が多段式に積み重なるとともに、それぞれ上位の部材が下位の部
材上を上下方向に摺動可能に配設されている構成を採用しているものであればよく、第二
可動部材１０５から第ｎ可動部材までの積み重なっている個数、外観形状などは遊技機形
態に応じて適宜設計変更可能である。なお、本実施形態では、第三可動部材９２、第一可
動部材１０２、第二可動部材１０５で構成しているが、スピーカ４８を備えた第二可動部
材１０５のみを設け、第一可動部材１０２、第三可動部材９２を設けなくても良い。また
、第二可動部材１０５と第一可動部材１０２だけで構成されていても良い。
【００９３】
　それぞれのレール部材９７（１０４，１１６）とそれぞれのレール部材９７（１０４，
１１６）が収容される内部空間内との間には、レール部材９７（１０４，１１６）の移動
位置を検出可能な位置検出センサ１０６を備えるようにしている。
レール部材９７（１０４，１１６）の移動に制限を掛けてレール部材９７（１０４，１１
６）などの破損を防止するようにしている。位置検出センサ１０６は、例えばセンサ部１
０６ａが検出対象部１０６ｂを検出する種々の近接センサなどが採用可能であるが、本発
明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。
例えば、第三可動部材９２、第一可動部材１０２、第二可動部材１０５が、通常状態９０
のとき（このときの、第三可動部材９２を第５状態１２８、第一可動部材１０２を第１状
態１２０、第二可動部材１０５を第３状態１２４にあるという。）、レール部材９７（１
０４，１１６）の末端に備えたセンサ部１０６ａが、下方に配されている一方の検出対象
部１０６ｂをセンシングして通常状態９０にある（レール部材９７（１０４，１１６）が
移動していない）ことを検出し（図１４（ａ））、第三可動部材９２、第一可動部材１０
２、第二可動部材１０５が変位して特定状態９１となったとき（このときの、第三可動部
材９２を第６状態１３０、第一可動部材１０２を第２状態１２２、第二可動部材１０５を
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第４状態１２６にあるという。）、レール部材９７（１０４，１１６）の末端にあるセン
サ部１０６ａが、上方に配されているもう一方の検出対象部１０６ｂをセンシングするこ
とにより、特定状態９１に変位した（レール部材９７（１０４，１１６）が上方に移動し
た）ことを検出する（図１４（ｂ））ように構成している。
【００９４】
　第三可動部材９２、第一可動部材１０２及び第二可動部材１０５には、それぞれ所定の
発光演出手段を備えるものとすることも可能で本発明の範囲内である。
【００９５】
　発光演出手段は、例えば、右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）と同様に、ＬＥＤを
備えた基板と、基板の前面側に配され、ＬＥＤが発光されることにより発光表示される装
飾パネル１０７とを少なくとも含み、主制御基板からのコマンドに基づきサブ制御基板に
よってその表示態様が制御されるように構成されている。
例えば本実施形態の場合、第三可動部材９２、第一可動部材１０２、及び第二可動部材１
０５のそれぞれの外面９２ｅ，１０２ｅ，１０５ｅに、前記装飾パネル１０７を備えた発
光演出手段が備えられている。
発光演出手段は、スピーカ４８が特定状態９１に変位したときに発光演出されるように制
御してもよいが、通常状態９０のときに遊技状況に応じて発光演出可能に構成してもよく
、本発明の範囲内で適宜設計変更可能であって、特に上述した構成に限定解釈されず、本
発明の範囲内で他の構成を採用可能である。
【００９６】
　＜スピーカによる演出＞
　図８、図１０（ａ）、図１１（ａ）、図１２（ａ）、図１３（ａ）及び図１４（ａ）は
通常状態９０を示し、図９、図１０（ｂ）、図１１（ｂ）、図１２（ｂ）、図１３（ｂ）
及び図１４（ｂ）は特定状態９１を示している。
【００９７】
　通常遊技状態から何らかの遊技状態に移行する際、例えば、遊技者に対して有利な遊技
状態（大当たり遊技状態等）などに移行する以前に、その遊技状態への移行を事前に報知
（予告）する手段の一つとして、スピーカ４８による演出を行なうようにしてもよい。
【００９８】
　例えば、遊技者に対して有利な遊技状態などに移行する場合、それぞれ、第三の駆動源
９４、第二の駆動源９９、第一の駆動源１１０に対して回転作動指令が同時に伝達され、
回転作動指令が伝達された第三の駆動源９４の第三歯車部材（ギア部）９６、第二の駆動
源９９の第二歯車部材（ギア部）１０１、第一の駆動源１１０の第一歯車部材（ギア部）
１１０によって、第三レール部材９７、第二レール部材１０４、第一レール部材１１６に
所定方向の回転作動が伝達される。従って、各レール部材９７（１０４，１１６）が、そ
れぞれ上方に向けて移動を開始すると、それぞれのレール部材９７（１０４，１１６）の
一端９７ａ（１０４ａ，１１６ａ）が固定されている第三可動部材９２、第一可動部材１
０２、第二可動部材１０５が、それぞれの上位の部材の下端面９２ｂ，１０２ｂ，１０５
ｂが接合している下位の部材の上端面１５ａ（１６ａ），９２ａ，１０２ａ上を摺動して
上方Ｌ６に向けて移動する。
このとき、それぞれの接合面（それぞれ接する上端面１５ａ（１６ａ），９２ａ，１０２
ａと下端面９２ｂ，１０２ｂ，１０５ｂ）は、前側（前側端部）１５ｂ，９２ｃ，１０２
ｃ，１０５ｃから後側（後側端部）１５ｃ，９２ｃ，１０２ｃ，１０５ｃに向けて昇り傾
斜状に構成されているため、第三可動部材９２、第一可動部材１０２、第二可動部材１０
５は、遊技者の頭上方向Ｌ７に傾くようにして上昇移動し、スピーカ４８が遊技者の頭上
方向Ｌ７に向けて湾曲するように飛び出す演出が施される。また、このとき、第二可動部
材１０５に備えられているスピーカ４８は、遊技者の頭上方向Ｌ７から音声が出力される
ように変化させることができるため、遊技に関連する斬新な演出を提供でき、遊技の興趣
を向上させることができる。
【００９９】
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　また、本実施形態で図示説明したスピーカ４８の構成、例えば外観形態などは特に限定
解釈されるものではなく、本発明の範囲内で適宜設計変更可能である。また、第二可動部
材１０５、第一可動部材１０２、第三可動部材９２のそれぞれの外観形態も種々の形態を
自由に採用することも可能である。本実施形態では、第一可動部材１０２，第三可動部材
９２，右側装飾部材１５（左側装飾部材１６）のそれぞれの上端面１０２ａ，９２ａ，１
５ａ（１６ａ）と、第二可動部材１０５，第一可動部材１０２，第三可動部材９２のそれ
ぞれの下端面１０５ｂ，１０２ｂ，９２ｂを、それぞれ湾曲した傾斜面としているが、こ
れに限定解釈されるものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である。
【０１００】
　なお、本実施形態では、第三可動部材９２から最上段の第二可動部材１０５まで、上位
の部材が下位の部材上を上下方向に摺動可能に配設されるように構成しているが、出力部
４９が遊技者と対峙（対向）する方向Ｌ５に向いている通常状態９０から、遊技機本体Ａ
の上方向Ｌ６に伸長作動して前記出力部４９が前記通常状態９０の時の位置よりも上方向
Ｌ６に向けて変位し、かつ遊技者の頭上方向Ｌ７に傾いている特定状態９１とに変位可能
な構成を有するものであれば良く本発明の範囲内で設計変更可能である。
すなわち、例えば出力部４９（スピーカ４８）を備えている最上段の第二可動部材１０５
は、下位の部材である第一可動部材１０２の上端面１０２ａ上で左右方向に回転作動可能
に構成されるものであってもよく本発明の範囲内である。すなわち、下位の部材である第
一可動部材１０２内に収容され、回転軸を上端面１０２ａから突出させた駆動源（回転モ
ータ）を備え、回転軸の先端のギア部を第一可動部材１０５の下端面１０５ｂに直接噛合
させ、駆動源からの回転作動をギア部を介して第一可動部材１０５に直接伝達して第二可
動部材１０５を左右方向に回転作動させる。このように構成することにより、頭上方向Ｌ
７に傾動するとともに、頭上方向で回転作動するため、遊技者は意表をつく作動により興
趣が向上する。
【０１０１】
　また、スピーカ４８は１基でも良いし、３基以上でも良く本発明の範囲内で設計変更可
能である。スピーカ４８の設置される位置も限定されず任意である。
スピーカ４８は、上方向へ突出できる（飛び出す）ように構成されているが、左右方向に
突出可能なように（飛び出すように）構成されるとともに設置させるようにしてもよい。
さらに、上方向・左右方向以外の方向に突出可能に構成するものであっても本発明の範囲
内である。スピーカ４８が複数基設置される形態の場合、いずれか１基のみ、あるいは２
基以上を可動させ、その他のものは可動させないように設定することも可能で本発明の範
囲内である。
また、第三可動部材９２、第一可動部材１０２、第二可動部材１０５は、可動限度位置ま
で可動することなく、通常状態９０のときの位置（初期位置）に戻るように設定しても良
い。
「第三実施形態」
【０１０２】
＜遊技機全体の概略構成＞
　図１５乃至図２２は本発明の第三実施形態を示す。
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、遊技機本体Ａと、遊技機本体Ａの前面側に備えら
れる出力部を有するスピーカ４８とで構成されている。
【０１０３】
＜遊技機本体の構成＞
　遊技機本体Ａは、例えば本実施形態によると、遊技球が転動流下可能な遊技領域を有す
る図示しない遊技盤が着脱可能に設けられた本体枠２と、遊技盤を視認可能な開口部３ｈ
（以下、表枠開口部という）が設けられ、本体枠２の前方（遊技者と対峙（対向）する側
）において当該本体枠２により回動可能に支持された表枠３と、本体枠２の後方（反遊技
者対峙（対向）側）において当該本体枠２により回動可能に支持された図示しない後枠と
を備え、前記本体枠２に備えられる本体枠構成部材と、前記表枠３に備えられる表枠構成
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部材と、前記後枠に備えられている図示しない表示装置とを含んで構成されている。
【０１０４】
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、外枠６を介して島設備（図示しない）に取り付け
られており、その状態において、上記した本体枠２は、本体枠ヒンジ２ｂを介して外枠６
に回動可能に支持されている。なお、図１５には、表枠３が本体枠２に対して閉じられて
いるとともに、本体枠２が外枠６に対して閉じられた状態が示されている。
【０１０５】
　表枠構成部材には、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材
（トップ飾り１４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）などがある。
なお、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材（トップ飾り１
４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）は図示形態に限らず変更可能であって、また
、表枠構成部材はこれらに限定されるものではなく、表枠３を構成する部材は全て含まれ
るものである。
【０１０６】
　当該表枠３において、上記した表枠開口部３ｈには、透過性を有する透明板ユニット７
（保護ガラスともいう）が設けられている。
　透明板ユニット７は、例えば、表枠３に設けた表枠開口部３ｈ（窓部）に対して、表枠
３の裏面側（背面側）から着脱自在に取り付けられており、当該表枠３を本体枠２に対し
て閉じた状態において、遊技盤１の表面（前面）側に対向し、かつその表面（前面）側を
覆うように構成されている。
【０１０７】
　また、表枠３の表面（前面）（図１５参照）には、表枠開口部３ｈを囲むように、当該
遊技機の美観を向上させるための装飾部材が設けられている。なお、装飾部材の一例とし
て、表枠開口部３ｈの上側には、トップ飾り１４が設けられているとともに、表枠開口部
３ｈの左右には、発光表示態様を変化させることが可能な右側装飾部材１５と、左側装飾
部材１６とが設けられている。
【０１０８】
　さらに、トップ飾り１４、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６の内方には、サブ
制御基板によって制御される発光手段（例えば、ＬＥＤ等）が設けられている（図示省略
）。この場合、発光手段（ＬＥＤ）から発せられた光をトップ飾り１４、右側装飾部材１
５および左側装飾部材１６に照射すると、当該トップ飾り１４、右側装飾部材１５および
左側装飾部材１６から美観に優れた例えば放射光や拡散光などを発生させることができ、
これにより、光による表示態様に変化を与えることができるため、遊技に対する興趣を向
上させることができる。
【０１０９】
　本体枠構成部材には、発射装置２６、各種制御基板・中継基板などがある。
　本体枠２において、上記表枠開口部３ｈに対向した所定位置に、当該表枠開口部３ｈと
ほぼ同形状を成した開口部（以下、本体枠開口部という）が設けられているとともに、本
体枠開口部の右下側には、遊技球を発射するための発射装置２６が設けられている。発射
装置は図示形態に限らず変更可能であって、また本体枠構成部材はこれらに限定されるも
のではなく、本体枠２を構成する部材は全て含まれるものである。
【０１１０】
　本実施形態に係る発明は、出力部４９を有するスピーカ４８を備えた点に特徴的な構成
を有するものであるため、以下、その特徴部分に重点を置いて説明する。
【０１１１】
　＜スピーカ＞
　本実施形態において、スピーカ４８は、第２方向（図中、矢印Ｌ１０にて示す筒軸方向
）に前後進退移動可能に構成され、少なくとも、遊技に関する音声を出力する出力部４９
を備え、第一駆動源（回転モータ）２４８を備えた軸支部２３５を介して遊技機本体Ａの
前面側にて第１方向（図中、矢印Ｌ９にて示す上下方向）に回動可能に連結された可動体
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（筒体）２１５とともに、所定の可動演出を行なう可動演出役物（可動部材）２０３を構
成しており、スピーカ４８は、可動体（筒体）２１５の可動に関連して可動し、スピーカ
４９の可動に関連して音声が出力されるように構成されている。すなわち、本実施形態の
ように所定の可動演出を行なう可動演出役物（可動部材）２０３が、スピーカ４８と可動
体（筒体）２１５とを備えているため、スピーカ４８及び可動体（筒体）２１５の動きと
スピーカ４８からの音声のさらなる一体感のある可動演出が提供でき、遊技機の興趣を向
上させることが可能となる。
本発明において、「可動体（筒体）２１５の可動に関連して可動する」とは、可動体（筒
体）２１５の可動前後又は可動中に、スピーカ４８が可動することを意味し、スピーカ４
８の可動により音声が出力されたように印象を受けるものは全て含まれる。
また、本発明において、「関連して音声を出力する」とは、スピーカ４８の可動前後又は
可動中に音声が出力されることを意味し、スピーカ４８の可動により音声が出力されたよ
うに印象を受けるものは全て含まれる。
本実施形態では、例えば表枠３の前面側の左右上端の領域にそれぞれ設けられた凹状の配
設領域５０に１基ずつ取り付けられている。
【０１１２】
　配設領域５０は、軸支部２３５を介して折り畳み、遊技機本体Ａの前面側に重なり合っ
て備えられている通常状態２０５の可動部材２０３を収容可能な大きさに形成された凹設
領域であって、背面部５０ａと底面部５０ｃを有し、前記背面部５０ａと前後方向Ｌ８で
対向する前面側、前記底面部５０ｃと上下方向Ｌ９で対向する上面側、そして左右の側面
側をそれぞれ開放した凹状に形成されている。
前記底面部５０ａは、本実施形態では、右側装飾部材１５の矩形状上面１５ａ、左側装飾
部材１６の矩形状上面１６ａがそれぞれ機能している。
【０１１３】
　本実施形態の可動部材２０３は、遊技機本体Ａの前面側にて前記軸支部２３５を介して
折り畳み、遊技機本体Ａの前面側に重なり合って備えられている通常状態２０５と、通常
状態２０５から前記軸支部２３５を介して前記可動部材２０３が回動して起き上がり、所
定位置（水平位置）で停止するとともに、前記出力部４９が遊技者と対峙（対向）する方
向Ｌ１に向いている第１状態２０７と、前記第１状態２０７で出力部４９が遊技者と対峙
（対向）する方向（水平方向）Ｌ１にスピーカ４８が進退動作する第２状態２０９と、第
１状態２０７若しくは第２状態２０９に変位した後に、外方に向けて拡開動作する第３状
態２１１と、第３状態２１１からさらに第１方向（上下方向）に揺動する第４状態２１３
に変位可能である。
【０１１４】
　可動部材２０３は、可動体（筒体）２１５を構成する４つの枠部材（筒構成体ともいい
、以下、本実施形態では第一の筒構成体２２１と、第二の筒構成体２２７と、第三の筒構
成体２２９と、第四の筒構成体２３１をもって説明する。）と、４つの筒構成体によって
形成される所定形状の筒体２１５の内部で筒軸方向（図中、矢印Ｌ１０にて示す方向）に
移動可能に収容されるスピーカ４８と、可動部材２０３を遊技機本体Ａの前面側に上下回
動可能に軸支する軸支部２３５を構成し、前記それぞれの筒構成体の一端（基端）を筒軸
２１６に対して直交する方向（第１方向Ｌ９）に移動可能に保持するとともに、前記スピ
ーカ４８を第２方向（筒軸方向Ｌ１０）に移動可能に保持する軸支片２４１と、前記筒構
成体を筒軸２１６に対して直交する方向（第１方向Ｌ９）に移動させる第二駆動機構２５
３と、前記スピーカ４８を第２方向（筒軸方向Ｌ１０）に移動させる第三駆動機構２６０
とを含んで構成されている。
なお、本実施形態では、細長筒形状の銃身を模した筒体状の可動体２１５と、可動体２１
５内を移動可能に配するスピーカ４８とを備えた可動演出部材（可動部材）２０３を備え
、可動演出部材（可動部材）２０３により銃の外観を模した可動演出を提供しているため
、第１状態２０７から第４状態２１３の変位によって、あたかも銃を撃っているかのよう
な演出（銃演出）を行なうことが可能である。例えば、遊技者に有利な遊技状態（大当た
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り遊技状態等）に移行することとなる場合などに、前記第１状態２０７から第４状態２１
３の変位作動をすることで、銃を撃ったときの銃声・火花や反動（振動）などを遊技者に
体感として与えることにより、遊技中に液晶ディスプレイなどで提供される画像による演
出とともに演出効果を向上させる。
【０１１５】
　筒体２１５は、全て同一の長尺板状に形成された第一の筒構成体２２１と、第二の筒構
成体２２７と、第三の筒構成体２２９と、第四の筒構成体２３１とを含み、正面視で略八
角形の先端（銃口部分を表している部分）形状を有する細長筒状に組立て構成されている
。
各筒構成体（第一の筒構成体２２１と、第二の筒構成体２２７と、第三の筒構成体２２９
と、第四の筒構成体２３１）は、基端側から略中途部に掛けて断面視で略山型状に形成さ
れた所定長さの第一部２２３と、第一部２２３と連続して第一部２２３よりも小さい断面
視で略山型状に形成された所定長さの第二部２２５で構成されている。
【０１１６】
　第一乃至第四の筒構成体（第一の筒構成体２２１と、第二の筒構成体２２７と、第三の
筒構成体２２９と、第四の筒構成体２３１）は、それぞれ隣り合う筒構成体の第一部２２
３の側面同士を突き当てた状態で組み合わせ、正面視で略八角形状の細長筒状体に構成す
ると、隣り合う各筒構成体の第二部２２５同士の間には、筒軸方向Ｌ１０に連続する常設
の空隙２３３が形成され、この空隙２３３から後述するスピーカ４８の一部が視認可能と
なっている。本実施形態では４箇所の空隙２３３が形成されている。
【０１１７】
　軸支部２３５は、遊技機本体Ａに備えた配設領域５０を構成する背面部５０ａの上端領
域から所定間隔をあけるとともに前方に向けて突設されている一対の突片部２３７と、一
対の突片部２３７の間に配される前記可動部材２０３の軸支片２４１と、突片部２３７に
設けた貫通孔２３８と軸支片２４１に設けた噛合孔２４３に挿通させた軸部２４９を有す
る第一駆動機構２４７とで構成されている。
なお、図１５乃至図１７にて符合２３９で示す部材は、突片部２３７を覆うカバー部材で
ある。
【０１１８】
　第一駆動機構２４７は、軸部２４９と一体に設けられている第一駆動源（回転モータ）
２４８と、軸部２４９の先端に一体に設けられているギア部２５０とを含み、このギア部
２５０が軸支片２４１の噛合孔２４３に係合されて回転動作を軸支片２４１に伝達して軸
支片２４１を第１方向（上下方向Ｌ９）に回転動作させる。
また、第一駆動源２４８は、所定の遊技状態に応じて、上下方向の回転動作を連続して繰
り返し行い得るように設定可能で、これにより軸支片２４１を連続して上下方向に回転動
作させ、可動体２１５を上下方向に揺動させることも可能である（第４状態２１３）。
【０１１９】
　軸支片２４１は、本実施形態によると、突片部２３７と軸支される基板部２４２と、基
板部２４２から一体に突出する支持板部２４４とで構成されている。
基板部２４２の略中心位置には第一駆動源２４８のギア部２５０が係合される噛合孔２４
３が形成されており、支持板部２４４には、各筒構成体２２１－２３１を筒軸２１６に対
して直交する方向に移動させる第二駆動機構２５３と、スピーカ４８を第２方向（筒軸方
向Ｌ１０）に移動させる第三駆動機構２６０を備えている。
【０１２０】
　本実施形態では、支持板部２４４の基端側（基板部２４２との境目付近）の外側面から
、前記支持板部２４４の左右側面２４５との間にそれぞれ所定の隙間をもって筒軸方向Ｌ
１０に一体に連結されている左右の内壁部材２５１，２５２を備えている（図２１）。
【０１２１】
　左右の内壁部材２５１，２５２は、第二駆動機構２５３と第三駆動機構２６０を外部か
ら視認困難な状態に隠す機能と、第二駆動機構２５３の第二駆動源（回転モータ）２５４
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と第三駆動機構２６０の第三駆動源（回転モータ）２６１を保持する機能を有している。
本実施形態で内壁部材２５１，２５２の筒軸方向Ｌ１０の長さは、第一の筒構成体２２１
乃至第四の筒構成体２３１の第一部２２３と略同じ長さに形成しているが、第一の筒構成
体２２１乃至第四の筒構成体２３１の各第一部２２３を突き合せて構成した際に、第一の
筒構成体２２１乃至第四の筒構成体２３１の内面に干渉せず、かつ第二駆動機構２５３と
第三駆動機構２６０を外部から視認不可能に隠すことができるものであればその全体形状
（筒軸長さ、鉛直方向幅）は特に限定されず本発明の範囲内で設計変更可能である。
【０１２２】
　第二駆動機構２５３は、内壁部材２５１，２５２に配設された第二駆動源（回転モータ
）２５４と、第二駆動源２５４に回転可能に備えた軸部２５５の先端に備えたギア部２５
６と、ギア部２５６に噛合させるとともに、それぞれ異方向（鉛直方向Ｌ９で上方向と下
方向）に移動可能に支持板部２４４に配設された一対のレール部２５７，２５８とで構成
されている。
また、図中、符号２５９は第二駆動源２５４をカバーする筒部材である。なお、筒部材２
５９の先端面で軸部２５５が挿通される孔には軸部２５５を回転可能に支持する図示しな
い軸受部が備えられている。
【０１２３】
　一方のレール部２５７は、一の端部２５７ａが第一の筒構成体２２１の内面所定箇所に
連結固定されており、他方のレール部２５８は、一方のレール部２５７の連結固定された
一の端部２５７ａと反対側の端部２５８ａが第二の筒構成体２２７の内面所定箇所に連結
固定されている。
このように構成することにより、ギア部２５６の所定方向の回転作動により、一対のレー
ル部２５７，２５８がそれぞれ離れる方向に移動して第一の筒構成体２２１と第二の筒構
成体２２７がそれぞれ離間する方向に変位し、ギア部２５６が反対方向に回転作動するこ
とにより、一対のレール部２５７，２５８が近づく方向に移動して第一の筒構成体２２１
と第二の筒構成体２２７がそれぞれ近づく方向に変位することが可能である（第３状態２
１１）。
第一の筒構成体２２１と第二の筒構成体２２７が、それぞれが離れる方向に移動すると、
第一の筒構成体２２１と第二の筒構成体２２７のそれぞれの第一部２２３の間には所定の
空隙２３４が発生するが、内側壁面２５１によって内部構造、すなわち、第二駆動機構２
５３と第三駆動機構２６０は外部から視認困難に構成されている。
【０１２４】
　本実施形態では、前記第二駆動機構２５３が配設された支持板部２４４の側面と反対側
の側面にも、同じくもう一つの第二駆動機構２５３が配設されている。
そして、同じく第二駆動源２５４のギア部２５６に噛合させてそれぞれ異方向に移動可能
に配設された一対のレール部２５７，２５８を備えている。そして、一方のレール部２５
７の一端部２５７ａが第三の筒構成体２２９の内面所定箇所に連結固定され、他方のレー
ル部２５８の一端部（一方のレール部２５７の端部２５７ａと反対の他端部）２５８ａが
第二の筒構成体２２７の内面所定箇所に連結固定されている。
従って、第一の筒構成体２２１及び第二の筒構成体２２７と同様に、第三の筒構成体２２
９と第四の筒構成体２３１も同様に変位動作することとなる。左右の第二駆動機構２５３
の各ギア部は、それぞれ同一方向に回転動作するように回転調整されている。
前記同様、第三の筒構成体２２９と第四の筒構成体２３１が、それぞれが離れる方向に移
動すると、第三の筒構成体２２９と第四の筒構成体２３１のそれぞれの第一部２２３の間
には所定の空隙２３４が発生するが、内側壁面２５２によって内部構造、すなわち、第二
駆動機構２５３と第三駆動機構２６０は外部から視認困難に構成されている。
【０１２５】
　第三駆動機構２６０は、前記いずれか一方の内壁部材２５１に保持される第三駆動源（
回転モータ）２６１と、第三駆動源２６１に回転可能に備えた軸部２６２の先端に備えた
ギア部２６３と、ギア部２６３に噛合させて筒軸方向Ｌ１０に移動可能に配設されたレー
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ル部２６４とで構成されている。
【０１２６】
　レール部２６４は、基端部２６５が、開口を介して支持板部２４４の中空内部２４６に
挿入されるとともに、先端部２６６が、スピーカ４８の細長筒部２００後端所定箇所に連
結固定されている。
ギア部２６３は、支持板部２４４の側面の孔を通って中空内部２４６に突出した軸部２６
２に一体に備えられることによって、中空内部２４６に配設され、前記中空内部２４６に
てレール部２６４に噛合している。
このように構成することにより、ギア部２６３の所定方向の回転作動により、レール部２
６４が筒軸方向Ｌ１０に前後進移動してスピーカ４８を筒軸方向Ｌ１０に前後進作動させ
る（第２状態２０９）。
【０１２７】
　レール部２６４の長さは、スピーカ４８を筒体２１５の内方に収容している通常状態２
０５・第１状態２０７のとき、およびスピーカ４８を筒体２１５の先端方向に移動させた
第２状態２０９・第３状態２１１・第４状態２１３のときの双方のときに、レール部２６
４が支持板部２４４の中空内部２４６に収容可能な長さであればよい。
なお、支持板部２４４の中空内部２４６に収容されているレール部２６４の基端部２６５
は、筒体２１５の先端方向にスピーカ４８が最も移動した際に、レール部２６４が中空内
部２４６から抜け落ちないように、前記中空内部２４６との間で所定の係止構造を設ける
ようにするとよい。
【０１２８】
　スピーカ４８は、本実施形態では、後端所定箇所にレール部２６４の先端側を連結固定
する細長筒部２００と、細長筒部２００の先端側にて、細長筒部２００と連通して拡開漏
斗状に一体成形されている出力部４９（先端の面部が音声を発する出力面４９ａとして機
能する。）とで構成されている。なお、スピーカ４８からの配線などは図示省略している
。
なお、スピーカ４８の構成は本実施形態に限定されず、周知一般の形態を有するスピーカ
が適宜選択使用可能である。その場合、本実施形態のような細長筒部２００と同様の棒状
部材を取り付け、棒状部材を前後進退移動させることで本実施形態と同様の演出を実現す
るようにしてもよい。
【０１２９】
　また、本実施形態では、細長筒部２００の外周面に、図示しない所定のＬＥＤ基板を外
装するとともに、その上方領域を覆うようにしてレンズ部材２０１が備えられている。
このように構成することによって、スピーカ４８周りの光による演出効果を高めることが
できる。また、特に限定解釈されるものではないが、第一の筒構成体２２１乃至第四の筒
構成体２３１のそれぞれの内面を凹凸形状に形成した光拡散部を設け、レンズ部材２０１
からの光を乱反射させて光を拡散させるようにしてもよい。特に、銃演出効果を高めるた
め、銃を撃ったときに銃の周囲に火花が散ったような演出を図るように、スピーカ４８及
び可動体２１５が勢いよく発光するように構成するとよい。
【０１３０】
　本実施形態では、短尺筒状のレンズ部材構成体２０２を複数個連結し、スピーカ４８の
細長筒部２００の外方にて筒軸方向Ｌ１０で伸縮可能なレンズ部材２０１を構成している
。
【０１３１】
　各レンズ部材構成体２０２は、スピーカ４８の細長筒部２００の外周面に摺動可能に外
嵌めされる小径の摺動筒部２０２ａと、摺動筒部２０２ａから外方に向けて一体に立ち上
がった大径の円板部２０２ｂと、円板部２０２ｂから水平方向に一体に形成された大径の
円筒部２０２ｃと、円筒部２０２ｃから内方に向けて一体に形成された連結環部２０２ｄ
とで構成されている。前記大径の円板部２０２ｂが立ち上がっている端部と反対側の摺動
筒部２０２ａの端部には、小径に立ち上がっている小径の被連結環部２０２ｅが設けられ
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ている。
また、最も先端に位置するレンズ部材構成体２０２は、少なくとも一部がスピーカ４８の
細長筒部２００の外周面に固定されており、最も内方に位置するレンズ部材構成体２０２
は、少なくとも一部が支持板部２４４の先端に固定されているものとする。
そして、最も先端側のレンズ部材構成体２０２と最も内方のレンズ部材構成体２０２以外
の各レンズ部材構成体２０２は、それぞれの摺動筒部２０２ａが細長筒部２００の外周面
に摺動可能に外嵌めされるとともに、連結環部２０２ｄを隣り合うレンズ部材構成体２０
２の被連結環部２０２ｅに係止させて筒軸方向Ｌ１０に連結する。従って、上述のとおり
構成されているため、スピーカ４８が筒軸方向Ｌ１０へ前後進退移動すると、その移動に
連動してレンズ部材２０１の各レンズ部材構成体２０２も筒軸方向Ｌ１０に伸縮作動する
。
【０１３２】
　図中２６７は、位置検出センサで、軸支片２４１の上下方向Ｌ９の回転作動（傾動）に
制限を掛けて軸部２４９などの破損を防止するようにしている。位置検出センサ２６７は
、例えば検出対象部２６７ｄを検出する種々の近接センサなどが採用可能であるが、本発
明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。本実施形態では、図１８
乃至図２２に示すように、軸支片２４１の基板部２４２の側面（突片部２３７と対向する
面部）に第一センサ部２６７ａ、第二センサ部２６７ｂ、第三センサ部２６７ｃを備え、
各センサ部２６７ａ－２６７ｃによって、突片部２３７の所定位置に備えられた検出対象
部２６７ｄをセンシングすることにより、軸支片２４１の変位位置を検出するように構成
している。
例えば、第一センサ部２６７ａは、第１状態２０７に変位したことをセンシングし、第二
センサ部２６７ｂと第三センサ部２６７ｃは、第４状態２１３で上下方向に揺動して変位
していることをセンシングしている。
【０１３３】
　また、図中２７０も位置検出センサで、可動部材２０３を構成する第一の筒構成体２２
１乃至第四の筒構成体２３１の開閉作動に制限を掛けて可動部材２０３や第二駆動機構２
５３などの破損を防止するようにしている。位置検出センサ２７０は、例えば検出対象部
２７０ｂを検出する種々の近接センサなどが採用可能であるが、本発明の範囲内で適宜最
適な位置検出センサが選択使用可能である。本実施形態では、図１８乃至図２２に示すよ
うに、軸支片２４１の基板部２４２の側面（支持板部２４４との境界付近の面部）にセン
サ部２７０ａを備え、センサ部２７０ａによって、第一の筒構成体２２１乃至第四の筒構
成体２３１の基端側（検出対象部２７０ｂ）をセンシングすることにより、第一の筒構成
体２２１乃至第四の筒構成体２３１の変位位置を検出するように構成している。
　さらに、図中２８０も位置検出センサで、スピーカ４８の前後進退移動に制限を掛けて
スピーカ４８や第三駆動機構２６０などの破損を防止するようにしている。位置検出セン
サ２８０は、例えば検出対象部２８０ｂを検出する種々の近接センサなどが採用可能であ
るが、本発明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。本実施形態で
は、図１８乃至図２２に示すように、軸支片２４１の支持板部２４４の側面にセンサ部２
８０ａを備え、センサ部２８０ａによって、レール部２６４（検出対象部２８０ｂ）をセ
ンシングすることにより、スピーカ４８の変位位置を検出するように構成している。
【０１３４】
　＜スピーカによる演出＞
　図１６乃至図２２は、本実施形態におけるスピーカ４８による演出形態の概略を示して
いる。
【０１３５】
　まず、通常遊技状態のとき、可動部材２０３は、軸支部２３５を中心にして折り畳まれ
た状態（通常状態２０５（初期状態ともいう。））に配設領域５０の背面部５０ａに対向
して位置している（図１５及び図１８）。通常状態２０５では、上述のとおり、可動部材
２０３が軸支部２３５を中心にして折り畳まれた状態で配設領域５０の背面部５０ａに対
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向して位置しているため、表枠３を構成している外観形態の一部として遊技者に認識され
易く、スピーカ４８としての認識はされ難い。なお、通常状態２０５の時に発せられる音
声は、この状態で可動体２１５内に収容されているスピーカ４８の出力部４９から発せら
れるが、出力部４９の出力面４９ａは遊技者からは視認困難である。
【０１３６】
　そして、例えば、遊技者に有利な遊技状態（大当たり遊技状態等）に移行することとな
る場合、それを事前に遊技者に対して報知するため、可動部材２０３が、第一駆動源２４
８の回転動作により通常状態２０５から第１状態２０７に変位する。すなわち、第一駆動
源２４８に対して送られた動作信号により、第一駆動源２４８からの回転動作がギア部２
４９を介して軸支部２３５に伝達され、軸支部２３５が上方向へと回転動作して可動部材
２０３を水平方向に起立させ、出力部（スピーカ）４９が遊技者と対峙（対向）する方向
Ｌ１に向くようにする（図１６及び図１９）。すなわち、このとき、可動部材２０３があ
たかも銃身を起こし、銃の先端を遊技者方向に向けたかのような状態を遊技者に対してイ
メージさせることができる。また、出力部４９の出力面４９ａも遊技者から視認容易とな
る。
【０１３７】
　次に、可動部材２０３は、第１状態２０７に変位した後、スピーカ４８が筒軸方向Ｌ１
０に前後進退移動する第２状態２０９に変位する。すなわち、第三駆動機構２６０の第三
駆動源２６１に対して送られた動作信号により、第三駆動源２６１からの回転動作がギア
部２６３に伝達され、ギア部２６３に対して噛合保持されているレール部２６４を筒軸方
向Ｌ１０で前後進退移動させることにより、スピーカ４８が筒軸方向Ｌ１０で前後進移動
することとなる。
このようにスピーカ４８が筒軸方向Ｌ１０に前後進退移動しながら音声を出力することと
なると、音声が前後方向Ｌ８に移動しながら聞こえることとなり、音声の奥行き感（音声
の広がり感）が付与されるため、遊技者はこのような音声の出力に驚かされて興趣が向上
する。
【０１３８】
　本実施形態では、第２状態２０９の変位動作と同時に、可動体２１５を構成する第一の
筒構成体２２１、第二の筒構成体２２７、第三の筒構成体２２９、第四の筒構成体２３１
がそれぞれ外方に向けて拡開動作して第３状態２１１に変位するよう構成されている（図
１７及び図２０）。
すなわち、スピーカ４８が前後進退移動するとともに、一対の第二駆動機構２５３のそれ
ぞれの第二駆動源２５４に対して送られた動作信号により、各第二駆動源２５４からの回
転動作がそれぞれのギア部２５５に伝達され、それぞれのギア部２５５に対して噛合保持
されている一対のレール部２５７，２５８をそれぞれ離間する方向に移動させることによ
り、第一の筒構成体２２１、第二の筒構成体２２７、第三の筒構成体２２９、第四の筒構
成体２３１がそれぞれ外方に向けて拡開動作し、第一の筒構成体２２１と第二の筒構成体
２２７との間、第三の筒構成体２２９と第四の筒構成体２３１との間に、それぞれ広い空
隙２３４が形成されることとなる。
このように、第２状態２０９と第３状態２１１の変位動作が同時になされることにより、
遊技者はそのような形態変化に驚くだけではなく、スピーカ４８の出力部４９からの音声
は、それら広がった空隙２３３から可動部材２０３の側方にも出力され、音声の広がりが
さらに大きくなる。
第２状態２０９と第３状態２１１との変位動作が同時に実行されることにより、銃を撃っ
た反動で外方の部材が可動しているように見せることができるため、あたかも本物の銃を
用いたかのような演出を実現可能である。また、第２状態２０９と第３状態２１１の変動
動作が同時ではなくタイミングをずらして実行されても良い。
【０１３９】
　さらに、本実施形態では、第３状態２１１に変位して、第一の筒構成体２２１、第二の
筒構成体２２７、第三の筒構成体２２９、第四の筒構成体２３１がそれぞれ外方に向けて
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拡開した状態で可動部材２０３の全体が第一方向（上下方向Ｌ９）に揺動するように構成
している。
すなわち、第３状態２１１に変位した後、第一駆動源２４８に対して送られた動作信号に
より、第一駆動源２４８からの左右方向への回転動作がギア部２５０を介して軸支片２４
１に伝達され、軸支片２４１が上下揺動作動する（第４状態２１３）。
【０１４０】
　本実施形態によれば、可動部材２０３が音声を発しながら上下方向Ｌ９に揺動する演出
（第４状態２１３の演出）を提供でき、あたかも銃が乱射されているが如く演出が行ない
得るため、遊技者は意表をついた演出に興趣が向上する。
また、可動部材２０３が変位することによって、出力部（スピーカ）４９から発せられる
音声も異なる方向から聞こえてくるようになり、音声の聞こえ方に違いが出てくるため遊
技者の興趣は大変向上することとなる。
　なお、本実施形態では、第３状態２１１に変位した後に第４状態２１３に変位する形態
を採用しているが、スピーカ４８の出力部４９が視認容易な位置を維持した状態、すなわ
ち、第１状態２０７、第２状態２０９に変位した後に第４状態に変位する形態を採用する
ことも可能で本発明の範囲内である。
【０１４１】
　また、本実施形態では、可動部材２０３と連動するトリガー部２８２を遊技機本体Ａの
前方側に備えている。トリガー部２８２は、プッシュボタンを所定位置に備えるとともに
、図１５に示す直立状態の初期位置から前後・左右に揺動可能に構成されており、例えば
次のような操作が想定される。
例えば、可動部材２０３が第１状態２０７もしくは第２状態２０９に変位した後、トリガ
ー部２８２を左右何れかの方向に倒す動作をすると、その動作に連動して、可動体２１５
の各筒構成体（第一の筒構成体２２１と、第二の筒構成体２２７と、第三の筒構成体２２
９と、第四の筒構成体２３１）が拡開作動して第３の状態２１１に変位する。
また、その第３の状態に変位した後、トリガー部２８２を上下方向に揺動させると、その
動作に連動して可動部材２０３が上下方向に揺動して第４の状態２１３に変位する。この
ような状態で遊技者がトリガー部２８２に備えたプッシュボタンを押動操作すれば、可動
体２１５が拡開しつつ銃を撃つことができ、さらに銃を上下方向に揺動させながら撃つこ
とができるため、遊技者は遊技状況に応じてあたかも銃を乱射しているかの如く感覚を覚
えることとなる。
また、可動部材２０３を左右方向（水平方向）に揺動可能に構成した場合を想定すると、
トリガー部２８２の左右方向への揺動作動に連動して可動部材２０３を左右方向に揺動さ
せるように構成することも可能である。
なお、可動部材２０３の第１状態２０７への変位作動は、例えばサブ制御基板などからの
信号に基づいて行なわれるが、通常遊技状態のときなどであっても、トリガー部２８２を
前方（遊技者方向）に揺動（引き寄せ作動）させると、可動部材２０３が通常状態２０５
から起立して第１状態２０７に変位し、プッシュボタンを押すことにより、スピーカ４８
の出力部４９から銃声などが出力し得るように設定することも可能である。
トリガー部２８２の構成及び設置位置などは特に限定解釈されるものではなく本発明の範
囲内で適宜設計変更可能である。
従って、遊技者は、トリガー部２８２を操作することにより、自己の意思によって銃身を
模した可動部材２０３を、第１状態２０７から第２状態２０９、第３状態２１１、あるい
は第４状態２１３へと変位動作させることも可能であり、遊技に直接参加したかのような
感覚を遊技者に付与することができ、大変興趣の向上が図れる。
【０１４２】
　さらに、トリガー部２８２の操作に応じて変位する可動部材２０３の作動に連動し、ト
リガー部２８２が振動するようにバイブレーション機能を備えることも可能である。
すなわち、第２状態２０９、第３状態２１１、あるいは第４状態２１３に変位したとき、
あるいは変位している最中に、その可動部材２０３の作動に連動して作動するバイブレー
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ション機能によりトリガー部２８２を振動させるように構成すれば、あたかも銃を撃った
ときのような臨場感や、遊技との一体感を遊技者に演出として付与することも可能で本発
明の範囲内である。
また、トリガー部２８２は、初期位置から所定方向へ操作したときに、その操作を検出で
きるセンサを備えることで、所定方向への操作を検出できるものとし、当該操作を検出し
たことに基づいて、各種部材の変位動作を行なうようにするとよい。
【０１４３】
　なお、本実施形態では、可動部材２０３が、通常状態２０５から第１状態２０７、第２
状態２０９から第３状態２１１、第３状態２１１から第４状態２１３に変位する実施の一
例をもって説明したが、第１状態２０７から第３状態２１１に変位し、出力部（スピーカ
）４９は前後進退動作することなく音声を出力する形態であってもよく、任意に設計変更
可能である。
また、第１状態２０７から第３状態２１１に変位した後に、出力部４９（スピーカ４８）
が前後進退動作しつつ音声を出力する形態を採用することも可能であって本発明の範囲内
である。
　また、第３状態２１１から第４状態２１３に変位する実施の一例をもって説明したが、
第１状態２０７から第４状態２１３に変位することも可能で、さらに、この状態で出力部
４９（スピーカ４８）が前後進退動作するものであってもよい。
【０１４４】
　本実施形態では、内壁部材２５１と２５２によって、第二駆動機構２５３と第三駆動機
構２６０を外部から視認困難に構成しているが、前記第二駆動機構２５３と前記第三駆動
機構２６０を外部から全く視認不可能に構成するものであってもよい。なお、内壁部材２
５１と２５２を備えることなく視認容易に構成されているものであってもよく本発明の範
囲内である。
　また、可動部材２０３は１基でも良いし、３基以上でも良く本発明の範囲内で設計変更
可能である。可動部材２０３の設置される位置も限定されず任意である。
可動部材２０３は、左右方向に突出可能なように構成されるとともに設置させるようにし
てもよい。さらに、上方向・左右方向以外の方向に移動可能に構成するものであっても本
発明の範囲内である。可動部材２０３が複数基設置される形態の場合、いずれか１基のみ
、あるいは２基以上を可動させ、その他のものは可動させないように設定することも可能
で本発明の範囲内である。
また、第１状態２０７、第２状態２０９、第３状態２１１、第４状態２１３のそれぞれの
可動限度位置まで可動することなく、通常状態２０５のときの位置（初期位置）に戻るよ
うに設定しても良い。
「第四実施形態」
【０１４５】
＜遊技機全体の概略構成＞
　図２３乃至図３４は本発明の第四実施形態を示す。
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、遊技機本体Ａと、遊技機本体Ａの前面側に備えら
れる出力部４８を有するスピーカ４８とで構成されている。
【０１４６】
＜遊技機本体の構成＞
　遊技機本体Ａは、例えば本実施形態によると、遊技球が転動流下可能な遊技領域を有す
る図示しない遊技盤が着脱可能に設けられた本体枠２と、遊技盤を視認可能な開口部３ｈ
（以下、表枠開口部という）が設けられ、本体枠２の前方（遊技者と対峙する側）におい
て当該本体枠２により回動可能に支持された表枠３と、本体枠２の後方（反遊技者対峙側
）において当該本体枠２により回動可能に支持された図示しない後枠とを備え、前記本体
枠２に備えられる本体枠構成部材と、前記表枠３に備えられる表枠構成部材と、前記後枠
に備えられている図示しない表示装置とを含んで構成されている。
【０１４７】
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　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、外枠６を介して島設備（図示しない）に取り付け
られており、その状態において、上記した本体枠２は外枠６に回動可能に支持されている
。なお、図２３には、表枠３が本体枠２に対して閉じられているとともに、本体枠２が外
枠６に対して閉じられた状態が示されている。
【０１４８】
　表枠構成部材には、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材
（トップ飾り１４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）などがある。
なお、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材（トップ飾り１
４、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）は図示形態に限らず変更可能であって、また
、表枠構成部材はこれらに限定されるものではなく、表枠３を構成する部材は全て含まれ
るものである。
【０１４９】
　当該表枠３において、上記した表枠開口部３ｈには、透過性を有する透明板ユニット７
（保護ガラスともいう）が設けられている。
　透明板ユニット７は、例えば、表枠３に設けた表枠開口部３ｈ（窓部）に対して、表枠
３の裏面側（背面側）から着脱自在に取り付けられており、当該表枠３を本体枠２に対し
て閉じた状態において、遊技盤１の表面（前面）側に対向し、かつその表面（前面）側を
覆うように構成されている。
【０１５０】
　また、表枠３の表面（前面）（図２３及び図２４参照）には、表枠開口部３ｈを囲むよ
うに、当該遊技機の美観を向上させるための装飾部材が設けられている。なお、装飾部材
の一例として、表枠開口部３ｈの上側には、トップ飾り１４が設けられているとともに、
表枠開口部３ｈの左右には、発光表示態様を変化させることが可能な右側装飾部材１５と
、左側装飾部材１６とが設けられている。
【０１５１】
　さらに、トップ飾り１４、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６の内方には、サブ
制御基板によって制御される発光手段（例えば、ＬＥＤ等）が設けられている（図示省略
）。この場合、発光手段（ＬＥＤ）から発せられた光をトップ飾り１４、右側装飾部材１
５および左側装飾部材１６に照射すると、当該トップ飾り１４、右側装飾部材１５および
左側装飾部材１６から美観に優れた例えば放射光や拡散光などを発生させることができ、
これにより、光による表示態様に変化を与えることができるため、遊技に対する興趣を向
上させることができる。
【０１５２】
　さらに、表枠３の表面（前面）には、表枠開口部３ｈの下側に、皿ユニット８が設けら
れており、当該皿ユニット８は、貸出球や賞球を貯留するための上皿１７と、上皿１７の
下方側に設けられ、例えば上皿１７が満杯時に溢れた遊技球などを貯留することが可能な
下皿１８とが設けられている。
【０１５３】
　また、上皿１７には、球貸しを受けるための球貸ボタン２３、図示しない球を貸し出す
ためのカードユニット装置からカードを返却するための返却ボタン２４などのほか、所定
の遊技中に遊技者が操作（回転操作、押圧操作）することで各種演出の表示態様に変化を
与えるための操作ユニット９が設けられている。なお、操作ユニット９の配置構成（位置
、向き）について、特に制限はないが、図面では一例として、上皿１７から垂直方向に突
出させて構成配置されている。
【０１５４】
　本体枠構成部材には、発射装置２６、各種制御基板・中継基板などがある。
　本体枠２において、上記表枠開口部３ｈに対向した所定位置に、当該表枠開口部３ｈと
ほぼ同形状を成した開口部（以下、本体枠開口部という）が設けられているとともに、本
体枠開口部の右下側には、遊技球を発射するための発射装置２６が設けられている。発射
装置は図示形態に限らず変更可能であって、また本体枠構成部材はこれらに限定されるも
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のではなく、本体枠２を構成する部材は全て含まれるものである。
【０１５５】
　本実施形態に係る発明は、出力部４９を有するスピーカ４８を備えた点に特徴的な構成
を有するものであるため、以下、その特徴部分に重点を置いて説明する。
【０１５６】
　＜スピーカ＞
　スピーカ４８は、少なくとも、遊技に関する音声を出力する出力部４９を備えて構成さ
れており、本実施形態では、遊技機本体Ａの前面側にて、一端を軸支して上下方向に開閉
可能に備えたカバー部材３０２と、前記カバー部材３０２によって覆われた第一部材（出
力部収容部材）３１０内に備えられ、所定方向に回転し、音声出力面４９ａ側を変位可能
に構成されている。
本実施形態では、例えば表枠３の前面側に配設されている右側装飾部材１５と左側装飾部
材１６のそれぞれの上端の領域を後方に向けて傾斜状に設けた各面部１５ａ，１６ａに１
基ずつ取り付けられている。
【０１５７】
　本実施形態のスピーカ４８は、カバー部材３０２で覆われた状態（第一位置３３２）で
前記出力部４９の音声出力面４９ａ側が遊技者方向Ｌ１に対峙（第三位置３３６）してい
る通常状態３００と、前記カバー部材３０２が開放（第二位置３３４）され、前記カバー
部材３０２の開放動作にあわせて回転し、前記出力部４９の音声出力面４９ａ側を鉛直方
向Ｌ１１で上方（第四位置３３８）に向けた第１状態３０１とに変位可能に構成されてい
る。
【０１５８】
　出力部収容部材３１０は、前面３１０ａを前方に向けて湾曲状に突出させるとともに、
上面３１０ｂを平坦面に形成させており、前面３１０ａと上面３１０ｂにそれぞれ出力部
４９からの音声を透過させることが可能な窓部（透過孔部）３１１，３１２を設け、内部
収容空間には、スピーカ４８を少なくとも９０度回転変位可能に配設している。
【０１５９】
　本実施形態では、内部収容空間に、スピーカ４８を上下方向に回動可能に配設するとと
もに、第一駆動源（回転モータ）３１３を配設し、第一駆動源３１３の回転軸３１４の先
端に設けた図示しないギア部を、スピーカ４８の所定位置に設けた図示しない係合孔に噛
合させている。従って、第一駆動源３１３からの回転作動はギア部を介してスピーカ４８
に伝達され、スピーカ４８を少なくとも９０度上下方向に回動させるように構成している
。図中、符号８０で示す部材は回転軸３１４を回転可能に軸支する軸受部である。
出力部４９は、一つの出力面４９ａを有し、その出力面４９ａを通常状態３００では正面
、すなわち第一駆動源３１３のＯＦＦ状態では遊技者と対峙する方向（前面の開口方向）
に向くように設定し（図３１でスピーカ４８を仮想線で示す）、カバー部材３０２を開放
し、第一駆動源３１３をＯＮ状態として出力部４９（スピーカ４８）を９０度上方に回転
させたときには、出力面４９ａが上面３１０ｂの窓部（透過孔部）３１２に対向するよう
に設定する（図３１でスピーカ４８を実線で示す）。
【０１６０】
　なお、図示は省略するが、スピーカ４８の上下方向の回転作動（変位作動）に制限を掛
けてスピーカ４８などの破損を防止するように位置検出センサを備えるようにしている。
位置検出センサは、例えば検出対象部を検出する種々の近接センサなどが採用可能である
が、本発明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。
例えば、出力部収容部材３１０の内面所定位置にセンサ部を備え、センサ部によってスピ
ーカ４８の側面所定位置に備えられた検出対象部をセンシングするように構成し、通常状
態３００のときに位置（第三位置３３６）するスピーカ４８と、第１状態３０１のときに
位置（第四位置３３８）するスピーカ４８をそれぞれ検出可能にセンサ部・検出対象部を
それぞれ配するのが好ましい。
【０１６１】
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　カバー部材３０２は、ベース部３０３、ベース部３０３の上面に一体に突設した略円筒
状の連結突部３０５と、前記出力部収容部材３１０の全体を覆う大きさに形成されたカバ
ー部材本体３０８と、カバー部材本体３０８の一端に突設した略円筒状の左右の支持部３
０９とを含み、前記連結突部３０５を、前記左右の支持部３０９間に摺動可能に備えると
ともに、軸支構造を介して上下方向に回動（開閉）可能に軸支している。
前記連結突部３０５及び左右の支持部３０９は、それぞれ中空状に形成されている。なお
、本実施形態では、連結突部３０５は支持部３０９に対して長尺状に形成されているがこ
れに限定されず、同一長さであってもよく、また支持部３０９に対して短尺に形成されて
いるものであってもよい。
【０１６２】
　ベース部３０３は、カバー部材本体３０８よりも小径の円盤状に形成されており、略中
心位置を境にして二分割した一方の領域３０３ａの底面（出力部収容部材３１０の上面３
１０ａと対向する面部）に、後述する第三駆動源３２１のギア部３２３が噛合して係合さ
れる噛合孔３０４が凹状に形成されている。
また、前記一方の領域３０３ａにおける上面（噛合孔３０４が設けられている面と反対側
の面）に連結突部３０５が一体に突設されている。
そして、その噛合孔３０４が形成されている領域と分けた他方の領域３０３ｂには貫通す
る平面視で略半円状の大開口部３０６が設けられている（図３１、図３２、図３３）。こ
の大開口部３０６は、出力部収容部材３１０の上面３１０ｂに設けられている窓部（透過
孔部）３１２から透過可能な出力部（スピーカ）４９からの音声を遮らないように設けら
れている開口であって、カバー部材の左右方向Ｌ１２の変位作動時においても窓部（透過
孔部）３１２を塞がないように大きく開口されている。大開口部３０６の形状は特に限定
されず任意である。
【０１６３】
　さらに本実施形態では、前記一方の領域３０３ａの底面側には、ガイド突部３０７が２
個（２本）突設されている。このガイド突部３０７は、出力部収容部材３１０の上面３１
０ｂに設けられているガイド溝３１５を介して出力部収容部材３１０の内部に突出するよ
うに配するとともに、その突出した部分に抜止め部材３１６を係止してカバー部材３０２
と出力部収容部材３１０を一体化している。従って、カバー部材３０２が左右方向Ｌ１２
に回転作動する際に、ガイド突部３０７がガイド溝３１５内を摺動可能に案内されるとと
もに、カバー部材３０２の抜け落ちを防止している（図３４）。
【０１６４】
　また、カバー部材本体３０８の前面所定位置、すなわち、カバー部材３０２が閉じた通
常状態３００のとき（カバー部材３０２が第一位置３３２で、スピーカ４８が第三位置３
３６のとき）、窓部（透過孔部）３１１に臨んでいる出力部４９の出力面４９ａと対向す
る位置に、窓部（透過孔部）３１１を介して出力部（スピーカ）４９からの音声が透過可
能なスリット部（音声透過部）３１７が形成されている。
スリット部（音声透過部）３１７は図示形態に特に限定解釈されるものではなく、単なる
一つの孔部であってもよく、また、メッシュ状に構成されているものであってもよく、ま
た、孔部をメッシュ状部材で覆っている形態など任意で本発明の範囲内で設計変更可能で
ある。
【０１６５】
　軸支構造は、例えば本実施形態によると、連結突部３０５内に配設された第二駆動源（
回転モータ）３１８の回転軸３１９のギア部３２０を、いずれか一方の支持部３０９の対
向面部に設けた係合孔３０９ａに噛合係合させて第二駆動源３１８からの回転作動をギア
部３２０を介して支持部３０９に伝達し、支持部３０９を上下方向に回動させることによ
ってカバー部材３０２を上下方向に回動作動させる（図２９、図３１）。図中、符号８０
で示す部材は回転軸３１９を回転可能に軸支する軸受部である。
他方の支持部３０９は連結突部３０５の対向面部に図示しない軸支構造によって軸支され
ている。
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【０１６６】
　なお、カバー部材３０２の上下開閉作動と、スピーカ４８の上下回転作動は同期するよ
うに制御されている。すなわち、第一駆動源３１３と第二駆動源３１８への動作信号は、
サブ制御基板等によって同時に送られるように制御されている。
【０１６７】
　また、カバー部材本体３０８は、前記第１状態３０１に変位したとき、鉛直方向Ｌ１１
で上方に向いた前記出力面４９ａ側と対峙する上方の領域に庇状に突出している。
【０１６８】
　前記カバー部材３０２の内面には、前記第１状態３０１に変位したときに、前記出力部
４９（スピーカ４８）からの音声を遊技者方向Ｌ１へと反射可能な反射部３３０を備えて
いる。反射部３３０は特に限定解釈されるものではなく、本実施形態では、第四位置３３
８に位置し、出力部収容部材３１０の上面３１０ｂの窓部（透過孔部）３１２に臨んでい
る出力部４９の出力面４９ａから出力される音声が、例えば広がりを持って遊技者方向Ｌ
１に出力（反射）可能なように様々な周知の凹凸面などの反射構造などが想定可能である
。
【０１６９】
　なお、図示は省略するが、カバー部材３０２の上下方向の回転作動（開閉作動）に制限
を掛けてカバー部材３０２などの破損を防止するように位置検出センサを備えるようにし
ている。位置検出センサは、例えば検出対象部を検出する種々の近接センサなどが採用可
能であるが、本発明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。
例えば、連結突部３０５と支持部３０９との対向する所定の位置に備えている。通常状態
３００のときに位置するカバー部材３０２と、第１状態３０１のときに位置するカバー部
材３０２をそれぞれ検出可能にセンサ部・検出対象部をそれぞれ所定位置に配するのが好
ましい。
【０１７０】
　本実施形態において、カバー部材３０２は、第１状態３０１に変位した後、第三駆動機
構を介して左右方向Ｌ１２に変位可能に構成されている。
【０１７１】
　第三駆動機構は、出力部収容部材３１０内に配設された第三駆動源（回転モータ）３２
１と、第三駆動源３２１の回転軸３２２を出力部収容部材３１０の上面３１０ｂから外方
に向けて突出し、突出した回転軸３２２の先端に取り付けたギア部３２３とで構成されて
いる。図中、符号８０で示す部材は回転軸３２２を回転可能に軸支する軸受部である。
例えば本実施形態においてギア部３２３は、カバー部材３０２のベース部３０３の底面（
出力部収容部材３１０の上面３１０ｂと対向する面部）に設けられている噛合孔３０４に
係合され、第三駆動源３２１からの回転作動をギア部３２３・噛合孔３０４を介してベー
ス部３０３に伝達し、ベース部３０３を回転作動させることでカバー部材３０２を左右方
向Ｌ１２に回転可能に連結している（図２９、図３２、図３３、図３４）。
【０１７２】
　なお、図示は省略するが、カバー部材３０２の左右方向Ｌ１２の回転作動に制限を掛け
てカバー部材３０２などの破損を防止するように位置検出センサを備えるようにしている
。位置検出センサは、例えば検出対象部を検出する種々の近接センサなどが採用可能であ
るが、本発明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。
例えば、ガイド溝３１５を摺動するガイド突部３０７と、出力部収容部材３１０の上面３
１０ａの内面の所定位置とに備えている。第１状態３０１のときに位置するガイド突部３
０７と、左右方向に所定角度変位したときガイド突部３０７のそれぞれを検出可能にセン
サ部・検出対象部をそれぞれ所定位置に配するのが好ましい。
【０１７３】
　＜スピーカによる演出＞
　本実施形態におけるスピーカ４８による演出形態を説明する。
【０１７４】
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　まず、図２４、図２５、図２８及び図２９に示す通常状態３００のとき（通常遊技状態
のとき）、スピーカ４８は、カバー部材３０２が閉じている状態（第一位置３３２）で、
出力部４９の出力面４９ａは、前方（遊技者と対峙する方向）に向いている（第三位置３
３６）。
そして、出力部（スピーカ４８）４９からの音声は、出力部収容部材３１０の前面３１０
ａに設けられている窓部（透過孔部）３１１からカバー部材３０２の音声透過部（スリッ
ト部）３１７を介して遊技者方向Ｌ１に向けて出力される。
【０１７５】
　そして、通常遊技状態から何らかの遊技状態に移行する際、例えば、遊技者に対して有
利な遊技状態（大当たり遊技状態等）などに移行する以前に、その遊技状態への移行を事
前に報知（予告）する手段の一つとして、スピーカ４８による演出を行なうようにしても
よい。
【０１７６】
　例えば、遊技者に対して有利な遊技状態などに移行する場合、スピーカ４８は、まず、
通常状態３００から、第一駆動源３１３と第二駆動源３１８に対して回転作動指令が伝達
され、第一駆動源３１３によって出力部（スピーカ４８）４９が上方向に９０度回転して
、出力面４９ａを出力部収容部材３１０の上面３１０ａに設けられている窓部（透過孔部
）３１２に対向させる（第四状態３３８に位置する）ともとに、第二駆動源３１８によっ
てカバー部材３０２が上方向に開放作動（第二状態３３４に位置する）し、カバー部材３
０２が、鉛直方向Ｌ１１で上方に向いた前記出力面４９ａ側と対峙する上方の領域に庇状
に突出する（第１状態３０１）。
このとき、出力部４９からの音声は、出力部収容部材３１０の上面３１０ｂに設けられて
いる窓部（透過孔部）３１２からカバー部材３０２の内面に向けて出力されるため、カバ
ー部材３０２の内面に当たった音声は、該内面によって遊技者の頭上方向（遊技者方向Ｌ
１）へと反射して出力される。
【０１７７】
　この第１状態３０１で出力部（スピーカ４８）４９の出力面４９ａから所定の遊技に関
する音声（例えば、有利な遊技状態に移行される際に発せされ、通常時に発している音声
とは異なる音声など）が発せられると、通常状態３００から第１状態３０１へのスピーカ
４８の形態変化（カバー部材３０２の第一位置３３２から第二位置３３４への変化、スピ
ーカ４８の第三状態３３６から第四状態３３８への変化）に驚くと共に、通常状態３００
で音声が発せされる位置と上下方向（鉛直方向Ｌ１１）で上方の位置、すなわち、遊技者
の頭上位置から音声が発せられるため、遊技者は意表をつかれた位置から発せされる音声
の出力にも驚きを感じ興趣が向上する。
【０１７８】
　そして、本実施形態では、遊技者に対して有利な遊技状態などに移行した際、第二駆動
源３１８を介してカバー部材３０２に上方への開放作動を伝達することによって、通常状
態３００から第１状態３０１へと変位可能なように構成しているため、形態を変化させる
意表をついた演出によってさらに遊技の興趣が向上する。
なお、スピーカ４８とは連動させず、カバー部材３０２のみを第１状態３０１と通常状態
３００に交互に変位するように構成することも可能である。すなわち、カバー部材３０２
が開閉作動を繰り返し行なう意表をついた可動演出を提供することもでき本発明の範囲内
である。
【０１７９】
　また本実施形態では、第１状態３０１となった後、第三駆動源３２１からの回転作動に
より、カバー部材３０２が、鉛直方向Ｌ１１の軸を中心として左右方向Ｌ１２に回転作動
可能に構成されているため、さらなるカバー部材３０２の意表をつく変位作動とともに、
音声の発せられる位置が左右方向Ｌ１２に変位するため、興趣の向上が図れる。カバー部
材３０２の左右方向Ｌ１２の回転作動は、左右何れかの方向にのみ可動して変位させるの
か、所定時間ごとに断続的に左右方向Ｌ１２に変位状態を変化させるのか、連続して左右
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方向Ｌ１２に変位状態を繰り返し変化させるのか、いずれのパターンを選択することも可
能で本発明の範囲内で選択可能である。
また、スピーカ４８は１基でも良いし、３基以上でも良く本発明の範囲内で設計変更可能
である。スピーカ４８の設置される位置も限定されず任意である。
スピーカ４８は、左右方向へカバー部材３０２が開放できるように構成されていても良い
。なお、このような形態でカバー部材３０２が開放されると、カバー部材３０２は第三駆
動源３２１から上下方向に回転することになる。
さらに、上下方向・左右方向以外の方向にカバー部材３０２を開閉可能に構成するもので
あっても本発明の範囲内である。例えば、カバー部材３０２を出力部収容部材３１０の上
面３１０ｂにて３６０度回転可能なように構成し、遊技者と対峙する（対向する）方向と
は反対方向に音声を反射させるようにしてもよく本発明の範囲内である。
スピーカ４８が複数基設置される形態の場合、いずれか１基のみ、あるいは２基以上を可
動させ、その他のものは可動させないように設定することも可能で本発明の範囲内である
。
「第五実施形態」
【０１８０】
＜遊技機全体の概略構成＞
　図３５乃至図４１は本発明の第五実施形態を示す。
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、遊技機本体Ａと、遊技機本体Ａに備えられる出力
部４９を有するスピーカ４８を備えたスピーカユニット４０６とで構成されている。
【０１８１】
＜遊技機本体の構成＞
　遊技機本体Ａは、例えば本実施形態によると、遊技球が転動流下可能な遊技領域を有す
る図示しない遊技盤が着脱可能に設けられた本体枠２と、遊技盤を視認可能な開口部３ｈ
（以下、表枠開口部という）が設けられ、本体枠２の前方（遊技者と対峙する側）におい
て当該本体枠２により回動可能に支持された表枠３と、本体枠２の後方（反遊技者対峙側
）において当該本体枠２により回動可能に支持された図示しない後枠とを備え、前記本体
枠２に備えられる本体枠構成部材と、前記表枠３に備えられる表枠構成部材と、前記後枠
に備えられている図示しない表示装置とを含んで構成されている。
【０１８２】
　本実施形態に係るパチンコ遊技機は、外枠６を介して島設備（図示しない）に取り付け
られており、その状態において、上記した本体枠２は外枠６に回動可能に支持されている
。なお、図３５には、表枠３が本体枠２に対して閉じられているとともに、本体枠２が外
枠６に対して閉じられた状態が示されている。
【０１８３】
　表枠構成部材には、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材
（上部装飾ユニット（装飾ユニット）４００、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６、）
などがある。
なお、透明板ユニット７、皿ユニット８、操作ユニット９、各種装飾部材（上部装飾ユニ
ット４００、右側装飾部材１５、左側装飾部材１６）は図示形態に限らず変更可能であっ
て、また、表枠構成部材はこれらに限定されるものではなく、表枠３を構成する部材は全
て含まれるものである。
【０１８４】
　表枠３において、上記した表枠開口部３ｈには、透過性を有する透明板ユニット７（保
護ガラスともいう）が設けられている。
　透明板ユニット７は、例えば、表枠３に設けた表枠開口部３ｈ（窓部）に対して、表枠
３の裏面側（背面側）から着脱自在に取り付けられており、当該表枠３を本体枠２に対し
て閉じた状態において、遊技盤１の表面（前面）側に対向し、かつその表面（前面）側を
覆うように構成されている。
【０１８５】
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　表枠３の表面（前面）（図３５及び図３６参照）には、表枠開口部３ｈを囲むように、
当該遊技機の美観を向上させるための装飾部材が設けられている。装飾部材の一例として
、表枠開口部３ｈの上側には、上部装飾ユニット（装飾ユニット）４００が設けられてい
るとともに、表枠開口部３ｈの左右には、発光表示態様を変化させることが可能な右側装
飾部材１５と、左側装飾部材１６とが設けられている。
【０１８６】
　また、表枠３の上端、すなわち、上部装飾ユニット４００が備えられている位置の後方
の上端領域には、後述するスピーカユニット４０６を出没可能に内装する上端開口３ａを
備えて構成されている。
【０１８７】
　上部装飾ユニット４００は、表枠３の前面上部に備えられ、所定形状の板状のユニット
本体４０３に、少なくとも左右のスピーカカバー４０１，４０１を備えており、スピーカ
カバー４０１は、後述するスピーカユニット４０６が第１状態４０４の時に、スピーカユ
ニット４０６の出力部（スピーカ４８）４９と対峙する位置に配されるように構成される
とともに、該スピーカ４９からの音声を透過可能な構成を有している。
スピーカカバー４０１は、特に図示形態に限定して解釈されるものではなく音声を透過可
能な形態であればよく特に限定解釈されるものではなく本発明の範囲内で適宜設計変更可
能である。
【０１８８】
　また、本実施形態では、左右のスピーカカバー４０１，４０１の間に、ＬＥＤなどの発
光手段からの光を受けて発光演出する装飾部材（レンズ部材など）４０２が一体に備えら
れており、サブ制御基板によって制御されるスピーカユニット４０６の発光演出機構（Ｌ
ＥＤ基板など）４０８から光が照射されると、美観に優れた例えば放射光や拡散光などを
発生させることができる。
これにより、光による表示態様に変化を与えることができるため、遊技に対する興趣を向
上させることができる。
本実施形態の上部装飾ユニット４００は、所定形状のユニット本体にスピーカカバー４０
１，４０１と装飾部材（レンズ部材など）４０２が一体に備えられてユニット化されてい
るため、着脱作業も容易で破損の時やデザインを変更したい時などに即座に行なえ操作性
・作業性に優れている。
【０１８９】
　さらに、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６の内方には、サブ制御基板によって
制御される発光手段（例えば、ＬＥＤ等）が設けられている（図示省略）。これら右側装
飾部材１５および左側装飾部材１６にあっても、前記上部装飾ユニット４００と同様に、
図示しない発光手段（ＬＥＤ）から発せられた光を、右側装飾部材１５および左側装飾部
材１６に照射すると、右側装飾部材１５および左側装飾部材１６から美観に優れた例えば
放射光や拡散光などを発生させることができ、これにより、光による表示態様に変化を与
えることができるため、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０１９０】
　さらに、表枠３の表面（前面）には、表枠開口部３ｈの下側に、皿ユニット８が設けら
れており、当該皿ユニット８は、貸出球や賞球を貯留するための上皿１７と、上皿１７の
下方側に設けられ、例えば上皿１７が満杯時に溢れた遊技球などを貯留することが可能な
下皿１８とが設けられている。
【０１９１】
　また、上皿１７には、球貸しを受けるための球貸ボタン２３、図示しない球を貸し出す
ためのカードユニット装置からカードを返却するための返却ボタン２４などのほか、所定
の遊技中に遊技者が操作（回転操作、押圧操作）することで各種演出の表示態様に変化を
与えるための操作ユニット９が設けられている。なお、操作ユニット９の配置構成（位置
、向き）について、特に制限はないが、図面では一例として、上皿１７から垂直方向に突
出させて構成配置されている。
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【０１９２】
　本体枠構成部材には、発射装置２６、各種制御基板・中継基板などがある。
　本体枠２において、上記表枠開口部３ｈに対向した所定位置に、当該表枠開口部３ｈと
ほぼ同形状を成した開口部（以下、本体枠開口部という）が設けられているとともに、本
体枠開口部の右下側には、遊技球を発射するための発射装置２６が設けられている。発射
装置は図示形態に限らず変更可能であって、また本体枠構成部材はこれらに限定されるも
のではなく、本体枠２を構成する部材は全て含まれるものである。
【０１９３】
　本実施形態に係る発明は、出力部４９を有するスピーカ４８を備えた本発明特有のスピ
ーカユニット４０６を備えた点に特徴的な構成を有するものであるため、以下、その特徴
部分に重点を置いて説明する。
【０１９４】
　＜スピーカユニット＞
　スピーカユニット４０６は、遊技機本体Ａの上端、すなわち、本実施形態では、表枠３
の前面に設けた上部装飾ユニット４００の後方で、かつ表枠３の上端に設けた上端開口３
ａと連通して内方に設けられている収容領域（収容空間）にて、前記遊技機本体Ａに対し
て上下昇降可能、かつ交換可能に備えられ、前記上部装飾ユニット４００によって前面側
が視認困難な第１位置（遊技機本体Ａ内への収容状態）４０４と、前面側が視認容易な第
２位置（遊技機本体Ａの上端に突出した状態）４０５とに変位可能に構成されている（図
３６、図３７及び図４０）。
【０１９５】
　本実施形態では、縦断側面視で三角形状に形成されている略三角筒状のケーシング４０
７と、ケーシング４０７の前面側に備えられている左右のスピーカ４８と、同じくケーシ
ング４０７の前面側にて、左右のスピーカ４８の間に備えられている光による演出を図る
発光演出機構４０８を一体に備えて構成されている（図３７乃至図４０）。
【０１９６】
　スピーカ４８は、本実施形態では、ケーシング４０７の前面側にそれぞれの出力部４９
の出力面４９ａを臨ませた状態で１基ずつケーシング４０７内に内装されている。スピー
カ４８の形状・仕様などは特に限定解釈されるものではなく本発明の範囲内で設計変更可
能である。
【０１９７】
　発光演出機構４０８は、例えば、図示はしないがケーシング４０７の前面側に備えられ
るＬＥＤ基板と、ＬＥＤ基板の上方を覆うようにしてケーシング４０７の前面側に取り付
けられ、ＬＥＤ基板からの光によって所定の発光演出を施すレンズ部材などの装飾部材４
０９で構成されており、サブ制御基板によって制御されている。なお、図面では、特に装
飾部材４０９の形態などを図示省略しているが、遊技機の演出などに応じて所定のライン
発光などが演出し得るものであり、本発明の範囲内において任意に設計変更可能である。
本実施形態では、ケーシング４０７の前面の全領域、すなわち、ケーシング４０７の前面
に臨んでいる左右の出力部（スピーカ）４９の出力面４９ａの周囲にも図示しないＬＥＤ
基板とともに、所定の装飾部材（レンズ部材など）４１０を配設することにより、ケーシ
ング４０７の前面の全領域を発光演出させるようにしている。
【０１９８】
　また、本実施形態では、ケーシング４０７の上端に、光による演出を図る上端発光演出
機構４１１を一体に設けている。上端発光演出機構４１１は、例えば、前面に備えた所定
のレンズ部材等からなる装飾部材４１２と、図示はしないが装飾部材４１２の背面側に備
えられ、装飾部材４１２に光を照射して発光演出するＬＥＤ基板などで構成され、サブ制
御基板によって制御されている。
【０１９９】
　スピーカユニット４０６の上下出没機構の一例を本実施形態に基づいて説明すると、例
えば、表枠３における収容領域内の左右の内側面には、それぞれ上端開口３ａの前端縁３
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ｂから収容領域内に配されている後端縁３ｃ向けて、背面方向Ｌ２に下り傾斜状の左右受
け部４１３を一体に設け、左右受け部４１３の所定位置に所定長さのレール部４１４をそ
れぞれ一体に固定して備えている（図４０）。
【０２００】
　そして、スピーカユニット４０６のケーシング４０７内に駆動源（回転モータ）４１５
が内装され、その駆動源４１５から一体に突出する回転軸４１６がケーシング４０７の一
方の側面４０７ａから突出するとともに、前記回転軸４１６の先端には、回転軸４１６が
突出した側に位置するレール部４１４に噛合するギア部４１７が一体に備えられており、
他方の側面４０７ｂには、相対向する他方のレール部４１４に噛合するギア部４１７が回
転可能に突設されている。
【０２０１】
　本実施形態において、左右のギア部４１７は、ケーシング４０７の左右それぞれの側面
４０７ａ，４０７ｂにおける下方領域に備えられている。前記回転駆動するギア部４１７
と反対側に配設されるギア部４１７は、前記他方のレール部４１４と噛合されて配設され
ることにより、前記回転駆動するギア部４１７とともに、ケーシング４０７を左右両側か
ら支えてスムーズな変位移動をさせる役割を有する。
【０２０２】
　従って、本実施形態によれば、収容領域に収容され、上部装飾ユニット４００の後方に
隠れていた第１位置４０４にあるスピーカユニット４０６が、レール部４１４に噛合して
いるギア部４１７の回転作動によって上部装飾ユニット４００の後方から遊技機本体Ａの
前方斜め上方（図にて矢印Ｌ１４で示す方向）に向けて移動して第２位置４０５へと変位
する。
そして、所定の遊技時間（演出時間）が終了すると、ギア部４１７を反対回転作動させ、
ギア部４１７がレール部４１４に噛合しながら下方に回転作動することでスピーカユニッ
ト４０６は背面方向（図にて矢印Ｌ１５で示す方向）に向けて収容領域内に収容されてい
き、第１位置４０４に配設される。
　従って、スピーカユニット４０６が遊技機本体Ａの前方斜め上方（図にて矢印Ｌ１４で
示す方向）に向けて移動して第２位置４０５へと変位すると、スピーカ４８の出力部４９
は、スピーカユニット４０６が第１位置４０４に位置しているときと比して、第２位置４
０５に位置しているときの方が、スピーカカバー４０１と対向している領域が少なくなる
。
なお、図面では、スピーカ４８の配線や発光演出機構４０８の配線などは図示省略してい
るが、スピーカユニット４０６が、遊技機本体Ａの前方斜め上方（図にて矢印Ｌ１４で示
す方向）に向けて上昇移動（変位）したときに緊張して破断しないように余裕を持った長
さで構成されている。
【０２０３】
　図４０中、符号４１８は位置検出センサで、スピーカユニット４０６の上下方向の出没
作動（変位作動）に制限を掛けてスピーカユニット４０６などの破損を防止するようにし
ている。
位置検出センサ４１８は、例えば検出対象部４１８ｂを検出する種々の近接センサなどが
採用可能であるが、本発明の範囲内で適宜最適な位置検出センサが選択使用可能である。
本実施形態では、図４０に示すように、表枠３の収容領域の内側面所定位置（本実施形態
では上部と下部）にセンサ部４１８ａを備え、センサ部４１８ａによってケーシング４０
７の側面所定位置（本実施形態では上部と下部）に備えられた検出対象部４１８ｂをセン
シングするように構成している。本実施形態では、第１位置４０４にあるスピーカユニッ
ト４０６と、第２位置４０５にあるスピーカユニット４０６をそれぞれ検出可能にセンサ
部４１８ａ・検出対象部４１８ｂをそれぞれ配している（図４０）。すなわち、両方のセ
ンサ部４１８ａによって両方の検出対象部４１８ｂが検出されていれば、スピーカユニッ
ト４０６は第１位置４０４に位置していると判定する。上部のセンサ部４１８ａによって
下部の検出対象部４１８ｂのみが検出されていると、スピーカユニット４０６は第２位置
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に位置していると判定する。
【０２０４】
　したがって、スピーカユニット４０６は、サブ制御基板からの回転作動指令を受けた駆
動源４１５がギア部４１７を所定方向に回転作動させる（図４０において反時計回り方向
に回転作動させる。）と、スピーカユニット４０６は、前記ギア部４１７が、レール部４
１４に噛合して回転作動することにより、遊技機本体Ａの前方斜め上方（図にて矢印Ｌ１
４にて示す方向）に向けて上端開口３ａから出現（突出）することで第１位置４０４から
第２位置４０５に変位する（図４０）。
【０２０５】
　また、スピーカユニット４０６は、遊技機本体Ａから着脱可能で、他のスピーカユニッ
トと随時交換可能であるため、例えば図４１に示すようなスピーカユニット４０６を採用
することも可能である。
　図４１は、本発明の他の実施形態で、発光演出機構４０８が特定の発光表示をなすよう
に形成されている特有の遊技機専用のスピーカユニット４０６であって、当該スピーカユ
ニット４０６が第２位置４０５にある状態を示している。
本実施形態は、左右のスピーカ４８の間に備えられている発光演出機構４０８が図示に示
すとおり特有の構成を有しているだけであって、その他の構成は図３７乃至図４０に示す
実施形態と同様であるためその説明を援用し詳細な説明は省略する。
【０２０６】
　スピーカユニット４０６は、音声による演出を図る一個乃至複数個の出力部４９（スピ
ーカ４８）を備えているものであれば本発明の範囲内であり、その配設数・形状などは任
意である。また、発光演出機構４０８は、前記第２位置４０５にスピーカユニット４０６
が変位した際に発光により装飾演出する。
また、上述した駆動源４１５やレール部４１４の配設位置も任意で適宜設計変更可能であ
る。さらにスピーカユニット４０６は、出力部４９（スピーカ４８）と発光演出機構４０
８のみでユニット化されており、ケーシング４０７を備えていない形態であってもよく、
上下昇降可能に構成し得る形態であれば本発明の範囲内で任意に設計変更可能である。
【０２０７】
　また、スピーカユニット４０６には、図示はしないが、任意の可動演出役物を備え、第
２位置４０５に変位した際に可動するように構成することによって遊技の興趣を向上させ
ることもできる。可動演出役物は、例えば後述する第六実施形態を構成する可動役物（例
えば第一の可動演出役物１１４３と同様の刃物形状の可動役物など）や、第七実施形態を
構成する可動役物（例えば第六の可動演出役物１７４１と同様の半筒形状の可動役物など
）を採用することももちろん可能である。
可動演出役物は、発光演出機構４０８に代えて配設するものとしても良いが、発光演出機
構４０８と併設することも可能で本発明の範囲内で設計変更可能である。スピーカユニッ
ト４０６が遊技機本体Ａの上方に突出して第２位置４０５に変位したとき、発光演出機構
４０８が所定の発光演出を図るとともに、可動演出役物が所定の可動演出を図り、かつ左
右の出力部４９（スピーカ４８）から遊技に係る音声による演出を図るため、劇的な変化
と圧倒的な演出効果により遊技者の興趣はとても向上する。
【０２０８】
　＜スピーカユニットによる演出＞
　本実施形態におけるスピーカユニット４０６による演出形態を説明する。
【０２０９】
　まず、通常遊技状態のとき、スピーカユニット４０６は収容領域内に収容されて外部か
ら（遊技者から）見えない状態（第１位置４０４にある状態）となっている。
このとき、スピーカユニット４０６に備えられている出力部４９の出力面４９ａは、上部
装飾ユニット４００のスピーカカバー４０１と対向している。
　従って、スピーカユニット４０６が第１位置４０４にあるときは、上部装飾ユニット４
００のスピーカカバー４０１を介して対向する出力部４９の出力面４９ａから音声を出力
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している。
【０２１０】
　そして、駆動源４１５からの回転作動が伝達されたギア部４１７の回転作動によってレ
ール部４１４に噛合してスピーカユニット４０６が第２位置４０５まで上昇するとともに
、収容領域から上端開口３ａを介して遊技機本体Ａの上方に突出したときは、前記上部装
飾ユニット４００の上方に突出して前記スピーカカバー４０１を介さずに音声を直接出力
する。
【０２１１】
　従って、このように構成され、音声の出力位置を遊技状態に応じて変化させることがで
きるため、遊技に関連する斬新な演出を提供でき、遊技の興趣を向上させることができる
。また、スピーカユニット４０６の突出度合いなどの違いによっては音声の聞こえ方も異
なってくるため、音声による斬新な演出効果が期待できる。
また、遊技機の上方からスピーカユニット４０６が突出するといった意表をつく形態変化
により遊技者は興趣が向上する。
【０２１２】
　さらに、第１位置４０４から第２位置４０５へとスピーカユニット４０６が変位するこ
とで、遊技機全体の外観形態も大きく異なってくるため外観的にも斬新な演出を提供でき
る。
本実施形態によれば、第１位置４０４で上部装飾ユニット４００の後方に隠れていたスピ
ーカユニット４０６が、突如として上部装飾ユニット４００の後方から遊技機本体Ａの前
方斜め上方（図にて矢印Ｌ１４で示す方向）、すなわち、遊技者の頭上方向に向けて出現
して第２位置４０５へと変位するため、遊技者の頭上方向にスピーカユニット４０６が迫
り出してくることとなり、意表をついた変位動作により遊技の興趣がさらに向上する。
【０２１３】
　また、本実施形態によれば、第２位置４０５に出現したスピーカユニット４０６の出力
部４９（スピーカ４８）によって音声による演出効果が発揮されるとともに、発光演出機
構４０８によって発光による装飾演出効果も発揮されるため、例えば、遊技状態によって
変位する音声と発光装飾による今までにない遊技に関連する斬新な演出を提供でき、遊技
の興趣を向上させることができる。
【０２１４】
　そして、所定の遊技時間（演出時間）が終了すると、ギア部４１７を反対回転作動させ
、ギア部４１７がレール部４１４に噛合しながら下方に回転作動することでスピーカユニ
ット４０６は背面方向Ｌ１５に向けて収容領域内に収容されていき、第１位置４０４に配
設される。
なお、本実施形態では、スピーカユニット４０６が遊技機本体Ａの上方に突出した第２位
置４０５に所定時間位置した後、第１位置４０４に戻って遊技機本体Ａ内に収容される形
態を一例として説明したが、スピーカユニット４０６の変位作動はこれに限定されず、本
発明の範囲内で任意に設定可能である。例えば、スピーカユニット４０６が、第１位置４
０４と第２位置４０５を交互に繰り返し変位して遊技機本体Ａからリズミカルに出没を繰
り返す変位作動を採用することも可能であって遊技の興趣を向上させることが可能となる
。また、スピーカユニット４０６が、第１位置４０４から第２位置４０５に向けて移動を
開始した後、途中で可動を停止し、第１位置４０４に戻る動作をするように設定すること
も可能で、想定外の可動演出に遊技者の興趣が向上する。
また、スピーカユニット４０６は複数個設けても良く本発明の範囲内で設計変更可能であ
る。スピーカユニット４０６の設置される位置も限定されず任意である。
スピーカユニット４０６は、前方斜め上方へと移動するように設置されているが、左右方
向あるいは前後方向へと移動して突出するように構成されるとともに設置させるようにし
てもよく本発明の範囲内である。スピーカユニット４０６が複数個設置される形態の場合
、いずれか１基のみ、あるいは２基以上を可動させ、その他のものは可動させないように
設定することも可能で本発明の範囲内である。
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「第六実施形態」
【０２１５】
　図４２乃至図９７は本発明の第六実施形態を示す。なお、本実施形態における遊技機全
体の外観形態は、第一実施形態乃至第五実施形態で図示した外観形態（例えば図１、図８
、図１５、図２３、図３５にて示す外観形態）がそれぞれ本発明の範囲内で任意に選択可
能である。
　＜遊技機全体の概略構成＞
　本実施形態の遊技機は、ガイドレール（外レール３６、内レール３７）によって囲まれ
、遊技球が転動流下可能な転動領域（例えば遊技領域１ｐ）を有する遊技盤１を後枠に備
え、前記遊技盤１の背面側に着脱可能に取り付けられ、所定の画像を発光表示する導光板
１０３１と、導光板１０３１の背面側に備えられ、種々の役物（可動演出役物、発光演出
役物など）を配設した裏箱１０５５を取り付けている（図４７参照。）。
【０２１６】
　本実施形態では、遊技盤に外レール３６が備えられているが、説明上このように表現し
ているに過ぎず、本来は、本体枠２に対して一体に構成されている。具体的には、外レー
ル３６は、図示しない本体枠ベース板の本体枠開口部に沿って設けられており、遊技盤１
を本体枠２の裏面に着脱可能に取り付けると、その状態で、外レール３６の内側に沿って
内レール３７が対向配置されたガイドレールが構成されることになる。
なお、本実施形態で「役物」とは、可動することや発光することで演出を行なう演出装置
のことをいうものとする。
【０２１７】
　裏箱１０５５は、遊技盤１の背面側に導光板１０３１を介して直接取り付けられている
。なお、裏箱１０５５は、遊技盤１の背面側に取り付けた導光板１０３１の背面側にて、
本体枠２により回動可能に支持される後枠（図示省略）に備えられているものであっても
よく、修理・点検などの観点からすると本体枠２と容易に分離可能なように後枠を介して
取り付けられるものとしてもよい。
【０２１８】
　図中符号４は所定の演出表示を行うための表示装置であって、本実施形態では後枠（図
示省略）に対して着脱可能に設けられている。なお、表示装置４は、裏箱１０５５の背面
側に着脱可能に設けられているものとしてもよい。
【０２１９】
　表示装置４は、主制御基板からのコマンドに基づきサブ制御基板によってその表示態様
が制御される。例えば、本実施形態では、表示装置４として、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ
 ：Liquid Crystal Display）が想定されている。なお、表示装置は所定の画像演出を表
示可能であればよく、液晶ディスプレイに限らず、例えばＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｒｄｅ Ｒ
ａｙ Ｔｕｂｅ）を含むブラウン管、ドットＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉ
ｏｄｅ）、セグメントＬＥＤ、ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ）
、プラズマ等からなるものであっても良い。
【０２２０】
　遊技盤１及び裏箱１０５５には、表示装置４上で演出表示される表示態様を視認可能な
開口部１ｈ、１０５５ｈが設けられており、遊技盤１の表面（前面）には、当該遊技盤開
口部１ｈを含めた領域に亘って、遊技球が転動流下可能な遊技領域１ｐが構成されている
。
【０２２１】
　また、裏箱１０５５の裏面（図４７参照）には、当該開口部１０５５ｈを回避した位置
に、主制御基板（図示省略）がケース２８に収容された状態で設けられている。
【０２２２】
　特に限定はされないが、例えば、主制御基板には、中継基板３２（図４７参照）を介し
て、サブ制御基板や払出・発射制御基板が接続されている。
この場合、サブ制御基板は、主制御基板から供給される各種のコマンドに応じて、液晶表
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示装置４における表示制御、上記したスピーカ４８から発生させる音声に関する制御、各
種役物の演出制御、各種役物や装飾部材などに用いられている各種ＬＥＤの制御などを行
う。また、払出・発射制御基板には、上記した発射装置２６や、遊技球の払出を行う払出
装置などが接続されている。また、例えば、サブ制御基板に対する信号の受け渡しを行う
サブ中継基板、遊技の演出に関するプログラムが記憶されたサブＲＯＭ中継基板、電力を
供給する電源基板なども備えられている。
【０２２３】
　また、裏箱１０５５を配設する後枠には、例えば貸出球や賞球として払い出される遊技
球を収容するための球タンク４７と、当該球タンク４７から複数の遊技球を連続して転動
流下させるレールユニット（図示省略）と、当該レールユニットの下端に連続させること
が可能な払出装置（図示省略）と、当該払出装置から払い出された遊技球を上皿１７に供
給する球払出通路（図示省略）などが連設されている。
【０２２４】
＜遊技盤の概略構成＞
　遊技盤１は、透明なアクリルパネルなどからなる遊技盤本体（パネル本体）１ａの前面
に、遊技釘、遊技領域を転動流下する遊技球が通過可能な複数の通過領域（一般入賞口１
０１３、始動入賞口１００９、大入賞口１０１１）、ステージ１００１、などが配設され
ている（図４３参照）。
遊技盤本体（パネル本体）１ａの前面に配設される各種遊技部材は、特に本実施形態に限
定されて解釈されるものではなく種々の遊技部材が適宜設計変更可能である。
【０２２５】
　ステージ１００１、開口部１ｈに沿って配設した台板１０００上に設けられており、遊
技領域１ｐを転動流下していた遊技球が遊技領域１ｐに配設されているワープ入り口１０
０７から入り、ワープ入り口１００７から入った遊技球を、遊技盤１の略中央領域にて左
右に転動させた後、再び遊技領域１ｐへと戻す部材であって、特に図示した実施形態に限
定されず種々のステージを実施の形態に応じて適宜変更可能である。
【０２２６】
　なお、本実施形態では、ステージ１００１の背面側にステージ１００１の転動面１００
３よりも鉛直方向で多少高さを持って配設されるステージ裏部材１００５が備えられてい
る。さらに、本実施形態では、遊技盤１の背面側に導光板１０３１を配設しているため、
ステージ裏部材１００５だけでステージ１００１の転動面１００３上を転動する遊技球の
はみ出し落下を防止するのみではなく、導光板１０３１が遊技球のステージ裏へのはみ出
し落下を確実に防止する構成を採用している（図４８参照）。
従って、遊技球がステージ１００１からはみ出し落下して、遊技盤１の背面側に配設され
ている各種の可動演出役物や発光演出手段あるいは液晶ディスプレイなどに衝突する虞も
まったくない。
【０２２７】
　一般入賞口１０１３、始動入賞口１００９、大入賞口１０１１は、遊技盤１のパネル本
体1ａの所定領域に設けた所定形状の切り欠き領域に組み込まれて配されている。
一般入賞口１０１３は、通路部材（通路ユニット）１０１５に複数個（本実施形態では３
個）が一体に形成されている。なお、始動入賞口１００９と大入賞口１０１１にあっては
、本実施形態では特に特徴を有するものではなく、図示形態に限定されず本発明の範囲内
で設計変更可能である。
【０２２８】
　通路部材１０１５は、第一通路部材１０１７と第二通路部材１０２３で構成されている
（図４９及び図５０参照）。
【０２２９】
　第一通路部材１０１７は、少なくとも一部が遊技盤１の前方に配され、前記複数の通過
領域（一般入賞口１０１３）を一体に備えている。
すなわち、前面に一般入賞口（通過領域）１０１３を所定間隔おきに突設し、それぞれの
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一般入賞口（通過領域）１０１３は、それぞれ裏面側で、背面側を開放した長尺状の一つ
の通路構成部１０２１に連通している。
そして、パネル本体１ａの背面側から、該パネル本体１ａの各切り欠き領域を介して前記
各一般入賞口（通過領域）１０１３のみをパネル本体１ａの前面側に突設して配設してい
る。
【０２３０】
　第二通路部材１０２３は、遊技盤１の後方に配され、前記複数の通過領域（一般入賞口
１０１３）を通過して転動した遊技球を、導光板１０３１に備えた排出領域１０３５から
排出させるための排出領域１０２５を備えている。すなわち、前記第一通路部材１０１７
の背面側の開放形状と同一の形状をもって前面側を開放した長尺状の一つの通路構成部１
０２７を有するとともに、その通路構成部１０２７の最も下流領域に背面側へと連通する
所定形状の排出領域１０２５を備えている。
そして、前記遊技盤１の背面側に配設されている第一通路部材１０１７の背面側の開放部
位と第二通路部材１０２３の前面側の開放部位を重ね合わせて一体に形成することにより
、通路構成部１０１７，１０２３からなる一つの中空状の球通路１０２９が形成される。
そして、前記排出領域１０２５は、導光板１０３１の排出領域１０３５を介して導光板１
０３１の背面側に連通している。そして、排出領域１０３５は、導光板１０３１の背面側
に配設される所定の排出流路（図示省略）に連結される。
なお、本実施形態において通路部材１０１５は、有色透明若しくは無色透明の樹脂部材に
よって形成されるとともに、所定箇所に所定の装飾（カット）を施して光による発光演出
や装飾演出が可能なように構成されている。
なお、本実施形態では、第一通路部材１０１７と第二通路部材１０２３の二つの部材から
構成されるようにしたが、三つ以上の部材から構成されるようにしてもよい。例えば、一
つの一般入賞口毎に一般入賞口用通路部材を設け、一般入賞口用通路部材のそれぞれを転
動する遊技球を集合させる集合通路部材を設け、一般入賞口に入球した遊技球の全てを集
合通路部材によりまとめ、当該まとめられた遊技球を導光板１０３１の排出領域１０３５
から排出するようにしてもよい。
【０２３１】
＜導光板構成＞
　導光板１０３１は、本実施形態では、前記裏箱１０５５の前面に、後述するベース１０
４１及び第二ホルダ１０４２をビス止めして着脱可能に取付固定されている。導光板１０
３１は、透光性を有するアクリルパネル部材の所定領域若しくは全領域に、所定の演出形
状（例えば所定のキャラクタ形状など）が表示可能なように加工（例えば反射ドット加工
）されており、所定位置に配設した発光手段１０３７からの光の導入（照射）によってそ
れぞれの所定の演出形状が発光表示可能である（図４８及び図５１乃至図６６参照）。
なお、図４８、図５１、図５５、図５７、図５９及び図６１にて、導光板１０３１から符
合１０３２，１０３４及び１０３６で示すボスが突出しているが、これらは後述する第三
の可動演出役物１３２１の第一の組合せ可動演出役物１３２３を、導光板１０３１の前面
側に取り付け固定するためのボスである。また、符合１０３０で示すボスは、後述する第
三の可動演出役物１３２１の第二の組合せ可動演出役物１３３５の一部を、導光板１０３
１の前面側に取り付け固定するためのボスである。詳細は後述する。なお、導光板１０３
１は、裏箱１０５５の前面側にスペーサを介在して取り付けるものであっても良い。また
、導光板１０３１は、遊技盤１の背面側に直接取り付けるか、あるいはスペーサなどを介
在して取り付けるものとしてもよく本発明の範囲内である。
【０２３２】
　導光板１０３１の具体的一例をあげると、例えば、導光板１０３１の前面（正面）側を
所定の領域毎に区分するとともに、その所定の領域毎に所定の画像を表現可能なように反
射ドット群（反射部）を形成して構成されている。
このように構成することによって、後述する発光手段１０３７との関係において、複数の
発光表示形態（例えば、後述する第三画像など）を遊技者に対して提供することが可能で
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ある。
例えば、ある領域の反射ドット群（反射部）では、上方からの光の照射により反射して所
定の演出形状が表示可能となるように構成し、また、別の領域の反射ドット群（反射部）
では、側方からの光の照射により反射して所定の演出形状が表示可能となるように構成す
るものとしている。
導光板の構成、全体形状や、発光表示される画像形態、発光表示領域などは、特に限定解
釈されるものではなく、本発明の範囲内で適宜他の周知の構成に設計変更可能である。な
お、反射部は、導光板の背面側に設けるものであってもよく本発明の範囲内である。
反射部は、特に限定解釈されるものではなく、導光板１０３１の端面に設けた後述するＬ
ＥＤ１０３７（１０３７ａ，１０３７ｂ，１０３７ｃ，１０３７ｄ，１０３７ｅ，１０３
７ｆなど）から入射した光を前面側（遊技者側）に反射する所定形状の反射ドットを所定
の配列をもって形成することにより所定の画像等を発光演出する。
例えば、導光板１０３１の上端面に備えた各ＬＥＤ１０３７ａ，１０３７ｂ，１０３７ｃ
から照射される光によって、導光板１０３１の前面側に所定の画像等を発光演出する場合
、特に図示は省略するが、導光板１０３１の前面の所定領域に、上端側から入光する光を
受け得るように、反射面を上方（各ＬＥＤ１０３７ａ，１０３７ｂ，１０３７ｃからの光
の照射方向）に向けるとともに前面側（遊技者側）に向けて傾斜するように凹設してなる
反射ドットを所定の配列でもって複数形成する。
なお、導光板１０３１の側方に備えた各ＬＥＤ１０３７ｄ，１０３７ｅ，１０３７ｆなど
から照射される光によって導光板１０３１の前面側に所定の画像等を発光演出する場合、
特に図示は省略するが、導光板１０３１の前面の所定領域に、側方から入光する光を受け
得るように、反射面を側方（各ＬＥＤ１０３７ｄ，１０３７ｅ，１０３７ｆからの光の照
射方向）に向けるとともに前面側（遊技者側）に向けて傾斜するように凹設してなる複数
の反射ドットを所定の配列でもって形成する。すなわち、それぞれのＬＥＤからの光を反
射し得る反射面を有している反射ドット群の配列によってそれぞれの方向からの光によっ
て所定の画像等が発光演出可能となる。なお、各反射ドットの構成は従来周知の構造を採
用するものであって、その反射ドットの配列によって種々の画像等が表現されるものであ
る。
また、導光板１０３１の背面側に反射ドットを凹設する物であってもよく本発明の範囲内
で設計変更可能である。
さらに、反射ドットの反射面（傾斜面）は、可能な限り平滑な面に形成するほうが乱反射
を防ぐことができ、発光画像演出を明瞭に提供することが可能となる。
【０２３３】
　発光手段１０３７は、本実施形態では、導光板１０３１の端面に光を入射させることが
可能なＬＥＤ基板に備えた複数個のＬＥＤ１０３８を想定している（以下、発光手段１０
３７をＬＥＤ１０３８として表現することもある）。
発光手段１０３７は、本発明の範囲内において適宜設計変更可能であって、所定領域に入
射する所定の光の色・発光時間・発光パターンなどによって導光板１０３１に施されてい
る反射部の所定の演出形状が発光表示可能である。
【０２３４】
　また、図５１で符合１０４５は、遊技者側からＬＥＤ基板１０３７を視認困難なように
遮蔽するために配設される装飾部材兼用基板カバーである。
【０２３５】
　本実施形態では、導光板１０３１の上端面１０３１ａに、図５１中、矢印Ａ１で示す水
平方向で、左側から、上側左基板１０３７ａ、上側中基板１０３７ｂ、上側右基板１０３
７ｃが取り付けられている。
これら上側左基板１０３７ａ、上側中基板１０３７ｂ、上側右基板１０３７ｃは、それぞ
れ複数のＬＥＤ１０３８を設けており、導光板１０３１の上側から下側に向けて所定の光
を照射可能なように構成している（図５１乃至図５３参照）。なお、図中、符合１０３９
は、それぞれの基板１０３７ａ，１０３７ｂを導光板１０３１に取り付けるためのカバー
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である。カバー１０３９は、各基板１０３７ａ，１０３７ｂに備えられているＬＥＤ１０
３８からの光が漏れないように光漏れ防止としても機能している。また、図中、符合１０
４１は、導光板１０３１を裏箱１０５５に取り付けるためのベースである。ベース１０４
１は、後述する入光部（入光レンズ部）１０４７を保持する機能を併せ持っている。
前記カバー１０３９とベース１０４１はそれぞれ基板１０３７ａ，１０３７ｂを挟持する
ように連結されている。
上側右基板１０３７ｃは、第一ホルダ１０４０によって導光板１０３１に取り付けられて
いる。第一ホルダ１０４０は、後述する入光部（入光レンズ部）１０４７を保持する機能
と、ＬＥＤ１０３８からの光が漏れないように光漏れ防止としても機能している。
【０２３６】
　また、本実施形態では、導光板１０３１の左端面１０３１ｂに、図５１中、矢印Ａ２で
示す鉛直方向で、上方から下方に向けて、左側上基板１０３７ｄ、左側中基板１０３７ｅ
、左側下基板１０３７ｆがそれぞれ取り付けられている。
これら左側上基板１０３７ｄ、左側中基板１０３７ｅ、左側下基板１０３７ｆは、それぞ
れ複数のＬＥＤ１０３８を設けており、導光板１０３１の左側から右側に向けてそれぞれ
のＬＥＤ１０３８から所定の光を照射可能なように構成している（図５１乃至図５３参照
）。また、左側上基板１０３７ｄ、左側中基板１０３７ｅにあっても、上述したカバー１
０３９とベース１０４１によって同様に挟持されて連結されている。
左側下基板１０３７ｆは、第一ホルダ１０４０によって導光板１０３１に取り付けられて
いる。第一ホルダ１０４０は、後述する入光部（入光レンズ部）１０４７を保持する機能
と、ＬＥＤ１０３８からの光が漏れないように光漏れ防止としても機能している。
なお、図５２及び図５３にて符合１０４２で示す部材は第二ホルダで、図５５、図５７、
図５９、図６１、図６４にて符合１０４６にて示す基板隠しを導光板１０３１に取り付け
るとともに、裏箱に連結するためのホルダである。
【０２３７】
　ここで具体的な発光演出表示の一例を説明する。
【０２３８】
　まず、上側左基板１０３７ａ、上側中基板１０３７ｂ、上側右基板１０３７ｃのいずれ
かのＬＥＤ１０３８を発光させることで所定の部分的な発光表示演出を行うことが可能な
点について説明する。
【０２３９】
　図５５は、上側左基板１０３７ａの一部のＬＥＤ１０３８（図５３にて符号Ｌ１で示す
領域のＬＥＤ１０３８　本実施形態ではこれを第一の発光手段と称する）のみを発光させ
ることにより、導光板１０３１の斜線で示した領域に所定の発光演出が施されることを示
している。
本実施形態にあっては、導光板１０３１の斜線で示した左側領域には、第一の可動演出役
物１１４３と同一形状の画像（特定画像）１１４３ａが、第一の可動演出役物１１４３の
配設位置と同一の位置に表示可能なように反射部（本実施形態ではこの領域の反射部を第
一の反射部と称する）が形成されている。
【０２４０】
　そして、例えば、遊技において所定条件が整い、後述する第一の可動演出役物１１４３
を可動させることとなったときに、第一の可動演出役物１１４３の可動が開始する以前に
、上側左基板１０３７ａの一部のＬＥＤ１０３８を発光（点滅・点灯）させる。
本実施形態の上側左基板１０３７ａには、鉛直方向で配設位置を変えたＬ１領域のＬＥＤ
１０３８と、Ｌ２領域のＬＥＤ１０３８がそれぞれ備えられている。すなわち、図５３に
示すようにＬ１で示す領域に備えられるＬＥＤ１０３８よりも鉛直方向で高い位置（本実
施形態では、上側中基板１０３７ｂのＬＥＤ１０３８と鉛直方向で同一の高さ位置）にＬ
２で示す領域のＬＥＤ１０３８が備えられている。なお、本実施形態では、図５３にてＬ
１で示す範囲にあるＬＥＤ１０３８のみ発光させている。
これにより、第一の可動演出役物１１４３が配設されている位置（図面の左側の領域）に
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対応する導光板１０３１の左側領域に設けた反射部によって、第一の可動演出役物１１４
３と同一形状の刃物画像（特定画像）１１４３ａが、前記導光板１０３１の左側領域にて
、第一の可動演出役物１１４３の上に重なり合うようにして発光（点滅・点灯）演出表示
される（図５６参照）。
このように、第一の可動演出役物１１４３と同一形状の画像１１４３ａが同一の位置にて
発光演出表示された後に、第一の可動演出役物１１４３が出現することで、第一の可動演
出役物１１４３が所定の位置まで可動する可能性を示唆する（出現するかしないかといっ
た、いわゆるあおり感）期待感が高まり興趣の向上となる。特に、高速で点滅させるよう
に設定することにより、さらに期待感を高めることができる。
【０２４１】
　図５７は、上側中基板１０３７ｂのＬＥＤ１０３８と、上述した上側左基板１０３７ａ
のＬ２領域のＬＥＤ１０３８の発光により、導光板１０３１の斜線で示した領域に所定の
発光演出が施されることを示している。本実施形態では、前記上側中基板１０３７ｂのＬ
ＥＤ１０３８と、前記上側左基板１０３７ａのＬ２領域のＬＥＤ１０３８を、第二の発光
手段と称する。
本実施形態にあっては、導光板１０３１の斜線で示した中央領域には、本件遊技機のキャ
ラクタの顔画像（前記特定画像１１４３ａとは異なる画像）が大きく表示可能なように反
射部（本実施形態ではこの領域の反射部を第二の反射部と称する）が形成されている。
そして、例えば、遊技において所定条件が整い、遊技者に有利な遊技状態に移行するよう
なこととなったときに、その移行前に、上側中基板１０３７ｂのＬＥＤ１０３８と、上述
した上側左基板１０３７ａのＬ２領域のＬＥＤ１０３８を発光（点滅・点灯）させる。
これにより、導光板１０３１の中央領域に設けた反射部によって、所定のキャラクタの顔
画像が、前記導光板１０３１の中央領域に発光（点滅・点灯）演出表示される（図５８参
照）。
このように、導光板１０３１の中央領域に所定のキャラクタの顔画像が大きく発光演出表
示された後に、所定の遊技状態に移行するものとしたことで、遊技状態の移行に関する遊
技者の期待感が高まり興趣の向上となる。またこの場合にあっても、特に、高速で点滅さ
せるように設定することにより、さらに期待感を高めることができる。なお、本実施形態
では、導光板１０３１によって上述のとおり演出表示をしているが、表示装置４によって
キャラクタの顔画像を表示し、導光板１０３１では、そのキャラクタの鉢巻画像を重ね合
わせるようにして発光表示するものとしてもよく本発明の範囲内である。
【０２４２】
　図５９及び図６０は、上側右基板１０３７ｃの各ＬＥＤ１０３８（本実施形態ではこれ
を第三の発光手段と称する）の発光により、導光板１０３１の斜線で示した領域に所定の
発光演出が施されることを示している。
本実施形態にあっては、導光板１０３１の斜線で示した右側領域には、後述する第一の発
光演出手段１０５７と第二の発光演出手段１１０５上に、所定の装飾画像が表示可能なよ
うに反射部（本実施形態ではこの領域の反射部を第三の反射部と称する）が形成されてい
る。例えば、本実施形態では、「ＷＡＲＮＩＮＧ」の文字を発光表示させているが、この
場合の装飾画像は文字であっても所定のキャラクタ画像であってもよい。また、第一の発
光演出手段１０５７と第二の発光演出手段１１０５の領域全域を覆うように所定の色で発
光するように構成していても良い。
【０２４３】
　また、例えば、左側上基板１０３７ｄ、左側中基板１０３７ｅ、左側下基板１０３７ｆ
の全て、あるいはいずれかの各ＬＥＤ１０３８を発光表示させることで所定の発光表示演
出を行うことができる。
【０２４４】
　図６１乃至図６３は、左側上基板１０３７ｄ、左側中基板１０３７ｅ、及び左側下基板
１０３７ｆの全ての各ＬＥＤ１０３８（本実施形態ではこれを第四の発光手段と称する）
を発光させることで、導光板１０３１の斜線で示した全領域に所定の発光演出が施される
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ことを示している。
本実施形態にあっては、導光板１０３１の斜線で示した全領域には、遊技盤の下方領域か
ら上方領域に向かって稲光のような画像が表示可能なように反射部（本実施形態ではこの
領域の反射部を第四の反射部と称する）が形成されている。
そして、例えば、遊技において所定条件が整い、後述する第二の可動演出役物１２１３が
出現位置（第二位置，他の位置ともいう）に移動して、第二の可動演出役物収納部１３１
３にあたかも突き刺さったような可動演出がなされた際に、左側下基板１０３７ｆの下の
ＬＥＤ１０３８から上のＬＥＤ１０３８へと発光（点滅・点灯）させ（図６３（ａ））、
続いて左側中基板１０３７ｅの下のＬＥＤ１０３８から上のＬＥＤ１０３８へと発光（点
滅・点灯）させ（図６３（ｂ））、続いて、左側上基板１０３７ｄの下のＬＥＤ１０３８
から上のＬＥＤ１０３８へと発光（点滅・点灯）させる（図６３（ｃ））。
これにより、導光板１０３１の全領域に設けた反射部によって、下方領域から上方領域に
わたって稲光のような画像が発光（点滅・点灯）演出表示される（図６２及び図６３参照
）。図６３（ａ）乃至（ｃ）は、下方領域から上方領域にわたって稲光のような発光画像
が順に広がっていく状態を示す。これは、左側下基板１０３７ｆ、左側中基板１０３７ｅ
、上側左基板１０３７ａの順にそれぞれの各ＬＥＤ１０３８が点灯することにより表現さ
れる。
また、左側下基板１０３７ｆ、左側中基板１０３７ｅ、上側左基板１０３７ａの各ＬＥＤ
１０３８が発光した状態（図６３（ｃ））となった後、左側下基板１０３７ｆの下のＬＥ
Ｄ１０３８から上のＬＥＤ１０３８へと順に消灯させ、続いて左側中基板１０３７ｅの下
のＬＥＤ１０３８から上のＬＥＤ１０３８へと順に消灯させ、続いて、上側左基板１０３
７ａの下のＬＥＤ１０３８から上のＬＥＤ１０３８へと順に消灯させることにより、発光
表示された画像が順に視認困難となるような演出を行なうようにしてもよい。
なお、左側下基板１０３７ｆ、左側中基板１０３７ｅ、左側上基板１０３７ｄの各ＬＥＤ
１０３８を同時に発光（点滅・点灯）させることも可能である。このように、第二の可動
演出役物１２１３の出現（可動演出）と、導光板１０３１の全領域による発光演出表示が
併せて提供されることによって、遊技者に対してサプライズ的な演出を行なうことができ
、興趣の向上が図れる。すなわち、第二の可動演出役物１２１３の一定の方向への大きな
出現アクションによる演出と、その出現方向とは反対の方向からの発光表示演出によって
、何か遊技にとって有利な展開への発展があるかとの期待感を遊技者に抱かせることが可
能である。
　なお、本実施形態では詳細な説明は省略しているが、始動入賞口１００９に遊技球が入
球して図示しないセンサにより遊技球が検出された場合、乱数値を抽出するようになって
いる。そして、抽出した乱数値に基づいて、図示しない図柄表示装置において図柄を所定
時間変動表示させてから所定の態様で停止表示させる。
図柄表示装置において停止表示される図柄の態様としては、抽出した乱数値が予め定めら
れた特定の乱数値である場合に停止表示される大当たり態様と、特定の乱数値でない場合
に停止表示されるハズレ態様がある。大当たり態様で停止表示されると、大入賞口１０１
１が開放状態となり、遊技球が入球し易くなる所謂大当たり遊技状態に移行するようにな
っている。そして、上述したような演出を図柄表示装置において図柄の変動表示中に実行
することが可能である。例えば、ハズレ態様で図柄が停止表示されるときには、図６３（
ａ）の状態まで発光表示される演出が８／１０の選択率、図６３（ｂ）の状態まで発光表
示される演出が２／１０の選択率、図６３（ｃ）の状態まで発光表示される演出が０／１
０の選択率とし、大当たり態様で図柄が停止表示されるときには、図６３（ａ）の状態ま
で発光表示される演出が１／１０の選択率、図６３（ｂ）の状態まで発光表示される演出
が４／１０の選択率、図６３（ｃ）の状態まで発光表示される演出が５／１０の選択率と
して、大当たり態様で停止表示される期待度が実行される演出毎に異なるようにしても良
い。
【０２４５】
　図６４及び図６５は、左側上基板１０３７ｄの各ＬＥＤ１０３８（本実施形態ではこれ
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を第五の発光手段と称する）を発光させることで、導光板１０３１の斜線で示した上側領
域に所定の発光（点滅・点灯）演出が施されることを示している。
本実施形態にあっては、導光板１０３１の斜線で示した上側領域には、所定の装飾画像（
所定のキャラクタ画像等）が表示可能なように反射部（本実施形態ではこの領域の反射部
を第五の反射部と称する）が形成されている。この場合の装飾画像は文字であっても他の
キャラクタ画像であってもよい。
また、図６６に示すセルシート１０４９上の画像（キャラクタの第一画像１０５１）と重
なり合って一つの画像（キャラクタが鉢巻を巻いている画像、図６６（ｃ）参照）を構成
する画像（例えば鉢巻の第一画像１０５１）を発光表示するべく導光板１０３１の所定位
置に所定の反射部を設けておき、この一つのキャラクタ画像を同時に発光演出表示するよ
うにしても良い。
このように、上側領域のみが発光演出表示されることにより、特殊な演出であると遊技者
に思わせることが可能で興趣の向上も図れる。
【０２４６】
　なお、上側左基板１０３７ａ、上側中基板１０３７ｂ、上側右基板１０３７ｃ及び左側
上基板１０３７ｄ、左側中基板１０３７ｅ、左側下基板１０３７ｆの各ＬＥＤ１０３８を
同時に発光させることで、導光板１０３１の全領域に所定の発光演出表示行うことも可能
である。これら全ての発光手段を発光させることにより全ての発光表示演出が一部では重
なり合いつつ派手な発光演出が行い得るため、未だかつてない発光演出効果による興趣の
向上が期待できる。
【０２４７】
　さらに、上側左基板１０３７ａ、上側中基板１０３７ｂ、上側右基板１０３７ｃ及び左
側上基板１０３７ｄ、左側中基板１０３７ｅ、及び左側下基板１０３７ｆのそれぞれの発
光手段を任意に組み合わせることで所定の発光表示演出を行うことも可能であり本発明の
範囲内である。
また、全てのＬＥＤを発光させて２層の発光表示や、左側上基板１０３７ａのＬＥＤを発
光表示することで、松明画像を発光表示し、鉢巻をしたセルのキャラクタが松明を有して
いるような演出表示を行うようにしてもよい。
【０２４８】
　本実施形態では、それぞれの各ＬＥＤ１０３８の近傍に入光部（入光レンズ部）１０４
７を備え、その入光部（入光レンズ部）１０４７を介して発光手段１０３７の各ＬＥＤ１
０３８からの光を導光板１０３１の各端面１０３１ａから確実に入射可能に構成している
（図５３及び図５４参照）。
入光部（入光レンズ部）１０４７の形状・配設箇所などは、発光手段１０３７の各ＬＥＤ
１０３８からの光を広がらせることなく導光板１０３１の各端面１０３１ａから確実に入
射可能な構成を有しているものであればよく、本発明の範囲内で設計変更可能であり、本
実施形態では、導光板１０３１のそれぞれの端面１０３１ａに配設されており、その上方
側や側方側に発光手段１０３７を並設させている。
【０２４９】
　排出領域１０３５は、前記複数の通過領域（一般入賞口１０１３）よりも少ない数で導
光板１０３１の下端に備えられており、本実施形態では、単一の排出領域（排出口）とし
ている（図５３参照）。
これにより、導光板１０３１に形成される排出領域（排出口）配設のための領域は一箇所
で済む。また、導光板１０３１において排出領域を確保するスペースが少なくてよいため
、導光板１０３１における発光表示領域を広く確保することができ大変有効利用が高い。
【０２５０】
＜セルシート構成＞
　セルシート１０４９は、導光板１０３１の背面側に設けられ、所定の画像が表示されて
いる（図６６参照）。
例えば本実施形態では、前記導光板１０３１の発光時に発光表示される画像（導光板に設
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けられている第二画像１０５３）上に、少なくとも一部が重なる位置において、前記第二
画像１０５３に対応する画像（第一画像１０５１）をセルシート１０４９に表示するもの
としている。
【０２５１】
　すなわち、例えば、本実施形態では、セルシート１０４９にはキャラクタの顔（第一画
像１０５１）が表示されており、前記導光板１０３１に備えた発光手段１０３７のＬＥＤ
１０３８の非発光時であってもこのキャラクタの顔（第一画像１０５１）が遊技者に視認
可能に表示されている。そして、導光板１０３１には、ＬＥＤ１０３８の発光時において
、キャラクタの顔（第一画像１０５１）に重なる位置に発光表示されるような鉢巻の画像
（第二画像１０５３）に対応する反射部を形成する。
これにより、前記導光板１０３１に備えた発光手段１０３７のＬＥＤ１０３８の非発光時
には、鉢巻（第二画像１０５３）のないキャラクタの顔（第一画像１０５１）だけが表示
され、発光手段１０３７の各ＬＥＤ１０３８の発光時には、鉢巻（第二画像１０５３）を
したキャラクタの顔（第一画像１０５１）が発光表示されることとなり、発光時と非発光
時とにおいて、異なる画像による演出表示を行うものとしている。
このように発光時と非発光時によって異なる画像が遊技者に対して発光表示されるため、
遊技者の興趣は向上する。
【０２５２】
＜裏箱構成＞
　裏箱１０５５は、遊技盤１と略同一の表面形状を有し、遊技盤１よりも奥行き方向で幅
広に形成された前後面をそれぞれ開口して開口部１０５５ｈを設けており、その箱内面側
には、開口部１０５５ｈを囲むようにして各種の役物が配設されている（図４４乃至図４
７参照）。例えば、本実施形態では、各種の発光演出手段と各種の可動演出役物を配設し
ている。また、本実施形態では、上述したとおり、裏箱１０５５の前面に、ベース１０４
１をビス止めして導光板１０３１を着脱可能に取付固定している。
【０２５３】
　特に本実施形態では、次の第一の発光演出手段１０５７と第二の発光演出手段１１０５
及び第三の発光演出手段１１１９、そして第一の可動演出役物１１４３と第二の可動演出
役物１２１３と第三の可動演出役物１３２１を備えたことに特徴を有している。
また、開口部１０５５ｈは、演出表示領域を広くとるため可能な限り最大限に広く確保す
ることが望ましいが遊技機の形態に応じて対処するようにする。
【０２５４】
＜第一の発光演出手段＞
　第一の発光演出手段１０５７は、光による演出表示を行う発光演出手段の一つであって
、本実施形態では裏箱１０５５の前面から見て、鉛直方向で略中央右端に配設されている
（図４４、図６７乃至図７０参照）。
なお、第一の発光演出手段１０５７は図示した本実施形態の形態・構成に限定解釈される
ものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である。
【０２５５】
　本実施形態の第一発光演出手段１０５７では、外装部材１０５９と、外装部材１０５９
の内面側に備えられるレンズ部材１０７１と、レンズ部材１０７１の内面側に備えられる
インナーレンズ部材１０７７と、レンズ部材１０７１とインナーレンズ部材１０７７との
間に介在されるシート部材１０９１と、インナーレンズ部材１０７７の内面側に備えられ
る環状のリフレクタ（反射部材）１０９３と、環状のリフレクタ（反射部材）１０９３の
内周側に前面側のＬＥＤ１０９９を配設して備えられるＬＥＤ基板１０９７で構成されて
いる（図６７参照）。
【０２５６】
　外装部材１０５９は非透過性材料で所定形状に形成されており、本実施形態では発光す
る光が通過可能な所定の切り欠き部を所定箇所に備えている。本実施形態では、前面１０
６１よりも大径状に形成された環状裾部１０６３を設け、前面１０６１と環状裾部１０６
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３との間を傾斜状の周面１０６５で一体に連結されてなる中空筒状に形成されている。
切り欠き部は、例えば外装部材１０５９の前面１０６１を、レンズ部材１０７１の前面レ
ンズ部１０７９が見える程度に大きく切り欠いた略円形状の正面切り欠き部（貫通孔）１
０６７と、外装部材１０５９の周面１０６５領域に、レンズ部材１０７１の側面レンズ部
の一部が見える程度に細長状に貫通して切り欠いた周面切り欠き部（スリット）１０６９
を複数個備えている（図６７、図６９及び図７０参照）。
従って、それぞれの切り欠き部１０６７，１０６９から所定の発光演出（色・発光パター
ンなど）が遊技者に対して提供される。
【０２５７】
　レンズ部材１０７１は、透過性を有する材料にて所定形状で所定の色に形成されており
、本実施形態では、前記外装部材１０５９よりも小さくて、外装部材１０５９の内面に嵌
合可能な外面形態を有している。本実施形態では、前面（平面部）１０７３の周縁部から
後方に向けて拡開した（突出した）筒状の突出部１０７５を備えてなる中空筒状に形成さ
れている（図６７、図６９及び図７０参照）。
【０２５８】
　インナーレンズ部材１０７７は、導光性を有するとともに、前記レンズ部材１０７１の
内面に嵌合可能な程度の形状に形成され、本実施形態では、前記レンズ部材１０７１より
も小さくて、レンズ部材１０７１の内面に嵌合可能な外面形態を有している。本実施形態
では、前面レンズ部１０７９よりも大径状に形成された環状裾部１０８１を設け、前面レ
ンズ部１０７９と環状裾部１０８１との間を傾斜状の周面１０８３で一体に連結されてな
る中空筒状に形成されている（図６７乃至図７０参照）。
また、本実施形態では、周面１０８３の所定領域に細長状に形成された切り欠き部（スリ
ット）１０８５を複数個備えている。
この切り欠き部（スリット）１０８５は、発光手段から照射された光を反射・拡散させて
効率よく切り欠き部（スリット）１０８５から外方に向けて発光させるために、切り欠き
部（スリット）１０８５の内面に所定の凹凸加工（ギザ加工）１０８７を施している。
また、インナーレンズ部材１０７７は、その前面レンズ部１０７９の内面側にも所定の凹
凸加工（ギザ加工）１０８９を施している。前面レンズ部１０７９の内面側の凹凸加工１
０８９は、発光手段から照射された光を反射・拡散させて効率よく前面レンズ部１０７９
に出射可能としている。
【０２５９】
　シート部材１０９１は、発光手段からの光を拡散させる薄肉シート部材であって、発光
手段の所定の色によって所定の文字や図柄などが発光表示されるものとしている（図６７
参照）。本実施形態では、赤色ＬＥＤの発光で所定の文字（第一の文字）が前面レンズ部
１０７９から発光表示され、青色ＬＥＤの発光で、前記第一の文字とは異なる所定の文字
（第二の文字）を発光表示するものとして、演出・装飾効果を向上させている。従って、
遊技の進行によって遊技者に対して見える表示を異ならせて遊技の興趣を向上させること
ができる。
【０２６０】
　リフレクタ（反射部材）１０９３は、所定形状に形成され、本実施形態では八角形状に
形成された所定の厚みを有する環状部材で、相対向する箇所に内方（内周側）に向けて半
円状に突出した突部（外周側から見ると半円状に窪んだ凹部）１０９５が形成されている
（図６７、図６９及び図７０参照）。
【０２６１】
　発光手段は、本実施形態では、ＬＥＤ基板（発光手段取付基板）１０９７の前面側に備
えたＬＥＤ１０９９と背面側に備えたＬＥＤ１１０１を想定している。ＬＥＤ基板（発光
手段取付基板）１０９７は、リフレクタ（反射部材）１０９３の背面側に配設され、ＬＥ
Ｄ基板１０９７の前面側は前記リフレクタ（反射部材）１０９３に当接するとともに、前
面側のＬＥＤ１０９９は、前記環状のリフレクタ（反射部材）１０９３の内側に入り込ん
だ状態になっている（図６７乃至図７０参照）。
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【０２６２】
　前面のＬＥＤ１０９９は側方発光で、そのＬＥＤ１０９９の外側方向にあるリフレクタ
（反射部材）１０９３と相対向する内側方向に向けて所定の光を照射し、照射された光は
、所定箇所、すなわち、インナーレンズ部材１０７７の内面側に設けられている所定の凹
凸加工（ギザ加工）１０８９などにあたって入光し、前面レンズ部１０７９の前面方向を
発光表示する（図中矢印は照射方向を示す。図７０参照）。
また、前面のＬＥＤ１０９９から照射される光が環状に構成されているリフレクタ（反射
部材）１０９３の所定位置に反射して拡散することも考えられるため、前面レンズ部１０
７９に向けて光が乱反射して拡散された状態でインナーレンズ部材１０７７の前面レンズ
部１０７９に入光して広がりを持って発光演出される。
【０２６３】
　さらに、本実施形態によれば、前面のＬＥＤ１０９９が、リフレクタ（反射部材）１０
９３の内側に配設される状態となっており、かつリフレクタ（反射部材）１０９３が前面
の全てのＬＥＤ１０９９…を囲んで配設されているため、前面のＬＥＤ１０９９から照射
される光がＬＥＤ基板１０９７の背面側に漏れ難くなっている。
【０２６４】
　背面側のＬＥＤ１１０１は前面側のＬＥＤ１０９９と同じく側方発光であるが、その発
光方向は前面側のＬＥＤ１０９９とは異なり外側方向に向いている（図６９及び図７０参
照）。
従って、側方から出射された光はインナーレンズ部材１０７７の内周面に向けて照射され
て導光性を有するインナーレンズ部材１０７７に導光されるが、反射する光もあり、反射
した光が切り欠き部（スリット）１０８５からレンズ部材１０７１の突出部（周面）１０
７５に向けて出射され、前記突出部１０７５に導光され、外装部材１０５９の周面切り欠
き部（スリット）１０６９を介して外方に導光する（図中矢印は照射方向を示す。図６５
参照）。このとき、インナーレンズ部材１０７７の切り欠き部１０８５の内面に施された
所定の凹凸加工（ギザ加工）１０８７によって照射された光は拡散される。
【０２６５】
　図６７中の符合１１０３は、第一の発光演出手段１０５７の外装部材１０５９の周囲に
配設される装飾部材で、この装飾部材１１０３に第一の発光演出手段１０５７を取付固定
するとともに、この装飾部材を裏箱１０５５の内面所定位置に取付固定する。
【０２６６】
　昨今の遊技機は、たくさんの発光演出手段と可動演出役物が、配設空間が制限されてい
る狭い遊技機内に配設されていることから、必要な発光スペースが得られない状況にある
ことが多い。例えば、本実施形態にあっては、後述する第二の可動演出役物１２１３を構
成する駆動手段（モータ）１２４５が近接して配設されている（図４６及び図６９参照）
。
本実施形態のように構成されることによって、たとえ上記のように駆動手段などによって
スペースの制限を受けているような場合であっても、前面からの発光演出と周面からの発
光演出により十分な発光演出効果が期待できる。
【０２６７】
＜第二の発光演出手段＞
　図７１は、第二の発光演出手段１１０５で、発光演出を行うとともに、回転作動による
可動演出をも行うことが可能である。
本実施形態の第二の発光演出手段１１０５では、裏箱１０５５の前面（遊技者側）から見
て、鉛直方向で前記第一の発光演出手段１０５７の下方に配設されている（図４２、図４
４乃至図４６参照）。なお、第二の発光演出手段１１０５は図示した本実施形態の形態・
構成に限定解釈されるものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である。
【０２６８】
　本実施形態の第二の発光演出手段１１０５では、所定形状に形成された外装部材１１０
７と、外装部材１１０７の内面側に備えられるレンズ部材１１１１と、レンズ部材１１１
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１の内面側に備えられるインナーレンズ部材１１１３と、裏箱１０５５に取り付け固定さ
れるベースカバー１１１４及びベース部１１１６と、前記ベース部１１１６の前面側に取
り付け固定され、前記インナーレンズ部材１１１３の背面側に位置し、発光手段としての
ＬＥＤ１１１７を備えているＬＥＤ基板１１１５と、前記ベースカバー１１１４とベース
部１１１６の間に配される駆動機構（中継ギア１１１０、伝達ギア１１１２）とで構成さ
れている。なお、駆動機構を構成する駆動手段（モータ）１１０８にあっては、回転軸を
ベースカバー１１１４の方向に突出させてベース部１１１６の前面下方に取り付け固定さ
れている。なお、図面では、説明上、中継ギア１１１０と伝達ギア１１１２をベース部１
１１６の前方に抜き出して表示している（図７１参照）。
【０２６９】
　外装部材１１０７は非透過性材料で短尺の円筒状に形成されており、本実施形態では発
光するＬＥＤ１１１７の光が通過可能な所定の切り欠き部１１０９を所定箇所に備えてい
る。
従って、それぞれの切り欠き部１１０９から所定の発光演出（色・発光パターンなど）が
遊技者に対して提供される。
また、背面（前面部内面）の所定箇所にはビス止め用のボス（前面側には非貫通）１１０
６が複数個所形成されている。
【０２７０】
　レンズ部材１１１１は、透過性を有する材料にて、前記外装部材１１０７よりも小さく
て、外装部材１１０７の内面に嵌合可能な短尺の円筒状に形成されている。
また、前面の所定箇所にはビス止め用の孔部（貫通孔）１１１１ａが複数個所形成されて
いる。
【０２７１】
　インナーレンズ部材１１１３は、透過性を有する材料にて、前記レンズ部材１１１１よ
りも小さくて、レンズ部材１１１１の内面に嵌合可能な短尺の円筒状に形成されている。
また、前面の略中心位置には、前記伝達ギア１１１２の回転軸１１１２ａが挿通して固定
可能な挿通孔（貫通孔）１１１３ａが形成され、所定箇所にはビス止め用の孔部１１１３
ｂが複数個所形成されている。
【０２７２】
　ＬＥＤ基板１１１５は、ベース部１１１６の前面側に所定箇所をビス止め固定して配設
されており、所定形状（円盤状）の基板の前面に所定数のＬＥＤ１１１７を所定位置に備
えている（図７１参照）。ＬＥＤ１１１７は前方発光で、前方に備えられるインナーレン
ズ部材１１１３に向けて発光する。
【０２７３】
　そして、外装部材１１０７内にレンズ部材１１１１とインナーレンズ部材１１１３を内
装するとともに、外装部材１１０７の背面側に設けられているビス止め用のボス１１０６
とに対して、レンズ部材１１１１のビス止め用の孔部１１１１ａと、インナーレンズ部材
１１１３のビス止め用の孔部１１１３ｂを重ね合わせてインナーレンズ部材１１１３の背
面側からビス止めして一体に備えられる。なお、この一体工程にあたっては、インナーレ
ンズ部材１１１３の挿通孔１１１３ａに、伝達ギア１１１２の回転軸１１１２ａの先端が
一体に取り付けられている。
従って、駆動手段（モータ）１１０８からの回転動作を受けた中継ギア１１１０がその回
転動作を伝達ギア１１１２に伝え、伝達ギア１１１２の回転動作によって、前記外装部材
１１０７とレンズ部材１１１１とインナーレンズ部材１１１３が一体に回転する。
このとき、遊技態様に応じて、ＬＥＤ基板１１１５のＬＥＤ１１１７からの所定の発光に
よる発光演出表示がなされる。この回転動作と発光演出表示は、本発明の範囲内において
任意に設計変更可能である。
【０２７４】
＜第三の発光演出手段＞
　図７２乃至図７５は第三の発光演出手段１１１９を示す。
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　図中１１１９は、裏箱１０５５の前方下端に配設される第三の発光演出手段で、インナ
ーレンズ部材１１２３に発光手段としてのＬＥＤ１１２５（第一の発光手段），１１２５
ａ（第二の発光手段），１１２５ｂ（第三の発光手段）からの光を照射することによって
光による演出表示を行う。
　本実施形態の第三の発光演出手段１１１９は、前方側（遊技者側）から見て、装飾部材
（装飾レンズ部材）１１２１と、装飾部材１１２１の内面側に備えられるインナーレンズ
部材（レンズ部材）１１２３と、インナーレンズ部材（レンズ部材）１１２３の内面側に
備えられるＬＥＤ１１２５，ＬＥＤ１１２５ａ，ＬＥＤ１１２５ｂと、発光手段のＬＥＤ
１１２５，ＬＥＤ１１２５ａ，ＬＥＤ１１２５ｂの背面側に配されるベース部１１２７で
構成されている。なお、図中１１２９は、本実施形態の第三の発光演出手段１１１９を構
成する他の装飾部材で、前記ＬＥＤ１１２５ｂ（第三の発光手段）によって発光演出表示
される。
第三の発光演出手段１１１９は、前記レンズ部材（インナーレンズ部材）１１２３とＬＥ
Ｄ１１２５（１１２５ａ，１１２５ｂ）による発光演出に特徴を有するためその点につい
て説明をする。
【０２７５】
　前記レンズ部材（インナーレンズ部材）１１２３は、第一の態様で加工された第一の発
光表示領域１１３１と、前記第一の発光表示領域１１３１に施された第一の態様とは異な
る第二の態様で加工された第二の発光表示領域１１３５とを有している。
【０２７６】
　具体的に説明すると、本実施形態では、前記第一の発光表示領域１１３１は、一方向か
ら他方向、本実施形態では横方向に伸びる前記第一の態様を表現するように、光を一方向
から他方向（横方向）に散らすことが可能な第一のレンズカット１１３３が前記第一の態
様に沿って施されている。
そして、前記第二の発光表示領域１１３５は、前記第一のレンズカット１１３３を施した
領域以外のレンズ部材１１２３の全部の領域に、光を３６０度に照射することが可能な第
二のレンズカット１１３７が多数施されている（図７３及び図７４参照）。
なお、第二の発光表示領域１１３５は、前記第一のレンズカット１１３７を施した領域以
外のレンズ部材１１２３の少なくとも一部の領域に第二のレンズカット１１３５が施され
ているものであってもよい。
【０２７７】
　そして、前記第一の発光表示領域１１３１の所定の複数個所に、ＬＥＤ１１２５が対応
付けられている（図７３では、対応するＬＥＤ１１２５位置を破線で示す）。そして、前
記第一のレンズカット１１３３に対応する前記複数のＬＥＤ１１２５を左右いずれかの方
向から順番に点灯することにより、前記第一の態様に沿った発光表示領域１１３１が順番
に発光表示される。
すなわち、図７４（ａ）乃至（ｅ）及び図７５（ａ）乃至（ｅ）に示すように、第一の発
光表示領域１１３１のＬＥＤ１１２５が順番に点灯することにより、段々と横方向に伸び
ていく第一の態様を発光表示（ロープ状の発光表示）することとができる。図７４（ａ）
乃至（ｅ）及び図７５（ａ）乃至（ｅ）にて、符合１１３２は、発光表示されている部分
を示す。なお、図７５では、第一の発光表示領域１１３１が装飾部材１１２１の前面側に
表示されているが、これは光が横方向に流れることを説明するために現しているに過ぎず
、実際には、装飾部材１１２１の前面から第一の発光表示領域１１３１は現れていない。
また、ＬＥＤ１１２５を左右いずれかの方向から順番に点灯・消灯を繰り返して行うこと
により、前記第一の態様に沿った発光表示領域１１３１に沿って光が流れるような発光表
示が提供される。
さらに、全てのＬＥＤ１１２５を同時に点灯・同時に消灯を交互に繰り返してロープ状の
全体を点滅させて発光表示することも可能である。
【０２７８】
　そして、前記第二の発光表示領域１１３５の所定の複数個所に、第二の発光手段のＬＥ
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Ｄ１１２５ａが対応付けられている。
前記ＬＥＤ１１２５ａを点灯することにより、前記第二の態様に沿った発光表示領域１１
３５が発光表示される（図７４参照）。すなわち、前記第二のレンズカット１１３７に対
応するＬＥＤ１１２５ａを発光させることにより、第一のレンズカット１１３３を施した
領域以外のレンズ部材１１２３が、例えば略円形状に発光表示するとした前記第二の態様
が発光表示され、装飾部材１１２１の全体が発光表示される。特に本実施形態によれば、
第一の態様に沿った発光表示領域１１３１の周囲にて、第一の発光表示領域１１３１の発
光演出とは異なる第二の態様に沿った発光表示領域１１３５の発光演出が提供されるため
、発光演出効果の向上となる。また、第三の発光手段のＬＥＤ１１２５ｂの発光によって
他の装飾部材１１２９も、第一の発光表示領域１１３１と第二の発光表示領域１１３５と
ともに、所定の発光演出を行い、発光演出効果を高めている。
なお、前記第一の発光表示領域１１３１に対応させた第一の発光手段のＬＥＤ１１２５が
発光表示しているときに、第二の発光表示領域１１３５の第二の発光手段のＬＥＤ１１２
５を点灯させもよい。
なお、装飾部材１１２１は設けずに、インナーレンズ部材１１２３自体を視認容易に設け
る構成であってもよく、本発明の範囲内である。
【０２７９】
＜第一の可動演出役物＞
　図７６乃至図８２に第一の可動演出役物（第一演出手段ともいう）１１４３の一例を示
す。
　第一の可動演出役物１１４３は、回動及び伸縮移動（前進動作及び後退動作）可能な役
物であって、次の構成からなる。
【０２８０】
　第一の可動演出役物１１４３は、第一位置（視認困難な初期位置）１１４５から第二位
置（視認容易な出現位置）１１４７へと移動（回動及び伸縮）可能であって（図４５参照
）、非透過性材にて形成された外装部材１１５３と、外装部材１１５３を可動（回転・伸
縮）させるための駆動手段（モータ）１１５９と、駆動手段１１５９からの動作を伝達し
て、外装部材１１５３を可動させる伝達機構１１６３と、前記伝達機構１１６３とともに
外装部材１１５３を可動させるスライドシャフト部材１１６７と、外装部材１１５３の背
面側に配され、伝達機構１１６３の一部が収容される表装飾部材１１４９と、表装飾部材
１１４９の背面側をカバーする裏カバー部材１１９９と、裏カバー部材１１９９の背面側
に配される裏装飾部材１１５１を備えて構成されている（図７８参照）。
裏装飾部材１１５１は、裏箱１０５５の所定位置に取り付け固定されるが、表装飾部材１
１４９は、裏装飾部材１１５１に対して回動可能に取り付けられている第一の部材１１４
９ａと、裏装飾部材１１５１に対して固定されて取り付けられている第二の部材１１４９
ｂの二部材で構成されている。
【０２８１】
　本実施形態では、第一の可動演出役物１１４３は、裏箱１０５５の内面左側（図４５及
び図７６において向かって左側）にて、初期位置１１４５で鉛直方向に起立している状態
に配設されており、その位置から遊技領域方向に時計回りに回動して出現位置１１４７へ
と移るように構成されている。なお、本実施形態では、この第一の可動演出役物１１４３
が、初期位置１１４５において遊技盤１の盤面の裏側に位置して遊技者側から視認困難に
配設されている（図４２参照）。
【０２８２】
　外装部材１１５３は、例えば本実施形態では、刃物の正面形態を有しているものとして
おり、非透過性材にて形成された表部材１１５５と裏部材１１５７で構成されている（図
７８及び図７９参照）。
【０２８３】
　駆動手段（モータ）１１５９は、裏装飾部材１１５１の背面側の下方領域に固定して配
設されており、回転軸を裏装飾部材１１５１の前面側に突出させるとともに、前記前面側
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にてモータギア１１６１を取り付けている。モータギア１１６１は、駆動手段（モータ）
１１５９の正逆回転動作に応じて正逆回転可能に構成されている（図７８及び図７９参照
）。
【０２８４】
　伝達機構１１６３は、第一のギア１１７７と、第二のギア１１８３と、第三のギア１１
８５と、変換機構１１９３と、スライドシャフト部材１１６７を含んで構成されている（
図７８乃至図８２参照）。
スライドシャフト部材１１６７は、軸受部分１１６９を、表装飾部材１１４９の背面側に
取り付け固定するとともに、スライドシャフト１１７１の前後端１１７３，１１７５をそ
れぞれ外装部材１１５３の裏部材１１５７の背面側に取付固定することによって、前記軸
受部分１１６９に摺動可能に保持されたスライドシャフト１１７１が上下動することによ
り、表装飾部材１１４９に対して外装部材１１５３がスライド移動（伸縮移動）自在に備
えられる（図７８乃至図８０参照）。
【０２８５】
　第一のギア（スライド中継大ギア）１１７７は、前記モータギア１１６１よりも大径で
あって、外周面の周方向の一部にギア歯を有さない領域１１７９を備え、前記駆動手段１
１６１のモータギア１１６１と噛み合って、駆動手段１１５９からの回動動作を受けて正
逆方向に回転動作可能に構成されている。すなわち、第一のギア１１７７は、いわゆる欠
歯ギアを採用し、前記モータギア１１６１は、第一のギア１１７７の周方向全域にわたっ
てギア歯を有する領域１１８１に噛み合って配設されている（図７８、図７９、図８１及
び図８２参照）。
第一のギア１１７７は、裏装飾部材１１５１の前面側に突設されている軸部材１１５２に
回動可能に軸支されて配設されている。
【０２８６】
　第二のギア（スライド大ギア）１１８３は、前記第一のギア１１７７よりも小径であっ
て、前記第一のギア１１７７の周方向全域にわたってギア歯を有する領域１１８１に噛み
合って正逆方向に回転動作可能に配設されている。
例えば、本実施形態によると、後述する第三のギア（欠歯ギア）１１８５の周面一側に突
出する環状の嵌合筒部１１８５ｂが、第二のギア１１８３の内面に摺動可能に嵌合して備
えられ、第三のギア１１８５とともに前記表装飾部材１１４９の背面側に配設されている
（図７８、図７９、図８１及び図８２参照）。
【０２８７】
　第三のギア（欠歯ギア）１１８５は、前記第一のギア１１７７よりも小径であって、か
つ第二のギア１１８３と略同一径に形成されており、前記第一のギア１１７７のギア歯と
噛み合うギア歯を有する領域１１８７と、前記第一のギア１１７７のギア歯を有さない領
域１１７９と対応したギア歯を有さない領域１１８９とが、外周面の周方向に備えられて
いるいわゆる欠歯ギアが採用されている。
【０２８８】
　ギア歯を有さない領域１１８９には、突部を備えており、前記突部の先端面１１９１が
第一のギア１１７７のギア歯を有さない周面領域１１７９に接触するように構成されてい
る（図７８、図７９、図８１及び図８２参照）。すなわち、本実施形態では、突部の先端
面１１９１の高さがギア歯を有する領域１１８７のギア歯の先端の高さと同一の高さに設
定されている。なお、ギア歯を有する領域１１８７のギア歯が、前記第一のギア１１７７
のギア歯と噛み合い、回転動作を伝達可能であれば前記先端面１１９１の高さと異なって
いても良く特に限定されない。
【０２８９】
　第三のギア１１８５は、周面一側に突出する環状の嵌合筒部１１８５ｂが、第二のギア
１１８３の内面に摺動可能に取り付けるとともに、前記嵌合筒部１１８５ｂが設けられて
いる側の一面に突設した複数個の突部１１８５ａを、表装飾部材１１４９の第一の部材１
１４９ａに備えた凹部（図示省略）に嵌合させて第一の部材１１４９ａとともに回動作動
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（供回り）するものとしている。また、第三のギア１１８５の板中心には軸孔１１８５ｃ
が設けられており、この軸孔１１８５ｃには前記第一の部材１１４９ａに備えた軸部材１
１５０が挿通されている（図７８、図７９参照）
【０２９０】
　なお、前記第二のギア１１８３は、第三のギア１１８５の嵌合筒部１１８５ｂに摺動可
能に取り付けるだけであるため、第一の部材１１４９ａと供回りするものではない。
前記第二のギア１１８３と同様に前記表装飾部材１１４９の背面側に突設されている軸部
材１１５０に回動可能に軸支されて配設されている。
【０２９１】
　変換機構１１９３は、前記第二のギア１１８３の正逆方向の回転動作を直進動作に変換
して前記可動演出役物１１４３を進退動作させることが可能な構成を有しており、前記第
二のギア１１８３と噛み合う最下端のギア１１９５ａから最上端のギア１１９５ｇまで順
次噛み合って配設されている多数のギア群（スライド中継ギア群ともいい、本実施形態で
は、７個のギア１１９５ａ，１１９５ｂ，１１９５ｃ，１１９５ｄ，１１９５ｅ，１１９
５ｆ，１１９５ｇで構成されている）と、ギア群の最上端のギア１１９５ｇと横並びで形
成されて同期するピニオンギア１１９７と、該ピニオンギア１１９７が噛み合うラック部
材（スライドラック）１２０１とで構成されている（図７８及び図７９参照）。
【０２９２】
　図面においてギア群（１１９５ａ，１１９５ｂ，１１９５ｃ，１１９５ｄ，１１９５ｅ
，１１９５ｆ，１１９５ｇ）は、見やすいように浮いている状態で開示されているが、実
際には前記表装飾部材１１４９の第一の部材１１４９ａの背面側に突設されている軸部材
にそれぞれのギア（１１９５ａ，１１９５ｂ，１１９５ｃ，１１９５ｄ，１１９５ｅ，１
１９５ｆ，１１９５ｇ）が回動可能に備えられている。
また、ラック部材１２０１は、前記外装部材１１５３の裏部材１１５７の背面に取付固定
されている。なお、前記ピニオンギア１１９７は、図面では説明上最上端のギア１１９５
ｇと並設して開示されているが、外装部材１１５３の裏部材１１５７に固定されているラ
ック部材１２０１と噛み合う必要があることから、実際には前記第一の部材１１４９ａの
スライド溝１１４９ｃを介して前面側に位置している。
【０２９３】
　ここで、第一の可動演出役物１１４３の動作について簡単に説明する。
　第一の可動演出役物１１４３は、前記第二のギア１１８３のギア歯を有する領域１１８
１と第三のギア１１８５のギア歯を有する領域１１８７が、第一のギア１１７７のギア歯
を有する領域１１８１にそれぞれ噛み合って配設され、図４２、図４４乃至図４６で示す
ように遊技機の正面側から見て遊技盤１の左裏側にて、鉛直方向に外装部材１１５３の刃
物形状が位置するように配設されている。この状態が第一の可動演出役物１１４３におけ
る初期位置１１４５である。
【０２９４】
　そして、前記第一のギア１１７７のギア歯に、前記第三のギア１１８５のギア歯が噛み
合って、前記駆動手段１１５９の正転方向の回動動作が前記第三のギア１１８５に伝達さ
れることによって第一の可動演出役物１１４３（外装部材１１５３と表装飾部材１１４９
）が、前記初期位置１１４５から遊技盤１の遊技領域の中央方向に向けて回動動作して、
遊技者から視認容易に突出する（図４５、図７６及び図７７参照）。このように遊技盤１
の遊技領域に向けて回動させて突出した状態が第一の可動演出役物１１４３における出現
位置１１４７である。
図７７では、第一の可動演出役物１１４３の可動状態を実線で示すとともに、伸びた状態
（斜め上方に向けて前進した状態）を仮想線で示す。なお、第一の可動演出役物１１４３
が回動して遊技領域方向に突出した状態（実線で示す状態）も、さらに伸びた状態（仮想
線で示す状態）も、遊技者から見て視認容易な状態であるため、いずれも出現位置１１４
７である。
【０２９５】
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　第三のギア１１８５と同時に前記第一のギア１１７７のギア歯に噛み合って正転方向に
回動する第二のギア１１８３は、前記駆動手段１１５９の正転方向の回動動作を前記変換
機構１１９３へと伝達し、ラック部材１２０１に噛み合っているピニオンギア１１９７が
、ラック部材１２０１と一体に構成されている外装部材１１５３を伸ばす方向に動作させ
る。そして、前記第一のギア１１７７のギア歯を有さない領域１１８１に前記第三のギア
１１８５のギア歯を有さない領域１１８９が対向した際に、前記第三のギア１１８５はギ
ア歯を有さない領域１１８９（突起先端面１１９１）が、前記第一のギア１１７７のギア
歯を有さない領域１１８１上を接触しつつ移動するため、前記第一の可動演出役物１１４
３（外装部材１１５３）を出現位置１１４７にて維持するとともに、前記第二のギア１１
８３から伝達された回動動作が変換機構１１９３によって直進動作に変換されて前記第一
の可動演出役物１１４３が伸ばす方向に動作する。
　そして、一定時間出現位置に停止した後、駆動手段１１５９を逆回転させてモータギア
１１６１、第二のギア１１８３、第三のギア１１８５、そして変換機構１１９３を構成す
るギア群１１９５ａ…、ピニオンギア１１９７及びラック部材１２０１に逆回転の動作を
伝達して第一の可動演出役物１１４３を縮める方向に動作させるとともに、初期位置１１
４５へと戻すように回動動作させる。
【０２９６】
　また、本実施形態では、裏カバー部材１１９９の背面側に一体に突設した係止突起１２
０３を、裏装飾部材１１５１に設けられた湾曲状のスライド長溝１２０５を介して裏装飾
部材１１５１の背面側に突設させるとともに、その突設された係止突起１２０３に、一端
を裏装飾部材の背面側に係止させて備えた所定のバネ部材１２０７の他端を係止させて、
常に外装部材１１５３と表装飾部材１１４９が初期位置に戻るように付勢される構成を採
用している（図８０参照）。
なお、第一の可動演出役物１１４３は、駆動手段１１５９と伝達機構１１６３とによって
初期位置１１４５と出現位置１１４７との間を回動作動させるものであって、バネ部材１
２０７は、あくまでも出現位置１１４７から初期位置１１４５へと戻す回動動作を補助す
るために機能する程度のバネ力を有するものとしている。
【０２９７】
　さらに本実施形態では、前記裏装飾部材１１５１の前面側にフォトセンサ１２０９を備
えており、前記裏カバー部材１１９９の背面側に突設した突片（図示省略）を検出して第
一の可動演出役物１１４３の初期位置１１４５と出現位置１１４７を認識可能に構成して
いる。例えば、フォトセンサ１２０９によって突片（図示省略）を検出しているときは初
期位置１１４５にあることを認識し、回動動作をしてフォトセンサ１２０９から突片（図
示省略）が外れて検出されなくなったときには出現位置１１４７にあることを認識し、こ
の出現位置１１４７にあることを認識してから所定時間経過後に駆動手段１１５９を逆回
転させるべく信号をサブ制御基板に送るようにする。
【０２９８】
　ここで、本実施形態における第一の可動演出役物１１４３の発光演出表示形態について
説明する。
　本実施形態における第一の可動演出役物１１４３は、第一の可動演出役物１１４３が可
動を開始する以前に、前記導光板１０３１の所定位置に配設した一部のＬＥＤ１０３８を
発光させて所定の発光表示（特定画像を発光表示）をすることにより、第一の可動演出役
物１１４３が所定の位置まで可動する可能性があることを報知することとしている。これ
により、可動（出現）するかもしれないといった期待感を遊技者に対して与えることがで
きる。
例えば、前記段落０２４０にて説明したとおり、遊技において所定条件が整い、第一の可
動演出役物１１４３を可動させることとなったときに、第一の可動演出役物１１４３の可
動が開始する以前に、上側左基板１０３７ａの一部のＬＥＤ１０３８を発光（点滅・点灯
）させる。これにより、第一の可動演出役物１１４３が配設されている位置（図５５の左
側の斜線で示す領域）に対応する導光板１０３１の左側領域に設けた反射部によって、第
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一の可動演出役物１１４３と同一形状の刃物画像１１４３ａが、前記導光板１０３１の左
側領域に発光（点滅・点灯）演出表示される（図５６参照）ため、第一の可動演出役物１
１４３が所定の位置まで可動する可能性があることを報知することとしている。これによ
り、可動（出現）するかもしれないといった期待感を遊技者に対して与えることができる
。
なお、上側左基板１０３７ａの一部のＬＥＤ１０３８の発光（点滅・点灯）時に第一の可
動演出役物１１４３を小刻みに左右方向に役物移動させる態様を採用することも可能であ
る。
本実施形態では、導光板１０３１の発光表示後において、第一の可動演出役物１１４３が
所定の位置まで移動したり、所定の位置まで移動しなかったりするが、必ず所定の位置ま
で移動するようにしたり必ず移動しないようにしたりすることも可能である。
【０２９９】
　また、第一の可動演出役物１１４３が前記第一位置（初期位置）１１４５から前記第二
位置（出現位置）１１４７まで可動することに関連させて（連動させて）、前記導光板１
０３１の所定位置に配設したＬＥＤ１０３８を発光させて、第一の反射部を介して導光板
１０３１に所定の画像（第三画像又は一の画像ともいう）を発光表示することも可能であ
る。例えば、第一の可動演出役物１１４３が第二位置（出現位置）１１４７に可動したと
きに、導光板１０３１の所定のＬＥＤ基板１０３７（例えば、上側中基板１０３７ｂ）の
ＬＥＤ１０３８を発光させて、導光板１０３１の所定領域に設けた所定の反射部（第一の
反射部）によって、あたかも第一の可動演出部材１１４３から光が発射されたような発光
演出（第三画像又は一の画像）を施すことも可能である（図７６参照）。第一の可動演出
部材１１４３から発射される光を発光演出するには、セルシート１０５１に設けた第一画
像と、導光板１０３１に設けた第二画像の組み合わせによって発光演出することも可能で
ある。
第一の可動演出役物１１４３が可動を開始する前に報知する発光表示画像や、可動したこ
とに基づいて表示される発光表示画像は特に限定されず本発明の範囲内で設計変更可能で
ある。
【０３００】
＜第二の可動演出役物＞
　図８３乃至図８９に第二の可動演出役物１２１３の一例を示す。
　第二の可動演出役物１２１３は、一方向（視認困難な初期位置、以下、この位置を第一
位置とも言う）１２１７から他方向（視認容易な出現位置、以下、この位置を第二位置と
も言う）１２１９に向けて移動可能に構成されており（図４５、図４６、図８８及び図８
９参照）、次の構成からなる。
【０３０１】
　第二の可動演出役物１２１３は、第一の可動演出役物１１４３とは異なって、第二の可
動演出役物１２１３を回動動作させる第一の駆動手段（第一のモータ）１２４５と、第二
の可動演出役物１２１３を伸縮動作させる第二の駆動手段（第二のモータ）１２１５を別
個に備えている（図８４乃至図８７参照）。
【０３０２】
　第二の可動演出役物１２１３は、第一位置（視認困難な初期位置）１２１７から第二位
置（視認容易な出現位置）１２１９へと移動（回動及び伸縮）可能であって、外装部材１
２２７と、外装部材１２２７を可動（回動動作）させるための第一の駆動手段（第一のモ
ータ）１２４５と、第一の駆動手段１２４５からの動作を伝達して、外装部材１２２７を
可動（回動動作）させる第一の伝達機構１２４９と、外装部材１２２７を可動（伸縮動作
）させるための第二の駆動手段（第二のモータ）１２１５と、第二の駆動手段１２１５か
らの動作を伝達して外装部材を可動（伸縮動作）させる第二の伝達機構１２７９と、前記
第二の伝達機構１２７９とともに外装部材１２２７を可動（伸縮動作）させるスライドシ
ャフト部材１２３７と、外装部材１２２７の背面側に配される表装飾部材（ハンドル意匠
）１２２３と裏装飾部材（ベース）１２２５を備えて構成されている（図８６参照）。裏
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装飾部材１２２５は裏箱１０５５の所定位置に取り付け固定されるが、表装飾部材１２２
３は、裏装飾部材１２２５に対して回動可能に取り付けられている（図４６参照）。
【０３０３】
　本実施形態では、第二の可動演出役物１２１３は、裏箱１０５５の内面上側（図４５及
び図４６において向かって上側）にて、初期位置１２１７で水平状態に配設されており、
その位置から遊技領域方向に反時計回りに回動して出現位置１２１９へと移るように構成
されている（図４５及び図８８参照）。
また、本実施形態では、この第二の可動演出役物１２１３は、後述する第三の可動演出役
物（他の可動演出役物）１３２１の背面側に備えられており、第三の可動演出役物１３２
１が可動した後に、前記第二の可動演出役物１２１３が一方向から他方向に向けて可動す
ることが可能に構成されている（図４５及び図８８参照）。
本実施形態では、第三の可動演出役物１３２１が可動した後に、前記第二の可動演出役物
１２１３が一方向から他方向に向けて可動する構成を持って説明するが、本発明は、第三
の可動演出役物１３２１の可動に関連させて、前記第二の可動演出役物１２１３が可動す
る構成を有するものであればよく、第二の可動演出役物１２１３の可動のタイミングは、
第三の可動演出役物１３２１の可動に関連して可動するものであれば全て本発明の範囲内
であり、適宜設計変更可能である。
　また、第二の可動演出役物１２１３は、本実施形態では、導光板１０３１の背面側に配
設されているが、導光板１０３１の前面側に配設されるものであってもよい。
【０３０４】
　外装部材１２２７は、例えば本実施形態では、第一の可動演出役物１１４３の外装部材
１１５３よりも大型の刃物の正面形態を有しているものとしており、非透過性材にて形成
された表部材１２２９と、表部材１２２９の背面側に配され、透過性材にて形成されたレ
ンズ部材１２３１と、レンズ部材１２３１の背面側に配されたＬＥＤ基板１２３３と、Ｌ
ＥＤ基板１２３３の背面側に配され、非透過性材にて形成された裏部材１２３５で構成さ
れている（図８６参照）。
本実施形態によればこのように構成されているため、例えば、前記ＬＥＤ基板１２３３か
らの所定の発光により、レンズ部材１２１３を介して外装部材１２２７に所定の発光演出
がなされる。
なお、本実施形態では、前記裏部材１２３５を、裏下方部材１２３５ａと、裏上方部材１
２３５ｂの二部材で構成されているものとしている。
【０３０５】
　そして、前記裏上方部材１２３５ｂには、後述するスライドシャフト部材１２３７の端
部１２３９が一体に取り付けられるとともに、裏下方部材１２３５ａには、後述する第二
の伝達機構１２７９のピニオンギア１２９７が噛み合うラック部１２９９が一体に形成さ
れている（図８４乃至図８７参照）。
【０３０６】
　第一の駆動手段（第一のモータ）１２４５は、裏装飾部材１２２５の前面側の下方領域
に固定して配設されており、回転軸を裏装飾部材１２２５の前面側に向けて突出させると
ともに、その先端に第一のモータギア１２４７を取り付けている。第一のモータギア１２
４７は、第一の駆動手段（第一のモータ）１２４５の正逆回転動作に応じて正逆回転可能
に構成されている（図８４乃至図８７参照）。
【０３０７】
　第一の伝達機構１２４９は、第一のギア１２５１と第二のギア１２５３を含んで構成さ
れている（図８４乃至図８７参照）。
【０３０８】
　第一のギア（回転中継ギア）１２５１は、前記第一のモータギア１２４７と略同径であ
って、裏装飾部材１２２５の前面側に取付固定される部材１２５２の背面側に回動可能に
軸支されている。そして、前記第一のモータギア１２４７と噛み合って、第一の駆動手段
１２４５からの回動動作を受けて正逆方向に回転動作可能に構成されている。
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【０３０９】
　第二のギア（駆動アームギア）１２５３は、一端側にギア歯１２５５を備え、該ギア歯
１２５５から一体に設けられた細長板部１２５７の他端側１２５９に備えた突部（図示省
略）を、後述するモータベース部材１２６１の背面に設けたスリット１２６３内に摺動可
能に連結している。
【０３１０】
　本実施形態は、第二のギア１２５３の他端側１２５９が、前記スリット１２６３の最下
端１２６５に位置しており、この状態で外装部材１２２７（第一の可動演出役物１１４３
）の初期位置１２１７となっている。そして、この状態から第二のギア１２５３が回転動
作をすると、細長板部１２５７（他端側１２５９）がスリット１２６３の最下端１２６５
から上端１２６７方向へと摺動移動する。
【０３１１】
　これにより、前記他端側１２５９で押さえていた力が解放されるため、モータベース部
材１２６１を含め、モータベース部材１２６１と一体に構成されている第二の駆動手段１
２１５（図８４参照）、第二の伝達機構１２７９及び外装部材１２２７、表装飾部材１２
２３がともに自重によって外装部材１２２７の先端側を下方に向けるようにして回転動作
する。すなわち、モータベース部材１２６１を含め、モータベース部材１２６１と一体に
構成されている第二の駆動手段１２１５、第二の伝達機構１２７９及び外装部材１２２７
、表装飾部材１２２３は、常に自重で落下（回転動作）するように構成されており、前記
第二のギア１２５３の他端側１２５９による押さえと、図示しない補助スプリングの引き
上げ力によって初期位置１２１７を維持する構成を採用している。補助スプリングは、前
記第二のギア１２５３の押さえが解除されたときの自重による回転動作を阻害しない程度
のバネ力としている。
【０３１２】
　第二の駆動手段（第二のモータ）１２１５は、後述する第二の伝達機構１２７９を備え
る裏カバー部材１２７３と一体に取り付けたモータベース部材１２６１に収容され、回転
軸を表装飾部材１２２３の背面側に向けて突出させるとともに、その先端に第二のモータ
ギア１２７７を取り付けている（図８４乃至図８７参照）。
第二のモータギア１２７７は、第二の駆動手段（第二のモータ）１２１５の正逆回転動作
に応じて正逆回転可能に構成されている。
【０３１３】
　第二の伝達機構１２７９は、第三のギア１２８１と、第四のギア１２８３と、第五のギ
ア１２８５と、変換機構（第二の変換機構）１２８７と、スライドシャフト部材１２３７
を含んで構成されている。スライドシャフト部材１２３７は、軸受部分１２９１を表装飾
部材１２２３に取り付け固定するとともに、スライドシャフト部材１２３７の前後の端部
１２３９，１２３９をそれぞれ外装部材１２２７を構成する裏部材１２３５の裏上方部材
１２３５ｂに取付固定することによって、表装飾部材１２２３に対して外装部材１２２７
がスライド移動（伸縮移動）自在に備えられる。
なお、図中符合１２８０で示す部材は、外装部材１２２７がスライド移動する際の押さえ
（ガイド）となる部材であって、上面がギアベース１２７３の下面と摺接する位置に裏部
材１２３５の裏下方部材１２３５ａに一体に配設されている（図８４及び図８５参照。）
。
【０３１４】
　第三のギア（スライド中継小ギア）１２８１は、前記第二のモータギア１２７７よりも
小径であって、前記第二駆動手段１２１５のモータギア１２７７と噛み合って、第二の駆
動手段１２１５からの回動動作を受けて正逆方向に回転動作可能に構成されている。
【０３１５】
　第四のギア（スライド中継小ギア）１２８３は、前記第三のギア１２８１と同一径でか
つ前記第三のギア１２８１と軸を介して一体に形成されて同期するギアであって、前記第
二の駆動手段１２１５の回動動作を受けて正逆回転可能に構成されている。
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【０３１６】
　第五のギア（スライド大ギア）１２８５は、前記第一のギア１２５１乃至第四のギア１
２８３よりも大径であって、前記第四のギア１２８３と噛み合って、前記第二の駆動手段
１２１５の回動動作を受けて正逆回転可能に構成されている。
【０３１７】
　第二の変換機構１２８７は、前記第五のギア１２８５の正逆方向の回転動作を直進動作
に変換して前記第二の可動演出役物１２１３を進退動作させることが可能な構成を有して
おり、前記第五のギア１２８５と噛み合う直近のギアから先端のギアまで順次噛み合って
配設されている多数のギア群（スライド中継ギア群ともいい、本実施形態では、７個のギ
ア１２９５ａ，１２９５ｂ，１２９５ｃ，１２９５ｄ，１２９５ｅ，１２９５ｆ，１２９
５ｇで構成されている）と、ギア群の先端のギア１２９５ｇと横並びで一体に形成されて
同期するピニオンギア１２９７と、該ピニオンギア１２９７が噛み合うラック部（スライ
ドラック）１２９９とで構成されている。
ギア群は、前記表装飾部材１２２３の背面側に、それぞれのギア１２９５ａ，１２９５ｂ
，１２９５ｃ，１２９５ｄ，１２９５ｅ，１２９５ｆ，１２９５ｇが回動可能に備えられ
ている。
また、ラック部１２９９は、上述したとおり、前記外装部材１２２７の裏部材１２３５に
直接形成されている。
【０３１８】
　ここで、第二の可動演出役物１２１３の動作について簡単に説明する。
　まず、第二の可動演出役物１２１３は、初期位置１２１７において裏箱１０５５内面の
上方に配されている（図４５及び図４６参照）。
このとき、第二のギア１２５３の他端側１２５９が、前記スリット１２６３の最下端１２
６５に位置しており、この状態で外装部材１２２７（第一の可動演出役物１１４３）の初
期位置１２１７となっている（図８３、図８４、図８６及び図８７参照）。
【０３１９】
　そして、第一の駆動手段（第一のモータ）１２４５が回動動作を開始すると、そのモー
タギア１２４７の回動動作が第一のギア１２５１を介して第二のギア１２５３に伝達され
、第二のギア１２５３が回動動作をすると、細長板部１２５７（他端側１２５９）がスリ
ット１２６３の最下端１２６５から上端１２６７方向へと摺動移動する。これにより、前
記他端側１２５９で押さえていた力が解放されるため、モータベース部材１２６１を含め
、モータベース部材１２６１と一体に構成されている第二の駆動手段１２１５、第二の伝
達機構１２７９及び外装部材１２２７（表部材１２２９、レンズ部材１２３１、ＬＥＤ基
板１２３３、裏部材１２３５）、表装飾部材１２２３がともに自重によって外装部材１２
２７の先端側を下方に向けるようにして回転動作する（図８６及び図８７を正面側から見
て左下方、図８５にて矢印Ｈ３で示す方向に向けて回動動作する）。
これによって、第二の可動演出役物１２１３は、初期位置１２１７から出現位置１２１９
へと回動動作して、遊技者から視認容易に突出する。
【０３２０】
　第一の駆動手段（第一のモータ）１２４５の回動動作の後に、第二の駆動手段（第二の
モータ）１２１５が回動動作を開始する。なお、第一の駆動手段（第一のモータ）１２４
５の回動動作と同時に、第二の駆動手段（第二のモータ）１２１５が回動動作を開始する
構成とすることも可能であって本発明の範囲内である。
そして、モータギア１２７７の回動動作が第三のギア１２８１、第四のギア１２８３を介
して第五ギア１２８５に伝達され、第五のギア１２８５を介して前記第二の駆動手段１２
１５の正転方向の回動動作を前記第二の変換機構１２８７（ギア１２９５ａ，１２９５ｂ
，１２９５ｃ，１２９５ｄ，１２９５ｅ，１２９５ｆ，１２９５ｇで構成されている）へ
と伝達し、それぞれのギア１２９５ａ乃至１２９５ｇが所定の方向に交互に回転動作する
ことによって、外装部材１２２７側に固定されているラック部１２９９に噛み合っている
ピニオンギア１２９７に、所定方向（本実施形態では、図８６及び図８７を正面側から見
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て時計回り方向）の回転動作を与え、ラック部１２９９と一体に構成されている外装部材
１２２７を伸ばす方向（図８６及び図８７を正面側から見て左下方、図８５にて矢印Ｈ１
で示す方向）に向けて落下動作させる（図８５、図８８及び図８９参照）。
【０３２１】
　そして、一定時間出現位置に停止した後、第二の駆動手段１２１５を逆回転させて、第
二のモータギア１２７７、第三のギア１２８１、第四のギア１２８３、第五のギア１２８
５、第二の変換機構１２８７を構成するギア群１２９５ａ乃至１２９５ｇ、ピニオンギア
１２９７及びラック部１２９９に逆回転の動作を伝達して、第二の可動演出役物１２１３
を縮める方向（図８６及び図８７を正面側から見て左下方、図８５にて矢印Ｈ２で示す方
向）に動作させるとともに、第一の駆動手段１２４５を逆回転させて、第一のモータギア
１２４７、第一のギア１２５１、第二のギア１２５３に逆回転の動作を伝達して、第二の
可動演出役物１２１３を初期位置１２１７へと戻すように回動動作させる（図８５にて矢
印Ｈ４で示す方向に向けて回動動作させる）。
【０３２２】
　また、本実施形態では、表装飾部材１２２３の背面側に一体に突設した係止突起１３０
３を、裏装飾部材１２２５に設けられた湾曲状のスライド長溝１３０５を介して裏装飾部
材１２２５の背面側に突設させるとともに、その突設された係止突起１３０３に、止め輪
１３０７を取り付けて前記スライド長溝１３０５に沿ってスライド移動可能に構成してい
る（図４６及び図８６参照）。
【０３２３】
　さらに本実施形態では、前記裏装飾部材１２２５の前面側にフォトセンサ１３０９を備
えており、前記裏カバー部材１２７３の背面側に突設した突片１３１１を検出して第二の
可動演出役物１２１３の初期位置１２１７と出現位置１２１９を認識可能に構成している
。例えば、フォトセンサ１３０９によって突片１３１１を検出しているときは初期位置１
２１７にあることを認識し、回動動作をしてフォトセンサ１３０９から突片１３１１が外
れて検出されなくなったときには出現位置１２１９にあることを認識し、この出現位置１
２１９にあることを認識してから所定時間経過後に駆動手段を逆回転させるべく信号をサ
ブ制御基板に送るようにする。
【０３２４】
　また本実施形態では、裏箱１０５５の内面下方領域で、前記第二の可動演出役物１２１
３が第一位置（一方向）１２１７から可動した第二位置（他方向）１２１９に対応する箇
所に、前記第二の可動演出役物１２１３の先端、すなわち、刃物形状の外装部材１２２７
の先端が、あたかも突き刺さったような演出を行うために、第二の可動演出役物収納部１
３１３を配設し、第二位置１２１９に可動した第二の可動演出役物１２１３の外装部材１
２２７の先端を収納可能に構成している（図８９参照）。
例えば、図面に向かって裏箱１０５５の内面の左下の領域に配設されており、第二の可動
演出役物収納部１３１３は、所定の外観形状に形成された前方側壁部材１３１５と後方側
壁部材１３１７の間に収納空間１３１９を形成して構成されている（図８９参照）。
【０３２５】
　ここで、本実施形態における第二の可動演出役物１２１３の発光演出表示形態について
説明する。
　本実施形態では、第二の可動演出役物１２１３が前記第一位置（一方向　初期位置）１
２１７から前記第二位置（他方向　出現位置）１２１９まで可動することに関連させて（
連動させて）、前記導光板１０３１の所定位置に配設した発光手段（ＬＥＤ）を発光させ
て、前記他方向に対応する導光板１０３１位置から前記一方向に対応する導光板１０３１
位置に向けて第二の反射部を介して所定の画像（第四画像、他の画像）を発光表示するも
のとしている。すなわち、第二の可動演出役物１２１３が、第一位置（一方向　初期位置
）１２１７から第二位置（他方向　出現位置）１２１９に向けて可動したときに、その第
二位置（他方向　出現位置）１２１９に対応する導光板１０３１位置から第一位置（一方
向）１２１７に対応する導光板１０３１位置に向けて、所定の画像が点灯表示あるいは点
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滅表示されるように構成する。
【０３２６】
　例えば、前記段落０２４４で説明した通り、左側下基板１０３７ｆの下のＬＥＤ１０３
８から上のＬＥＤ１０３８へと発光（点滅・点灯）させ（図６３（ａ））、続いて左側中
基板１０３７ｅの下のＬＥＤ１０３８から上のＬＥＤ１０３８へと発光（点滅・点灯）さ
せ（図６３（ｂ））、続いて、左側上基板１０３７ｄの下のＬＥＤ１０３８から上のＬＥ
Ｄ１０３８へと発光（点滅・点灯）させる（図６３（ｃ））ことで、導光板１０３１の全
領域に、遊技盤の下方領域から上方領域に向かって稲光のような画像（第四画像、他の画
像）が発光表示されるようにしている（図６２及び図６３参照）。
そして、第二の可動演出役物１２１３が第二位置（他方向　出現位置）１２１９に移動す
る際に、第二の可動演出役物１２１３に備えられているＬＥＤ基板１２３３のＬＥＤが発
光するように構成する。ＬＥＤ基板１２３３のＬＥＤが発光すると、その前方に配されて
いるレンズ部材１２３１に光が入射され、外装部材１２７７の周縁を発光表示演出させる
。
【０３２７】
　これにより、第二の可動演出役物１２１３の発光演出及び第二の可動演出役物１２１３
の一定の方向への大きなアクションによる演出と、その大きなアクションの方向とは反対
の方向への発光表示演出によって、何か遊技にとって有利な展開への発展があるかとの期
待感を遊技者に抱かせることが可能である。
【０３２８】
　特に図示はしないが、本実施形態においても、第二の可動演出役物１２１３が可動を開
始する以前に、前記導光板１０３１の所定位置に配設したＬＥＤ１０３８を発光させて所
定の発光表示（特定画像を発光表示）をすることにより、第二の可動演出役物１２１３の
可動を遊技者に対して報知するものとしてもよい。
第二の可動演出役物１２１３が可動を開始する前に報知する発光表示画像や、可動したこ
とに基づいて表示される発光表示画像は特に限定されず本発明の範囲内で設計変更可能で
ある。
【０３２９】
＜第三の可動演出役物＞
　第三の可動演出役物１３２１は、分離及び結合可能な複数個の可動演出役物（第一の組
合せ可動演出役物１３２３と第二の組合せ可動演出役物１３３５）と、前記複数個の可動
演出役物のうちの一つの可動演出役物（第二の組合せ可動演出役物１３３５）を可動させ
るための駆動手段１３９０と、前記複数個の可動演出役物のうちの何れかの可動演出役物
（第一の組合せ可動演出役物１３２３）に設けられた第一係止部材１３９１と、前記第一
係止部材１３９１を設けた可動演出役物以外の他の可動演出役物（第二の組合せ可動演出
役物１３３５）に設けられ、前記第一係止部材１３９１と係止可能な第二係止部材１３９
３と、を含み、前記駆動手段１３９０によって前記第二係止部材１３９３を設けた可動演
出役物（第二の組合せ可動演出役物１３３５）を初期位置１３２４から出現位置１３２６
まで可動することにより、前記第一係止部材１３９１と前記第二係止部材１３９３との係
止状態が解除されて第一係止部材を備えた可動演出役物（第一の組合せ可動演出役物１３
２３）が前記初期位置１３２４から前記出現位置１３２６まで可動することを特徴として
いる。
【０３３０】
　図９０乃至図９７に第三の可動演出役物１３２１の一例を示す。
　本実施形態における第三の可動演出役物（他の可動演出役物）１３２１は、分離及び結
合可能な第一の組合せ可動演出役物１３２３と、第二の組合せ可動演出役物１３３５で構
成されており、前記第二の可動演出役物１２１３の前方に設けられている。そして、本実
施形態では、第三の可動演出役物（他の可動演出役物）１３２１を構成する第一の組合せ
可動演出役物１３２３と、第二の組合せ可動演出役物１３３５が分離し、初期位置１３２
４から出現位置１３２６まで可動した後に、前記第二の可動演出役物１２１３が初期位置
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１３２４から出現位置１３２６へと可動するものとしている。
【０３３１】
　本実施形態では、第一の組合せ可動演出役物１３２３と第二の組合せ可動演出役物１３
３５を構成している後述する第二の可動部材１３３７が、導光板１０３１の前面側に位置
するように配設されている。
【０３３２】
　第一の組合せ可動演出役物１３２３は、図面に向かって第一のベース部材１３７０の左
上端に突設した取付孔部１３７０ａに対して、導光板１０３１の前面側に突設したボス１
０３２を挿通するとともにビス止め固定する。そして、第一ベース部材１３７０に設けら
れている取付孔部１３６４に導光板１０３１の前面側に突設したボス１０３４を挿通する
とともにビス止め固定する。
【０３３３】
　そして、同じく、第一ベース部材１３７０に設けられている取付孔部１３６６に導光板
１０３１の前面側に突設したボス１０３６を挿通するとともにビス止め固定する。このよ
うに本実施形態では、第一ベース部材１３７０の３箇所をビス止めすることにより、導光
板１０３１の前面側に一体に配設している。
　そして、第一のベース部材１３７０の前面の左上端寄りで前方に向けて突設した軸部材
１３６２を、第一の裏側支持板１３３３の左上端に設けられた孔部１３３３ａに回動可能
に軸着する。
【０３３４】
　第二の組合せ可動演出役物１３３５を構成している後述する第二の支持部材１３４９（
第二の前側機構ベース１３５１、駆動機構部１３５３、第二の後側機構ベース１３５５を
含む）は、所定箇所をビス止めして裏箱１０５５に取り付けられるとともに、導光板１０
３１の上方（例えば図５１において向かって右上方）領域に設けられている所定範囲の切
り欠きを介して導光板１０３１に隣接して前方に臨むように配設されている。
　また、前記第二の支持部材１３４９の一部は、導光板１０３１の前面側に突設したボス
１０３０を介して取り付け固定されている。例えば本実施形態では、駆動機構部１３５３
の側面側に備えた孔部１３５３ａに前記ボス１０３０をビス止め固定することで導光板１
０３１の前面に取り付けられている（図５１及び図９０参照）。
【０３３５】
　第一の組合せ可動演出役物１３２３と第二の組合せ可動演出役物１３３５は、可動部材
としてそれぞれ次の構成を有している。
【０３３６】
　第一の組合せ可動演出役物１３２３は、所定形状を有する第一の外装部材１３２７と、
第一の外装部材１３２７の背面側に配設され、所定の貫通孔１３２９ａを備えた第一の反
射板（リフレクタ）１３２９と、第一の反射板（リフレクタ）１３２９の背面側に配設さ
れ、所定のＬＥＤ１３３１ａを備えてなる第一のＬＥＤ基板１３３１と、第一のＬＥＤ基
板１３３１の背面側に配設される第一の裏側支持板１３３３とで一体に構成されている第
一の可動部材１３２５を有している（図９０参照）。
【０３３７】
　前記第一の裏側支持板１３３３には、前面側と背面側にわたって貫通した湾曲状の長溝
１３３３ｂが形成されており、前記長溝１３３３ｂには、第一ベース部材１３７０の前面
側に突設したボス１３７０ｂが相通されるとともに、回動可能に軸着されている。
すなわち、第一の組合せ可動演出役物１３２３は、第一のベース部材１３７０の前面の左
上端寄りで前方に向けて突設した軸部材１３６２を、第一の裏側支持板１３３３の左上端
に設けられた孔部１３３３ａに回動可能に軸着しているため、その軸部材１３６２を軸と
して回動可能に構成されるとともに、前記ボス１３７０ｂが長溝１３３３ｂに沿ってガイ
ドされる（図９０、図９６及び図９７参照）。
【０３３８】
　第二の組合せ可動演出役物１３３５は、所定形状を有する第二の外装部材１３３９と、
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第二の外装部材１３３９の背面側に配設され、所定の貫通孔１３４１ａを備えた第二の反
射板（リフレクタ）１３４１と、第二の反射板（リフレクタ）１３４１の背面側に配設さ
れ、所定のＬＥＤ１３４３ａを備えてなる第二のＬＥＤ基板１３４３と、第二のＬＥＤ基
板１３４３の背面側に配設される第二の裏側支持板１３４５とで一体に構成されている第
二の可動部材１３３７を有している（図９０参照）。
【０３３９】
　前記第一の外装部材１３２７と第二の外装部材１３３９は、それぞれ第一のＬＥＤ基板
１３３１のＬＥＤ１３３１ａと、第二のＬＥＤ基板１３４３のＬＥＤ１３４３ａから照射
される光によって所定領域が発光演出表示されるように構成されている。
本実施形態では、第一の外装部材１３２７と第二の外装部材１３３９におけるそれぞれの
表面の縁部近傍領域１３２８と１３４０のみが透過性を有するように構成することで、そ
れぞれの縁部近傍領域１３２８と１３４０のみが光るように構成されている（図９０乃至
図９２参照）。なお、本実施形態では、第一の外装部材１３２７と第二の外装部材１３３
９全体は透過性部材で形成し、表面の所定領域、すなわち、縁部近傍領域１３２８と１３
４０のみを残して非透過性となるように表面処理（例えば非透過性の着色剤で表面を装飾
処理）をしている。よって、第一の外装部材１３２７と第二の外装部材１３３９の背面側
は、第一の外装部材１３２７と第二の外装部材１３３９を除いてレンズ効果を発揮し、さ
らに、拡散・反射効果を高めるために所定のレンズカット処理（レンズカット処理部１３
２７ａ，１３３９ａ）を施している（図９２参照）。
【０３４０】
　例えば、第一のＬＥＤ基板１３３１のＬＥＤ１３３１ａからの光は、その前面に配設さ
れる第一の反射板（リフレクタ）１３２９の所定の貫通孔１３２９ａを通過して透過性を
有する前記縁部近傍領域１３２８から外方に照射される（図９２参照）。また、貫通孔１
３２９ａを通過した光は、第一の外装部材１３２７の背面側に形成されたレンズカット処
理部１３２７ａによって拡散・反射された後に縁部近傍領域１３２８から外方に照射され
る（図９２参照）。
なお、第二の組合せ可動演出役物１３３５にあっても同じ構成を有しているため説明は省
略する。
【０３４１】
　第一の外装部材１３２７と第二の外装部材１３３９の発光演出表示領域は特に限定解釈
されるものではなく、本発明の範囲内で設計変更可能である。また、発光態様は点灯・点
滅のいずれであってもよいし、全てのＬＥＤを同時に発光させてもよいし、所定のＬＥＤ
のみを点灯させたり、点滅させたりすることも可能であり、またこれらを適宜組み合わせ
た発光態様とすることも可能である。
【０３４２】
　そして、前記第二の可動部材１３３７は、第二の支持部材１３４９によって駆動可能に
支持されているが、前記第一の可動部材１３２５は、前記第二の可動部材１３３７の駆動
動作に応じて回動動作するように単に第一の支持部材１３４７と第一のベース部材１３７
０によって回動可能に支持されているだけである（図９０、図９６及び図９７参照）。
【０３４３】
　第二の支持部材１３４９は、前記第二の裏側支持板１３４５の背面側に配設される第二
の前側機構ベース１３５１と、第二の前側機構ベース１３５１の背面側に配設される駆動
機構部１３５３と、駆動機構部１３５３の背面側に配設される第二の後側機構ベース１３
５５とで一体に構成されている。
【０３４４】
　駆動機構部１３５３は、第二の前側機構ベース１３５１と、第二の後側機構ベース１３
５５によって挟持された内部空間に所定の駆動機構を収容してなるものであり、第二の前
側機構ベース１３５１の背面で、鉛直方向に摺動可能に駆動機構ベース１３５７を備え、
駆動機構ベース１３５７に摺動筒部１３７１ａを固着し、その摺動筒部１３７１ａ内を摺
動するスライド軸１３７１の両端１３７１ｂ，１３７１ｂを第二の前側機構ベース１３５
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１の背面（内面）に固着してなる。
【０３４５】
　そして、第二の後側機構ベース１３５５の背面（外面）に駆動手段１３９０が固着され
て備えられ、駆動手段１３９０の回転軸が第二の機構ベース１３５５の孔部１３６０を介
して背面側から挿通されるとともに、第二の機構ベース１３５５の前面側にて前記回転軸
に取り付けられる第三のモータギア１３８９と、第二の後側機構ベース１３５５の前面（
内面）に突設した軸部材１３５８に回動可能に取り付けられ、前記第三のモータギア１３
８９と噛み合うアイドルギア１３５９と、同じく第二の後側機構ベース１３５５の前面（
内面）に突設した軸部材１３５６に回動可能に取り付けられ、前記アイドルギア１３５９
と噛み合うリンクギア１３６１と、リンクギア１３６１の回動動作によって時計回り方向
と反時計回り方向に回動動作するリンクアーム１３６５と、駆動機構ベース１３５７の上
端に一端１３８５を係止し、他端１３８７側は前記リンクアーム１３６５の他端側の貫通
スライド溝１３７５に突出して臨む第二の可動部材１３３７の突出軸１３７７を係止して
いる係止部材１３７９に係止して備えられる引張りスプリング１３８３とで構成されてい
る（図９０、図９６及び図９７参照）。また、前記第二の前側機構ベース１３５１と第二
の後側機構ベース１３５５の間で摺動する駆動機構ベース１３５７の下端には、前記第二
の可動部材１３３７の突出軸１３７７と並設されている第二突出軸１３７８が挿通されて
回動可能に軸着される連結孔部１３８０が形成されている。なお、第二突出軸１３７８は
、第二の前側機構ベース１３５１の前面側と背面側にわたって貫通して設けられているス
ライド溝１３５０を挿通して前記連結孔部１３８０に取り付けられている。
【０３４６】
　リンクギア１３６１は、前面側の所定位置に単一の突起１３６３を設けて回動可能に取
り付けられている。
【０３４７】
　リンクアーム１３６５は、長尺板状に形成されるとともに、一端１３６７側は第二の後
側機構ベース１３５５に軸支される軸支部１３６９を設け、他端１３６８側から一端１３
６７側方向に向けて所定長さの貫通スライド溝１３７５を設け、貫通スライド溝１３７５
寄りから一端１３６７側に向けて非貫通スライド溝１３８１が設けられている。
リンクアーム１３６５の貫通スライド溝１３７５には、第二の可動部材１３３７の背面側
に突出した突出軸１３７７が、第二の前側機構ベース１３５１のスライド溝１３５２を通
過して背面側に突出し、係止部材１３７９を介して貫通スライド溝１３７５内をスライド
可能に配設されている。そして、前記係止部材１３７９には、上述したとおり、引張りス
プリング１３８３の他端１３８７側が係止されている。前記リンクギア１３６１の突起１
３６３は、リンクアーム１３６５の非貫通スライド溝１３８１に嵌ってスライド移動する
。
図中符合１３７６は、突出軸１３７７を備えている部分の構成の前面側のカバーである。
【０３４８】
　前記第二の組合せ可動演出役物１３３５を構成している第二の可動部材１３３７の背面
側には、第一の可動部材１３２５に向けて突出した第二係止部材（第二突出部）１３９３
が設けられている（図９３乃至図９７参照）。
　前記第一の組合せ可動演出役物１３２３を構成している第一の可動部材１３２５の背面
側には、第二の可動部材１３３７に向けて突出し、第二係止部材（第二突出部）１３９３
と係止可能な第一係止部材（第一突出部）１３９１が設けられている（図９３乃至図９７
参照）。
【０３４９】
　第一係止部材（第一突出部）１３９１は、棒状に突出しており、第二係止部材（第二突
出部）１３９３には、前記棒状に突出した第一係止部材（第一突出部）１３９１を収容す
る凹部１３９５を有している（図９３乃至図９５参照）。
　また、本実施形態では、前記第二係止部材（第二突出部）１３９３の凹部１３９５の前
後方向の幅が、前記第一係止部材（第一突出部）１３９１の突出方向（矢印Ｂ１で示す方
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向）に向かうにつれて狭くなっている構成を採用している。すなわち、凹部１３９５の前
後方向の幅は、前記第一係止部材１３９１と対向する側の凹部端部から第一係止部材１３
９１と反対向する側の凹部端部に向かうにつれて狭くなっている（言い換えると、第二係
止部材１３９３の先端側から奥側に行くにしたがって、前後方向の幅が狭くなるように構
成されているともいう）。図９４にて、符合Ｗ１で示す部分が前記第一係止部材１３９１
と対向する側の凹部端部に存する凹部１３９５の前後方向幅で、Ｗ２で示す部分が第一係
止部材１３９１と反対向する側の凹部端部であり、Ｗ１＞Ｗ２の関係を有している。
【０３５０】
　従って、例えば、初期位置１３２４に戻す際に、前記第一係止部材（第一突出部）１３
９１が前記第二係止部材（第二突出部）１３９３の凹部１３９５に収容しやすいとともに
、凹部１３９５の幅の狭い部分で第一係止部材（第一突出部）１３９１を保持することが
できるため、揺動をしっかりと抑制できる。
また、本実施形態のように、凹部１３９５の幅が広い部分から狭い部分へと徐々に狭くな
る構成を採用することにより、次のような作用効果を発揮することもある。
例えば、前記第一係止部材（第一突出部）１３９１と記第二係止部材（第二突出部）１３
９３が分離されている状態で、何らかの衝撃を受けて前記第一係止部材（第一突出部）１
３９１と記第二係止部材（第二突出部）１３９３の位置が多少前後方向でずれてしまった
としても、前記凹部１３９５の幅の広い部分で第一係止部材（第一突出部）１３９１を拾
い上げることができるため、係止動作開始時の前後方向の許容範囲があり、第一係止部材
（第一突出部）１３９１を容易かつ確実に保持することができる。
【０３５１】
　本実施形態では、第一の可動部材１３２５に第一の係止部材１３９１を備え、第二の可
動部材１３３７に第二の係止部材１３９３を備えているが、第一の可動部材１３２５に第
二の係止部材１３９３を備え、第二の可動部材１３３７に第一の係止部材１３９１を備え
ることも可能で本発明の範囲内で設計変更可能である。
【０３５２】
　このように構成したことにより、第三の駆動手段１３９０のモータギア１３８９を所定
の方向に回動動作すると、アイドルギア１３５９を介してその回動動作はリンクギア１３
６１に伝達される。
そして、リンクギア１３６１が所定の方向に回動動作すると、その前面に設けた突起１３
６３がリンクアーム１３６５の非貫通スライド溝１３８１内を所定の方向にスライド移動
する。
【０３５３】
　この動作によってリンクアーム１３６５は引張りスプリング１３８３のバネ力に抗して
図９７に示す時計回り方向に回動し、そのリンクアーム１３６５の回動動作に従って、貫
通スライド溝１３７５に摺動可能に配設されている第二の可動部材１３３７の突出軸１３
７７が第二の前側機構ベース１３５１に設けられたスライド溝１３５２に沿って下降移動
する。詳しくは、まず、スライド溝１３５２の縦溝領域１３５２ａに沿って突出軸１３７
７が鉛直方向に落下する。これにより、第二の可動部材１３３７は、一旦、下方に向けて
落下する。また、このとき第二突出軸１３７８は、駆動機構ベース１３５７の連結孔部１
３８０に連結されており、駆動機構ベース１３５７とともにスライド溝１３５０を下方に
向けて落下する。
そして、その後、スライド溝１３５２の湾曲溝１３５２ｂに沿って突出軸１３７７が、図
９７に示す背面側からから見て時計回り方向に回転しつつ下降する。
これにより、前記第一係止部材１３９１と前記第二係止部材１３９３の係止状態が解除さ
れるとともに、第二の可動部材１３３７は突出軸を支点に回動（図９７に示す背面視で図
に向かって時計回り方向に回動）し、初期位置１３２４から出現位置１３２６まで可動す
る（図４３、図４４及び図８８参照）。
【０３５４】
　そして、第三の駆動手段１３９０のモータギア１３８９を逆回転させると、アイドルギ
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ア１３５９を介してその回動動作はリンクギア１３６１に伝達される。
そして、リンクギア１３６１が所定の方向に回動動作（前記の回動方向とは逆の方向に回
動動作）すると、その前面に設けた突起１３６３がリンクアーム１３６５の非貫通スライ
ド溝１３８１内を所定の方向（前記の回動方向とは逆の方向）にスライド移動する。
【０３５５】
　この動作によってリンクアーム１３６５は引張りスプリング１３８３のバネ力もプラス
されて図に向かって反時計回り方向に回動し、そのリンクアーム１３６５の回動動作に従
って、貫通スライド溝１３７５に摺動可能に配設されている第二の可動部材１３３７の突
出軸１３７７が第二の前側機構ベース１３５１に設けられたスライド溝１３５２の湾曲溝
１３５２ｂに沿って回転しつつ上昇移動し、そして縦溝領域１３５２ａに沿って鉛直方向
に上昇移動する。第二突出軸１３７８は、前記突出軸１３７７の上昇移動に併せてスライ
ド溝１３５０に沿って上昇移動をする。これにより、第二の可動部材１３３７は出現位置
１３２６から初期位置１３２４まで可動することにより、前記第一係止部材１３９１が前
記第二係止部材１３９３を掬い上げると共に、前記第一係止部材１３９１が前記第二係止
部材１３９３と係止状態となる。前記第一の組合せ可動演出役物１３２３（第一の可動部
材１３２５）と前記第二の組合せ可動演出役物１３３５（第二の可動部材１３３７）が初
期位置１３２４に戻り、前記第二の組合せ可動演出役物１３３５（第二の可動部材１３３
７）が出現位置１３２６から初期位置１３２４まで可動する際に、前記第二係止部材１３
９３の凹部１３９５に前記第一係止部材１３９１が収容されながら戻る。
【０３５６】
　第三の可動演出役物１３２１が上述の通り、第一の組合せ可動演出役物１３２３と第二
の組合せ可動演出役物１３３５とに分離して回動動作（初期位置１３２４から出現位置１
３２６へと回動動作）した後に、前記第二の可動演出役物１２１３が、前述の通り、初期
位置１２１７から出現位置１２１９へと可動（回動・伸縮）し、所定時間を経過した後に
、出現位置１２１９にある第二の可動演出役物１２１３が初期位置１２１７に戻るととも
に、第一の組合せ可動演出役物１３２３が逆方向に回動して初期位置１３２４へと戻る際
に、第二の組合せ可動演出役物１３３５を係止しつつ初期位置１３２４へと戻して一つの
可動演出役物となり、その背面側に第二の可動演出役物１２１３が視認困難な状態に遮蔽
されるため遊技者の興趣の向上が図れる。
　さらに本実施形態では、前記前側機構ベース１３５１にフォトセンサ１３５４を備えて
おり、前記駆動機構ベース１３５７を検出して第三の可動演出役物１３２１の初期位置１
３２４と出現位置１３２６を認識可能に構成している。例えば、フォトセンサ１３５４に
よって駆動機構ベース１３５７を検出しているときは初期位置１３２４にあることを認識
し、下降動作をしてフォトセンサ１３５４から駆動機構ベース１３５７が外れて検出され
なくなったときには出現位置１３２４にあることを認識し、この出現位置１３２４にある
ことを認識してから所定時間経過後に駆動手段を逆回転させるべく信号をサブ制御基板に
送るようにする。
【０３５７】
　ここで、本実施形態における第三の可動演出役物１３２１の発光演出表示形態について
説明する。
まず、例えば、所定の条件が整い、第二の可動演出役物１２１３が、前記第一位置（一方
向　初期位置）１２１７から前記第二位置（他方向　出現位置）１２１９まで可動するこ
ととなった場合、まず、第三の可動演出役物１３２１の可動が開始される。その際に、第
三の可動演出役物１３２１の第一の組合せ可動演出役物１３２３と第二の組合せ可動演出
役物１３３５のそれぞれの縁部近傍領域１３２８と１３４０のみが発光演出表示される。
この場合の発光態様は点滅であっても点灯であってもよい。
　そして、第三の可動演出役物１３２１の第一の組合せ可動演出役物１３２３と第二の組
合せ可動演出役物１３３５が可動して、初期位置１３２４から出現位置１３２６まで可動
するが、このときもまだ発光演出表示されている。
【０３５８】
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　そして、第三の可動演出役物１３２１が出現位置１３２６にて、発光演出表示されてい
る状態で、第二の可動演出役物１２１３が前記第一位置（一方向　初期位置）１２１７か
ら前記第二位置（他方向　出現位置）１２１９まで発光した演出状態で可動する。
そうすると、前記段落０２４４で説明した通り、左側上基板１０３７ｄ、左側中基板１０
３７ｅ、及び左側下基板１０３７ｆの各ＬＥＤ１０３８が発光し、導光板１０３１の全領
域に、遊技盤の下方領域から上方領域に向かって稲光のような画像が発光表示されるよう
にする（図６２及び図６３参照）。
そして、第二の可動演出役物１２１３が第二位置（他方向　出現位置）１２１９に移動す
る際に、第二の可動演出役物１２１３に備えられているＬＥＤ基板１２３３に備えられて
いるＬＥＤ１２３３ａが発光するように構成する。ＬＥＤ１２３３ａが発光すると、その
前方に配されているレンズ部材１２３１に光が入射され、外装部材１２７７の周縁を発光
表示演出させる。
【０３５９】
　これにより、第二の可動演出役物１２１３の発光演出及び第二の可動演出役物１２１３
の一定の方向への大きなアクションによる演出と、その大きなアクションの方向とは反対
の方向への発光表示演出によって、何か遊技にとって有利な展開への発展があるかとの期
待感を遊技者に抱かせることが可能である。
なお、本実施形態では、第一の組合せ可動演出役物１３２３と第二の組合せ可動演出役物
１３３５の二部材で構成する実施の一形態を示したが、本発明は三つ以上の分離及び結合
可能な複数個の可動演出役物からなるものであってもよく、実施形態に応じて適宜設計変
更可能である。
また、本実施形態では、棒状に突出した第一係止部材（第一突出部）１３９１を駆動手段
と連結しない可動演出役物に備え、前記棒状に突出した第一係止部材（第一突出部）１３
９１を収容する上向きの凹部１３９５を有した第二係止部材（第二突出部）１３９３を、
駆動手段と連結した可動演出役物に備えているが、この逆であっても良い。すなわち、第
一係止部材（第一突出部）１３９１を駆動手段と連結した可動演出役物に備え、第二係止
部材（第二突出部材）１３９３を他の可動演出役物に備える形態とすることも可能で本発
明の範囲内である。この場合、第二係止部材（第二突出部）は、下向きの凹部（図示省略
）を備えるものとして、駆動手段の回転動作によって初期位置に戻ろうとする可動演出役
物の第一係止部材が、出現位置にある可動演出役物の第二係止部材の下向きの凹部に下方
から嵌りながら係止されるものとできる。
　さらに、上述した本実施形態及び他の実施形態では、第一係止部材（第一突出部）１３
９１と第二係止部材（第二突出部）１３９３の双方共に突出する部材をもって説明してい
るが、これに限定されるものではない。すなわち、いずれか一方は突出状に構成されるも
のであるが、他方はその突出状に構成される係止部材（第一係止部材１３９１と第二係止
部材１３９３のいずれか一方の係止部材）を下方から受ける窪み状に形成される係止部材
（第一係止部材１３９１と第二係止部材１３９３のいずれか他方の係止部材）を、第一の
組合せ可動演出役物１３２３と第二の組合せ可動演出役物１３３５のいずれかの下面に備
えてなるものであってもよく同様の作用効果を発揮することができる。
「第七実施形態」
【０３６０】
　図９８乃至図１３８は第七実施形態を示す。なお、本実施形態における遊技機全体の外
観形態は、第一実施形態乃至第五実施形態で図示した外観形態（例えば図１、図８、図１
５、図２３、図３５にて示す外観形態）がそれぞれ本発明の範囲内で任意に選択可能であ
る。
　第七実施形態に係るパチンコ遊技機は、第一実施形態乃至第六実施形態と略同様である
が、次の構成において第一実施形態乃至第六実施形態と相違する（図９８乃至図１３８参
照）。
以下、第一実施形態乃至第六実施形態と相違する構成のみを説明し、その他の構成につい
ては第一実施形態乃至第六実施形態を援用する。なお、本実施形態において、外レール及
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び遊技釘を図示省略しているが、第六実施形態と同様、所定位置に配設しているものであ
り、また、表示装置（液晶表示装置）４は図示省略しているが本発明の範囲内で適宜周知
の表示装置が適用される。
【０３６１】
　裏箱１０５５には、第四の可動演出役物１５００と、第五の可動演出役物１５８９と、
第六の可動演出役物１７４１と、第八の可動演出役物１９５０と、第四の発光演出手段１
９９０が所定位置に配設されている。また、遊技盤１には、第五の発光演出手段２０００
、第六の発光演出手段２０１１をそれぞれ備えている。なお、本実施形態では、前記第六
の可動演出役物１７４１の別実施形態として、第七の可動演出役物１９００を想定してい
る。
【０３６２】
＜第四の可動演出役物＞
　図９８及び図１００乃至図１１０に第四の可動演出役物１５００の一例を示す。
　第四の可動演出役物（一の可動演出役物）１５００は、裏箱１０５５の内面側に取り付
け固定されるベース部１５０１（表ベース１５０１ａと裏ベース１５０１ｂ）と、ベース
部１５０１内（表ベース１５０１ａと裏ベース１５０１ｂの間）に一端側（基端側）が回
動可能に支持されるアーム１５０９と、アーム１５０９の他端側（先端側）に備えられ、
アーム１５０９の回動動作によって視認困難な第一の初期位置１５０５と視認容易な第一
の出現位置１５０７との間を移動する可動部材１５３１と、前記アーム１５０９を介して
前記可動部材１５３１を前記第一の初期位置１５０５から前記第一の出現位置１５０７ま
で移動させることが可能な駆動手段１５２９とを備えて構成されている（図９８、図１０
０乃至図１１０参照）。
【０３６３】
　アーム１５０９は、ベース部１５０１に対して回動可能に軸支される基端部１５１１と
、基端部１５１１から長尺状に突出する腕部１５１３と、腕部１５１３の先端に設けられ
る可動部材取付部１５１５とで構成されており、駆動手段（モータ）１５２９にて基端部
１５１１の軸支部分１５１７を中心に回動可能に配設されている（図１０２乃至図１０４
参照）。なお、図中１５１０は、アーム１５０９の前面に備えられる装飾用のレンズ部材
を示す。
可動部取付部１５１５は、短尺円筒状に形成するとともに、背面側をカバー部材１５２１
で覆い、内部空間には可動部材（装飾部材を含む一部の部材）を駆動せしめる可動部材用
駆動手段（モータ）１５２３を備えている（図１０２参照）。
【０３６４】
　アーム１５０９は、ベース部１５０１を構成する裏ベース１５０１ｂの前面から前方に
向けて突設した軸支部分１５１７に、基端部１５１１を回動可能に軸着してなる（軸着部
１５３６）。
そして、前記裏ベース１５０１ｂには、アーム可動操作用の駆動手段（モータ）１５２９
を備えるとともに、そのモータ１５２９に備えたモータギア１５３０が噛み合うリンクギ
ア１５３２を回動可能に備えている。また、基端部１５１１は、弾性部材（バネ材）１５
０２によって、アーム１５０９の先端に備えた可動部材１５３１が常に第一の初期位置１
５０５に戻るように付勢されている（図１０３及び図１０４参照）。
また、本実施形態では、基端部１５１１のスムーズな回動動作を図るため、基端部１５１
１側に所定の摺動突起１５１１ｂ，１５１１ｂを突設するとともに、ベース部１５０１を
構成する表ベース１５０１ａの背面側に、前記摺動突起１５１１ｂ，１５１１ｂが摺動す
る摺動溝１５０３，１５０３を設けており、前記摺動突起１５１１ｂ，１５１１ｂが摺動
溝１５０３，１５０３に沿って案内されつつ基端部１５１１が回動動作することができる
（図１０３及び図１０４参照）。
【０３６５】
　リングギア１５３２は、ギア歯を備えた外周面の一部に突起部１５３２ａを備えており
、その突起部１５３２ａと、前記基端部１５１１の上端周面に形成したリンクアーム軸支
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部１５１１ａとの間にわたってリンクアーム１５３４を備えている（図１０３及び図１０
４参照）。
【０３６６】
　リンクアーム１５３４は、一端１５３４ａを、前記基端部１５１１のリンクアーム軸支
部１５１１ａに回動可能に軸着するとともに、他端１５３４ｂを、前記突起部１５３２ａ
に回動可能に軸着してなる略平板棒状に形成されている。また、リンクアーム１５３４は
、その長さ方向の中央領域を湾曲させた軸回避部１５３４ｃを有している（図１０３及び
図１０４参照）。
【０３６７】
　このような構成を採用しているため、モータギア１５３０が図１０４において矢印Ｃ１
で示す時計回り方向に回転動作すると、その回転動作を受けたリンクギア１５３２が図中
矢印Ｃ２で示す反時計回り方向に回転動作する。リンクギア１５３２の反時計回り方向（
Ｃ１方向）の回転動作にしたがって、突起部１５３２ａに他端１５３４ｂが軸着されたリ
ンクアーム１５３４が矢印Ｄ１で示す下方に移動する。
【０３６８】
　リンクアーム１５３４の下方（Ｄ１方向）への移動によって、一端１５３４ａが軸着さ
れているアーム１５０９の基端部１５１１は下方に向けて押圧され、ベース部１５０１に
対する軸着部１５３６を軸として時計回り方向に回転動作されるため、腕部１５１３及び
回動部材１５３１が第一の出現位置１５０７へと移動する。
【０３６９】
　そして、所定時間第一の出現位置１５０７に位置した後、モータギア１５３０を図１０
４において矢印Ｃ３で示す反時計回り方向に回転動作すると、その回転動作を受けたリン
クギア１５３２が図中矢印Ｃ４で示す時計回り方向に回転動作する。リンクギア１５３２
の時計回り方向の回転動作にしたがって、突起部１５３２ａに他端１５３４ｂが軸着され
たリンクアーム１５３４が矢印Ｄ２で示す上方に移動する。
リンクアーム１５３４の上方への移動によって、一端１５３４ａが軸着されているアーム
１５０９の基端部１５１１上方に引き上げられ、ベース部１５０１に対する軸着部１５３
６を軸として反時計回り方向に回転動作されるため、腕部１５１３及び回動部材１５３１
が第一の出現位置１５０７から第一の初期位置１５０５へと移動する。また、このとき、
基端部１５１１は、弾性部材１５０２によって第一の初期位置１５０５の方向（反時計回
り方向）に回転するように付勢されているためモータの負荷も減少する。
【０３７０】
　図１０７及び図１０８は可動部材１５３１の突出部材１５４７の動作を示す図で、図１
０７は突出部材１５４７がガイドベース１５６１の環状ガイド面１５６３上で視認容易な
出現位置１５４８にあることを示す概略背面図で、図１０８は、突出部材１５４７がガイ
ドベース１５６１の環状ガイド面１５６３上で視認困難な初期位置１５４６にあることを
示す概略背面図である。
　可動部材１５３１は、回転動作をすることで所定の可動演出を行うものであって、前面
側に配される装飾部材１５３３と、装飾部材１５３３を取り付ける回転ベース１５３５と
、回転ベース１５３５の前方から嵌め込む環状飾り１５３７と、回転ベース１５３５の背
面側に配される基板カバー１５３９と、基板カバー１５３９の背面側に配されるＬＥＤ基
板１５４３と、ＬＥＤ基板１５４３の背面側に配されるリフレクタ１５４５と、前記リフ
レクタ１５４５の背面側（背後）に設けられ、前記装飾部材１５３３の回転動作に伴い、
視認困難な退避位置（初期位置）１５４６と、視認容易な出現位置１５４８とに変位可能
な突出部材１５４７と、前記突出部材１５４７が回転可能で、かつ常時、退避位置（初期
位置）１５４６へと回転動作するように弾性部材（スプリング）１５４９によって付勢さ
れて軸支され、前記回転ベース１５３５と固定して一緒に回転動作する回転軸ベース１５
５９と、前記突出部材１５４７を変位案内するガイド部（環状ガイド面）１５６３を備え
、可動部材取付部１５１５の前面に一体に固定されて非回転状に構成されたガイドベース
１５６１と、前記駆動手段１５２３からの回動動作を伝達する伝達機構（ギア）１５７５
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を含んで構成されている（図１０２、図１０４乃至図１１０参照）。なお、基板カバー１
５３９と回転ベース１５３５は透過性を有するものであるが、非透過性であってもよく本
発明の範囲内で設計変更可能である。
【０３７１】
　図中１５７９は、駆動手段（モータ）１５２３に備えたギア（モータギア）で、１５７
５は駆動手段のモータギア１５７９と噛み合って、駆動手段１５２３の回動動作を回転ベ
ース１５３５（環状飾り１５３７）と回転軸ベース１５５９を回転駆動させる伝達ギアで
ある（図１０２及び図１０５参照）。
なお、図中１５８３は、背面側に突片１５８５を備え、回転部材取付部１５１５に備えた
フォトセンサ１５８７によって初期位置を検出するためのギアであり（図１０５参照）、
突片１５８５がフォトセンサによって検出されているときに、可動部材１５３１が初期位
置に位置すると認識できるようになっている。
【０３７２】
　前記ＬＥＤ基板１５４３は、基板の前面側の所定位置に配した所定のＬＥＤ（発光手段
）１５４１と、裏面側の所定位置に配した所定のＬＥＤ（発光手段）１５４２を備えてい
る。なお、基板カバー１５３９とＬＥＤ基板１５４３とリフレクタ１５４５は非回転状態
で配設されている。
【０３７３】
　突出部材１５４７は、透過性部材で所定の平板羽根形状に形成された本体１５５１と、
本体１５５１の下端に一体に突設した光導入部１５５３と、に突設したスプリング取付部
１５５５と、該スプリング取付部１５５５と隣接して本体１５５１の下端の前面側に突設
されたスプリング端部係止部１５５８とを備えるとともに、本体１５５１の背面側には円
筒状に形成され、環状ガイド面１５６３上を摺動するガイド面摺動部１５５７を備えて構
成されている（図１０５乃至図１０７参照）。なお、スプリング取付部１５５５は、突出
部材１５４７の本体１５５１の前面及び後面にわたって突設されている。
【０３７４】
　突出部材１５４７は、回転ベース１５３５の周囲を出没する可動演出を行うとともに、
突出部材１５４７自体が光導入部１５５３を介してＬＥＤ基板１５４３の裏面側のＬＥＤ
１５４２からの光を入光させて発光演出を行うレンズ部としても機能している。
　前記光導入部１５５３は、略四分の一球形状に形成するとともに、その凹状内面側をＬ
ＥＤ基板１５４３の裏面側のＬＥＤ１５４２と対向するように配設される。
そして、このＬＥＤ基板１５４２と光導入部１５５３との間には、ＬＥＤ基板１５４３と
密着して備えられる環状のリフレクタ１５４５が介在されており、そのリフレクタ１５４
５には、光導入部１５５３の凹状内面及びＬＥＤ１５４２と同軸状で対向する位置に、前
記凹状内面及びＬＥＤ１５４２とそれぞれ開口を合わせて配設される窪み部１５４５ａが
形成されている（図１１０参照）。
前記突出部材１５４７の本体１５５１が出現位置１５４８に位置するときに、光導入部１
５５３が前記発光手段のＬＥＤ１５４２と対応するように設定されている。
【０３７５】
　したがって、前記ＬＥＤ１５４２からの光は、光導入部１５５３の凹状内面に向けて照
射されて本体１５５１を発光演出表示する。また、ＬＥＤ１５４２から発光された光は、
凹状内面によって反射・拡散されて本体１５５１の面部にも照射される。このとき、本体
１５５１の表面には所定のレンズカット１５５１ａが形成されているため、照射された光
はこのレンズカット１５５１ａに反射・拡散されて本体１５５１全体を発光演出する（図
１１０参照）。また、リフレクタ１５４５には、光導入部１５５３の凹状内面及びＬＥＤ
１５４２と同軸状で対向する位置に、前記凹状内面及びＬＥＤ１５４２とそれぞれ開口を
合わせて配設される窪み部１５４５ａが形成されており、この窪み部１５４５ａによって
ＬＥＤ１５４２からの光は光導入部１５５３の凹状内面に向けて拡散することなく照射可
能としている。また、突出部材１５４７が退避位置１５４６（後述する隙間１５７７）に
収容されて位置しているときには、光導入部１５５３は対応する位置にない。なお、特に
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限定解釈されるものではないが、さらに多くのＬＥＤを設けて、突出部材１５４７がいず
れの位置にあっても対応することができるものとしても良い。
【０３７６】
　ガイドベース１５６１は、ベース盤１５６１ａの前面に、所定長さ周方向に設けられた
第１位置１５６５と、前記第１位置１５６５と連続し、かつ第１位置１５６５よりも小径
で凹状に設けられた第２位置１５６７を、外周面の周方向に交互に備えた環状ガイド面（
ガイド部）１５６３を前方に向けて突設している（図１０２、図１０６乃至図１０８参照
）。
例えば、本実施形態では、環状ガイド面１５６３をベース盤１５６１ａの外周よりも小径
に形成し、その環状ガイド面１５６３の周方向で所定間隔おきに第２位置１５６７を凹状
に設け、その第２位置１５６７以外のガイド面を第１位置１５６５としている。
第２位置１５６７は、第１位置１５６５の一端から正面視で円形状に凹設されるとともに
、緩やかな曲面１５６９を介して隣の第１位置１５６５へとなだらかにつながっている。
【０３７７】
　さらに、ガイドベース１５６１のベース盤１５６１ａの前面略中央領域には、前記環状
ガイド面１５６３よりも前方に向けて突出する第一の円筒部１５７１と、該第一の円筒部
１５７１の略中央領域から、該第一の円筒部１５７１よりも小径の第二の円筒部１５７３
を設けている。第二の円筒部１５７３は、ＬＥＤ基板１５４３と基板カバー１５３９と基
板カバー１５３９のそれぞれの中心に設けた貫通孔を介して挿通した後に、その先端に軸
ブッシュ１５４０を取り付ける。軸ブッシュ１５４０内には回転ベース１５３５の背面か
ら突出する軸部材１５３５ａが挿入されて、ガイドベース１５６１の背面側に突出してい
る（図１０６参照）。そして、前記軸部材１５３５ａの突出した端部は、伝達ギア１５７
５に接続されて駆動ギア１５７９の回転動作が回転ベース１５３５へと伝達される。
そして、ガイドベース１５６１の前面と回転ベース１５３５の背面との間には第一の円筒
部１５７１の先端（第二の円筒部１５７３を除いた先端面）幅で環状の隙間１５７７が形
成されている（図１０６参照）。この隙間１５７７は、突出部材１５４７が第２位置１５
６７に位置したときに収容される視認困難な退避位置１５４６として機能する（図１０２
及び図１０６参照）。
【０３７８】
　回転軸ベース１５５９は、回転ベース１５３５とビス止めによって一体に取り付けられ
、ガイドベース１５６１に設けた環状ガイド面１５６３の外周に摺動可能に取り付けられ
る程度の環状に形成されており、そして、前記スプリング取付部１５５５の周囲にスプリ
ング１５４９の巻回部を外嵌めし、該スプリング取付部１５５５を前記回転軸ベース１５
５９の端面１５５９ａに回転可能に軸着する。
そして、スプリング１５４９の他端（遊端）を、突出部材１５４７の前面側の端面に突設
したスプリング端部係止部１５５８に係止する。
このようにして回転軸ベース１５５９に突出部材１５４７を回動可能に取り付け、そして
、前記環状ガイド面１５６３に嵌めた際に、前記ガイド面摺動部１５５７が環状ガイド面
１５６３の周面を摺動可能に備えて配設する。
このとき、スプリング１５４９のバネ力は、回転軸ベース１５５９とガイドベース１５６
１との間の隙間１５７７に本体１５５１を収容する方向に付勢するものとしている（図１
０２乃至図１０４参照）。
【０３７９】
　従って、駆動手段（モータ）１５２３を回転動作させると、駆動手段（モータ）１５２
３に備えたギア（モータギア）１５７９の回転動作が伝達ギア１５７５に伝達される。
そして、伝達ギア１５７５から伝達された回転動作は、伝達ギア１５７５を一端に固定し
てなる軸部材１５３５ａを介して回転ベース１５３５に伝達される。これにより、回転ベ
ース１５３５と一体に取り付けられている回転軸ベース１５５９が回転動作をするため、
回転軸ベース１５５９に備えられている突出部材１５４７のガイド面摺動部１５５７が、
環状ガイド面１５６３の外周上を所定方向に摺動することとなる。
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前記突出部材１５４７は、前記回転動作により、前記ガイド面摺動部１５５７が、環状ガ
イド面１５６３の第１位置１５６５に位置するときには前記弾性部材（スプリング）１５
４９の付勢に抗して視認容易な出現位置１５４８に本体１５５１が突出して位置する（図
１０７参照）。
そして、回転方向（図１０７で符合Ｒ１で示す方向）に移動し、前記ガイド面摺動部１５
５７が、環状ガイド面１５６３の第２位置１５６７に到達すると、弾性部材（スプリング
）１５４９の力によって前記ガイド面摺動部１５５７が第２位置１５６７に落下する。こ
の落下動作によってスプリング１５４９の力で突出部材１５４７は回転方向とは反対方向
（図１０７で符合Ｒ２で示す退避方向）に回転し、視認困難な退避位置１５４６（前記隙
間１５７７）に収容されて位置する。そして、その後、ガイド面摺動部１５５７が緩やか
な曲面１５６９を摺動して隣の第１位置１５６５に位置する。このようにガイド面摺動部
１５５７を介して突出部材１５４７が第１位置１５６５に到達すると、突出部材１５４７
は視認容易な出現位置１５４８に突出して位置することとなる。回転動作によってこの作
動を繰り返し、突出部材１５４７は第１位置１５６５、第２位置１５６７と交互に移動す
る。
【０３８０】
　このように構成したことにより、退避位置（初期位置）１５４６から出現位置１５４８
に移動した可動部材１５３１は、出現位置１５４８にて、前記駆動手段（モータ）１５２
３によって所定方向に回転動作するとともに、ＬＥＤ１５４１及び１５４２からの光の入
光によって可動部材１５３１の前面側及び突出部材１５４７を発光演出する。詳細に説明
すると、突出部材１５４７は、透過性部材で所定の平板羽根形状に形成されているととも
に、下端には光導入部１５５３を備えており、その凹状内面側が、突出部材１５４７が第
１位置１５６５に位置して突出状態となっているときに（図１０７，図１１０の状態）、
ＬＥＤ基板１５４３の裏面側のＬＥＤ１５４２と対向するように配設されているため、前
記ＬＥＤ１５４２からの光は、光導入部１５５３の凹状内面に向けて照射されて本体１５
５１を発光演出表示する。
【０３８１】
　また、ＬＥＤ１５４２から発光された光は、凹状内面によって反射・拡散されて本体１
５５１の面部にも照射され、本体１５５１の表面には所定のレンズカット１５５１ａが形
成されているため、照射された光はこのレンズカット１５５１ａに反射・拡散されて本体
１５５１全体を発光演出する（図１１０参照）。
なお、突出部材１５４７が退避位置１５４６（前記隙間１５７７）に収容されて位置して
いるときには、光導入部１５５３はＬＥＤ１５４２と対応する位置にない。
　また、ＬＥＤ基板１５４３の前面側には多数のＬＥＤ１５４１を備え、それぞれが設定
に応じて所定の発行演出を行ない、回転ベース１５３５を介して環状飾り１５３７と装飾
部材１５３３を発光演出する。このとき、多数のＬＥＤ１５４１による前面方向への発光
演出とともに、環状飾り１５３７から一体に形成されて装飾部材１５３３の下方に並設さ
れる装飾表示部１５３８にも対応する位置にＬＥＤ１５４１が備えられている。従って、
この装飾表示部１５３８に所定のキャラクタ図柄やキャラクタ名などを表示しておけば、
ＬＥＤ１５４１からの光が照射されたときに所定の発光演出がなされることとなる。
なお、特に限定解釈されるものではないが、さらに多くのＬＥＤを設けて、突出部材１５
４７がいずれの位置にあっても対応することができるものとしても良い。
【０３８２】
＜第五の可動演出役物＞
　図１０１及び図１１１乃至図１１６に第五の可動演出役物１５８９の一例を示す。
　第五の可動演出役物（他の可動演出役物）１５８９は、前記第四の可動演出役物１５０
０とは異なる複数の可動体から構成されている。本実施形態において、第五の可動演出役
物１５８９は、遊技盤１の開口部１ｈから外れた位置、すなわち、遊技盤１の正面から見
て開口部１ｈの水平方向で外側に、後述するそれぞれの可動体が位置している状態が第二
の初期位置１５０６（図９９）で、その第二の初期位置１５０６から、前記開口部１ｈの
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中央方向に向けて移動し、前記第四の可動演出役物１５００が開口部１ｈの略中央に位置
している第一の出現位置１５０５に位置した第四の可動演出役物１５００の周りを囲むよ
うに配された状態のときが第二の出現位置１５０８（図１０１）である。
【０３８３】
　可動体は、本実施形態では半環状体に形成された左側可動体１５９１と、同じく半環状
体に形成された右側可動体１５９３の一対で構成され、それぞれの可動体は、水平移動し
て分離・連結可能で、連結した際には、遊技盤１の開口部１ｈに入る程度の環状役物を構
成する（図１０１、図１１１及び図１１２参照）。
そして、前記第四の可動演出役物１５００を構成する可動部材１５３１が第一の出現位置
１５０７に位置しているとき、この環状役物を構成する左側可動体１５９１と右側可動体
１５９３が第二の出現位置１５０８に向かって移動すると、前記可動部材１５３１と開口
部１ｈとの間に形成される中央の空きスペースで前記可動部材１５３１が左側可動体１５
９１と右側可動体１５９３によって囲まれるようにして位置するため、全体で一つの意匠
を構成することができる。すなわち、遊技盤１の奥行き方向で、該遊技盤１の開口部１ｈ
を占める程度の大きさの意匠が出現し、かつ第四の可動演出役物１５００のアーム１５０
９の少なくとも一部を視認困難に遮蔽するため遊技の興趣を図れる（図１０１参照）。
【０３８４】
　左側可動体１５９１と右側可動体１５９３は、それぞれ対象形状を有している。従って
、ここでは左側可動体１５９１について説明し、右側可動体１５９３については説明を省
略する。左側可動体１５９１は次の構成を採用している（図１１３乃至図１１６参照）。
【０３８５】
　左側可動体１５９１は、複数個の開口部を有する装飾部材１５９５と、前記装飾部材１
５９５の背面側に備えられ、所定の加工が施されたレンズ部材１６０５と、前記レンズ部
材１６０５の背面側に備えられ、開口部を有するリフレクタ（反射部）１６１１と、前記
反射部の背面側に備えられたＬＥＤ基板１６２１とを含んで構成している。
【０３８６】
　装飾部材１５９５は、例えば、非透光性部材によって平板の半環状体に形成された内外
縁部間にわたり、三角形状の開口１５９７が周面方向にわたって互い違いに３つ配設（第
一の開口群１５９９）され、その隣には内外縁部間にわたって設けられる細長溝状の開口
１６０１（第二の開口１６０３）が配設されており、前記第一の開口群１５９９と第二の
開口１６０３を交互に繰り返して構成されている。なお、開口１５９７のうちの中央の開
口１５９７には、小さな円弧状の突状装飾部１５９７ａが設けられている。
【０３８７】
　レンズ部材１６０５は、透光性部材によって平板の半環状体に形成され、その前面に星
形の突出領域１６０７を、所定間隔をあけて複数個設けるとともに、それぞれの星形の突
出領域１６０７の間に細長状の領域１６０９を設けて構成されている。
【０３８８】
　リフレクタ（反射部）１６１１は、装飾部材１５９５の第一の開口群１５９９を構成す
る中央の三角形状の開口１５９７と同様の開口１６１５と、その両側に設けられ、第一の
開口群１５９９を構成する左右の三角形状の開口１５９７と比して小さく形成された三角
形状の開口１６１７からなる第三の開口群１６１３と、装飾部材１５９５の第二の開口１
６０３と同様に細長溝状に形成した第四の開口１６１９が交互に繰り返して構成されてい
る。
【０３８９】
　ＬＥＤ基板１６２１は、半環状体に形勢された基板の前面所定位置に所定のＬＥＤが備
えられて構成されており、本実施形態では、第一の開口群１５９９（第三の開口群１６１
３）における中央の三角形状の開口１５９７（１６１５）の左右に対応する領域にそれぞ
れＬＥＤ１６２１ａを、第二の開口１６０３（第四の開口１６１９）に対応する領域には
それぞれＬＥＤ１６２１ｂを配している。
【０３９０】
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　すなわち、前記ＬＥＤ１６２１ａ，１６２１ｂの消灯時には、装飾部材１５９５の開口
形状が視認可能であり（図１１５参照）、前記ＬＥＤ１６２１ａ，１６２１ｂの点灯時に
は、レンズ部材１６０５の星形の突出領域１６０７によって略星形に発光する装飾演出が
表現できるため（図１１６参照）、発光手段の消灯時と点灯時とで前記装飾部材１５９５
の見え方が異なる発光演出がなし得る。また、ＬＥＤ１６２１ａのみ点灯した場合でも、
略星形に発光表示する演出が可能である。
【０３９１】
　左側可動体１５９１と右側可動体１５９３は、視認困難な第二の初期位置１５０６から
視認容易な第二の出現位置１５０８まで移動させることが可能な他の駆動手段を有してい
る。他の駆動手段は、左側可動体１５９１と右側可動体１５９３のそれぞれに別個に備え
られている。
【０３９２】
　左側可動体１５９１と右側可動体１５９３を駆動させるそれぞれの駆動手段は、それぞ
れ同一の構成であるため、ここでは左側可動体１５９１を駆動させる駆動手段について説
明し、右側可動体１５９３を駆動させる駆動手段については説明を省略する。左側可動体
１５９１を駆動させる駆動手段は次の構成を採用している（図１１１及び図１１２参照）
。
【０３９３】
　駆動モータ１６２３のモータギア１６２５が中間ギア（ピニオンギア）１６２７にモー
タ１６２３の回転動作を伝達し、中間ギア１６２７の回転動作をラック１６２９に伝達す
る。ラック１６２９には、左側可動体１５９１の下端スライド部１５９１ａが一体に取り
付けられている。なお、中間ギア１６２７の背後（図面で中間ギア１６２７の奥側）には
、中間ギアと同一の軸に取付固定される図示しない伝達ギアがモータギア１６２５と噛み
合って備えられており、モータギア１６２５の回転動作が図示しない伝達ギアに伝達され
ることにより中間ギア１６２７が回転動作する。
また、図面では、駆動モータ１６２３を図示省略し、配設位置のみを引き出し線で示して
いるが、モータギア１６２５の背面側に備えられている。
　また、本実施形態では、左側可動体１５９１の水平方向の移動時において横ブレが生じ
難くなるように、ラック１６２９と水平方向に配設したガイド軸１６３１を左側可動体１
５９１の下端に貫通して備えており、左側可動体１５９１の下端スライド部１５９１ａが
ガイド軸１６３１にそって水平方向に摺動可能に構成されている。
【０３９４】
　ラック１６２９は、裏箱１０５５の下方領域にて水平方向にわたって架け渡されたベー
ス部材１６３３に備えたラックガイド１６３５に沿って左右方向（水平方向）に移動可能
に構成されており、中間ギア１６２７の回転動作を伝達されたラック１６２９は、その回
転動作を左右方向への直進動作に変換して左右方向（水平方向）に移動する。
また、左側可動体１５９１の上端側は、裏箱１０５５に配設された上端ガイドレール１６
３９に対して摺動可能に配設されている。
ちなみに、本実施形態において上端ガイドレール１６３９は、次に説明する位置に取り付
けられている。例えば、左側の上端ガイドレール１６３９は、後述する第八の可動演出役
物１９５０を構成する機構前ベース１９５２の前面側の上部領域に取り付けられる。
また、右側の上端ガイドレール１６３９は、上述した第四の可動演出役物１５００を構成
する表ベース１５０１ａの前面側の上部領域に取り付けられる。なお、上端ガイドレール
１６３９の取付位置は本実施形態の取付位置に限定解釈されるものではなく、本発明の範
囲内で設計変更可能である。
【０３９５】
　なお、左側可動体１５９１用のラック１６２９と右可動体１５９３用のラック１６２９
は、それぞれが水平方向移動する際に障害とならないように、ラックガイド１６３５の前
後面にそれぞれのラック１６２９，１６２９を案内させるようにして前後方向で位置をず
らして配設するものとしている。
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　前記第四の可動演出役物１５００を前記第一の出現位置１５０７に移動させた後に、前
記第五の可動演出役物１５８９（左側可動体１５９１と右側可動体１５９３）を、第一の
出現位置１５０７に位置している第四の可動演出役物１５００の周りを囲むようにして第
五の可動演出役物１５８９（左側可動体１５９１と右側可動体１５９３）を第二の出現位
置１５０８までそれぞれ移動させることで、前記第四の可動演出役物１５００の周囲を第
五の可動演出役物１５８９（左側可動体１５９１と右側可動体１５９３）で取り囲むよう
にして配置されるため、アーム１５０９の少なくとも一部を第五の可動演出役物１５８９
（左側可動体１５９１と右側可動体１５９３）が視認困難とすることができる。
【０３９６】
　図１１７乃至図１２１は、第四の可動演出役物１５００と第五の可動演出役物１５８９
の他の実施の形態である。
【０３９７】
　本形態の第四の可動演出役物１５００と第五の可動演出役物１５８９は、第四の可動演
出役物１５００を構成する可動部材１５３１と、第五の可動演出役物１５８９を構成する
左側可動体１５９１と右側可動体１５９３において、多少の相違点を有するものであるが
、その他の構成にあっては図９８乃至図１１５にて説明した先の実施形態と同じであるた
め、相違する部分のみの説明に留め、その他の箇所については先の実施形態の説明を援用
する。
【０３９８】
　可動部材１５３１は、回転動作をすることで所定の可動演出を行うものであって、前面
側に配される装飾部材１５３３と、装飾部材１５３３を取り付ける基板カバー１５３９と
、基板カバー１５３９の背面側に配されるＬＥＤ基板１５４３のＬＥＤ１５４１を含み、
前記アーム１５０９の先端に設けられている可動部材取付部１５１５に一体に配設される
。前記ＬＥＤ基板１５４３は、基板の前面側の所定位置に所定のＬＥＤ１５４１を備えて
いる。
【０３９９】
　図中１５２３は、可動部材用の駆動手段（モータ）で、可動部材取付部１５１５の前面
に備えており、その回転軸１５２３ａは、可動部材取付部１５１５の内方へと臨み、可動
部材取付部１５１５の内方にてモータギア１７１４を取り付けている（図１１７にて、符
合１７１４ａで示す部分がモータギア１７１４の前面にある前記回転軸１５２３ａ用の軸
着部である）。モータギア１７１４は、隣接される中間ギア１５７５に噛み合っている。
本実施形態では、中間ギア１５７５の前面に小ギア１５７５ａが一体成形されており、こ
の小ギア１５７５ａが伝達ギア１７１０に噛み合って、回動動作を軸１７１１を介して装
飾部材１５３３に伝達可能に構成している。
伝達ギア１７１０は、前面に回転軸１７１１を固着しており、固着軸１７１１の先端には
連結部材１７１１ａが固着されている。すなわち、前記連結部材１７１１ａを装飾部材１
５３３の背面（内面）に連結固定することにより、駆動手段（モータ）１５２３のモータ
ギア１７１４からの回動動作が装飾部材１５３３に伝達されて回動動作する。
なお、本形態では、伝達ギア１７１０の前面側に突片１７１３を備え、回転部材取付部１
５１５内面に備えたフォトセンサ１７１５によって回転動作を検出している（図１１７参
照）。
【０４００】
　本件他の実施形態における第五の可動演出役物（他の可動演出役物）は、左側可動体１
５９１と右側可動体１５９３の形態において多少の相違点を有しているものであるが、そ
の他の構成作用効果にあっては前記実施形態と同じである。
また、本実施形態によれば、第四の可動演出役物１５００の可動部材１５３１の周りを、
第五の可動演出役物１５８９を構成する左側可動体１５９１と右側可動体１５９３によっ
て囲んだ演出をするため、可動部材１５３１を可動させる駆動手段（モータ１５２３）は
、前方から（遊技者側から）視認困難とさせることができるため、遊技機全体の装飾効果
において美観を損なう虞がない。
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【０４０１】
　可動体は、複数個の開口部を有する装飾部材１７１７と、前記装飾部材１７１７の背面
側に備えられ、所定の加工が施されたレンズ部材１７２３と、前記レンズ部材１７２３の
背面側に備えられ、所定の開口孔部１７３１を有するシート部材１７２９と、シート部材
１７２９の背面側に備えられ、所定の開口孔部１７３５を有する導光レンズ部材１７３３
と、導光レンズ部材１７３３の背面側に備えられたＬＥＤ基板１７３７とを含んで構成し
ている。
【０４０２】
　装飾部材１７１７は、例えば、非透光性部材によって平板の半環状体に形成された内外
縁部間にわたり、平面視でしずく形状の開口１７１９が周面方向にわたって互い違いに３
つ配設（第一の開口群１７２１）され、この第一の開口群１７２１を交互に繰り返して構
成されている。
【０４０３】
　レンズ部材１７２３は、透光性部材によって平板の半環状体に形成され、その前面に平
面視でしずく状の突出領域１７２５を、所定間隔をあけて複数個設けるとともに、その他
の領域には細かい突出領域１７２７が散在して構成されている。
【０４０４】
　シート部材１７２９と導光レンズ部材１７３３には所定の開口孔部１７３１，１７３５
が所定位置に設けられている。シート部材１７２９は、所定の着色がなされた透光性を有
する部材で形成されている。
【０４０５】
　ＬＥＤ基板１７３７は、半環状体に形成された基板の前面所定位置に所定のＬＥＤ１７
３９が備えられて構成されている。
【０４０６】
　すなわち、本件他の実施形態にあってもＬＥＤ１７３９の消灯時と点灯時とで前記装飾
部材１７１７の見え方が異なる発光演出がなし得る。
【０４０７】
＜第六の可動演出役物＞
　図１２２乃至図１２７は第六の可動演出役物１７４１の一例を示す。
　第六の可動演出役物（演出役物）１７４１は、裏箱１０５５の下方中央領域に備えられ
ており、図１２４及び図１２５にて矢印ｇ１，ｇ２の方向に上下移動して出没演出を行な
う役物である。すなわち、本実施形態では、裏箱１０５５の下方中央領域に備えられ、通
常は視認困難な初期位置１７４３（例えば、図９８にて説明すると、ステージ１００１の
裏側に、一部視認可能に隠れている）にあって、遊技において所定の演出を行なう際には
視認容易な出現位置１７４５（例えば、図９８にて、ステージ１００１よりも鉛直方向で
上方に突出して遊技者から視認容易となっている仮想線で示す状態）に移動することで遊
技の興趣を図ろうとするものである。
【０４０８】
　具体的に説明すると、所定の外観形状を有する装飾部材１７４７と、前記装飾部材１７
４７を可動させる駆動手段１７５５と、前記装飾部材１７４７と前記駆動手段１７５５と
にわたって備えられ、前記駆動手段１７５５からの回転動作を受けて前記装飾部材１７４
７を初期位置１７４３から出現位置１７４５まで上下移動可能に構成する移動機構（上下
移動機構ともいう。以下、上下移動機構という）１７６１と、前記上下移動機構１７６１
により装飾部材１７４７を出現位置１７４５まで移動した後、前記駆動手段１７５５の回
転動作によって、前記装飾部材１７４７の端部領域（第二装飾部材１７５１）のみを可動
（下方に引き下げる）させる端部可動機構（上部引き下げ機構ともいう。以下、上部引き
下げ機構という）１７７５とを、少なくとも含んで構成されている（図１２３参照）。
【０４０９】
　装飾部材１７４７は、弾性変形可能な材料、例えばゴムや軟質合成樹脂などで形成し、
筒状体を縦方向で半分に切断した第一装飾部材１７４９と、第一装飾部材１７４９の上端
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に備えられる第二装飾部材１７５１と、第一装飾部材１７４９の下端に備えられる第三装
飾部材１７５３で構成されている（図１２２乃至図１２７参照）。
本実施形態では、第一装飾部材１７４９をエラストマ樹脂で形成するとともに、第二装飾
部材１７５１と第三装飾部材１７５３はポリカーボネイトで形成するものとしている。な
お、第一装飾部材１７４９は軟質材料からなるものであればよく、また第二装飾部材１７
５１と第三装飾部材１７５３は特に限定されず、硬質材料であっても軟質材料であっても
よく本発明の範囲内で設計変更可能である。
弾性変形可能な材質からなるものでなくてもよい。
　また、本実施形態では、第一装飾部材１７４９を全体的に薄肉状に形成しているが、さ
らに鉛直方向で略中央の領域に全体の肉厚よりもさらに薄肉に形成されている領域１７４
９ａ，１７４９ａを水平方向に二箇所設けている（図１２２乃至図１２７参照）。
【０４１０】
　駆動手段（モータ）１７５５は、回転動作を、鉛直方向に配した第一のリンク部材（筒
上下リンク部材ともいう。以下、単に上下リンク部材という）１７６３の前進及び後退動
作（上下動動作）に変換するカム機構（モータカム）１７５７を備えている。なお、本実
施形態では、このカム機構１７５７にフォトセンサ１７５９を備えて位置検出を行なうも
のとしている（図１２２乃至図１２６参照）。
【０４１１】
　上下移動機構１７６１は、前記カム機構（モータカム）１７５７に接続されている上下
リンク部材１７６３と、前記装飾部材１７４７と接続されて一体に上下動作する第一のス
ライダー部材（筒上下スライダー部材ともいう。以下、単に上下スライダー部材という）
１７７１と、前記上下リンク部材１７６３と上下スライダー部材１７７１との間にわたっ
て備えられ、前記上下リンク部材１７６３の上端１７６３ｂが接続され、かつ前記上下リ
ンク部材１７６３の上下動作によって、上下回動動作して前記上下スライダー部材１７７
１を上下動作させる第一のアーム部材（筒上下アーム部材ともいう。以下、単に上下アー
ム部材という）１７６５を含んでいる（図１２２乃至図１２７参照）。
【０４１２】
　上下リンク部材１７６３は、上述の通り、一端（下端）１７６３ａがモータカム１７５
７に接続されるとともに、他端（上端）１７６３ｂが上下アーム部材１７６５に軸着され
ている。
【０４１３】
　上下アーム部材１７６５は、一端１７６５ａが機構ベース部材（筒機構ベース部材）１
７６９の軸部材１７６９ａを介して軸着されるとともに、他端１７６５ｂが上下スライダ
ー部材１７７１に軸着して備えられている。
【０４１４】
　すなわち、上下リンク部材１７６３が上下動作をすると、上下リンク部材１７６３の他
端（上端）１７６３ｂが、上下アーム部材１７６５に軸着されているため、上下アーム部
材１７６５は、軸着された一端１７６５ａを支点として他端１７６５ｂが上下方向に回動
動作をする。
これにより、他端１７６５ｂが軸着されている上下スライダー部材１７７１を上下移動さ
せることができる。
【０４１５】
　上下スライダー部材１７７１は、所定の幅をもった板状に形成され、後述する伸縮スラ
イダー部材１７７９を挟み込んだ状態で筒ベース部材１７７３と一体に連結されており、
機構ベース部材１７６９に対して軸着して鉛直方向に移動可能に配設されている。
【０４１６】
　上部引き下げ機構１７７５は、前記上下リンク部材１７６３が最も前進移動（上昇）し
たときに、前記カム機構１７５７の一部が当接して矢印Ｅ１で示す水平方向に移動可能な
第二のスライダー部材（左右スライダー部材ともいう。以下、左右スライダー部材という
）１７７７と、前記装飾部材１７４７の第二装飾部材（上部領域）１７５１と接続されて
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一体に上下動作する伸縮スライダー部材（筒伸縮スライダー部材）１７７９と、前記左右
スライダー部材１７７７と前記伸縮スライダー部材１７７９との間にわたって備えられ、
前記上下リンク部材１７６３が最も前進移動（上昇）し、かつ左右スライダー部材１７７
７が水平方向に移動した際に前記伸縮スライダー部材１７７９を後退させる（下方へと押
し下げる）装飾部材可動リンク機構（筒伸縮リンク機構）１７８５とを含んで構成されて
いる。
【０４１７】
　左右スライダー部材１７７７は、機構ベース部材１７６９の前面に水平方向で２箇所突
設したスライド突起１７８１を貫通させてスライドガイドとして機能させるとともに、そ
の一端に装飾部材可動リンク機構１７８５の一端（下端）１７８９ａを回動可能に軸着し
ている（図１２２乃至図１２６参照）。そして、他端はスライド方向と直交する方向で後
方に向けて押圧壁部１７８３を一体に突設している。
この押圧壁部１７８３の内面側には前記上下リンク部材１７６３が近接して配設されてお
り、モータカム１７５７の回動動作によって旋回しつつ上下動作をする上下リンク部材１
７６３が押圧壁部１７８３に接して押圧し、左右スライダー部材１７７７はこの押圧動作
によって左右方向にスライド移動する。
【０４１８】
　伸縮スライダー部材１７７９は、筒ベース部材１７７３と上下スライダー部材１７７１
との間に挟まれた状態で配されており、その上端１７７９ａは、第二装飾部材１７５１と
一体に連結される上端部１８０３から垂設された突片１８０３ａ，１８０３ａと、後述す
る前後リンク機構１７９３の第一リンク部１７９５の上端に備えられた一対の軸着片１７
９５ａ，１７９５ａとにわたり、軸部１８０２を介して一緒に軸着されて回動可能に取り
付けられている（図１２４乃至図１２６参照）。
また、伸縮スライダー部材１７７９の中間部領域には鉛直方向に長尺の左右の貫通領域１
８０１が形成されており、この左右の貫通領域１８０１に、後述する前後リンク機構１７
９３の第二リンク部１７９７の上端に備えられた一対の軸着片１７９７ａにわたって架け
渡された軸部１８０７が遊びをもって挿通されている。
また、伸縮スライダー部材１７７９には、鉛直方向の縦溝１７７９を貫通して設けられて
おり、この縦溝１７７９ｂには、装飾部材可動リンク機構１７８５を構成する第二リンク
１７８７の遊端１７８７ａが摺動可能に連結されている。
【０４１９】
　装飾部材可動リンク機構１７８５は、所定のクランク状に形成した第一リンク１７８９
と第二リンク１７８７がそれぞれの端部同士を回動可能に軸着（図中符合１７８８は軸着
部を示す）して一つの引下げリンク機構を形成し、第一リンク１７８９の遊端１７８９ａ
が左右スライダー部材１７７７の一端に軸着され、第二リンク１７８７の遊端１７８７ａ
が伸縮スライダー部材１７７９の縦溝１７７９ｂに摺動可能に連結されている。（図１２
２乃至図１２６参照）。
【０４２０】
　従って、上下リンク部材１７６３が最も上昇したとき（図１２５）に、前記カム機構１
７５７の一部が左右スライダー部材１７７７の押圧壁部１７８３に当接し、左右スライダ
ー部材１７７７を水平方向に押圧移動（矢印Ｅ１方向に水平移動）させる。
　左右スライダー部材１７７７が水平移動（矢印Ｅ１方向に水平移動）をすると、その水
平移動にともなって、装飾部材可動リンク機構１７８５を構成している第一リンク１７８
９と第二リンク１７８７が軸着部１７８８で所定の動作（第一リンク１７８９は矢印Ｆ１
方向に移動、第二リンク１７８７は矢印Ｆ２方向に移動）をするため、第二リンク１７８
７の遊端１７８７ａによって伸縮スライダー部材１７７９の縦溝１７７９ｂの下端１７７
９ｃが僅かに下方に押されるため、その押し下げ動作によって、第一装飾部材１７４９は
多少下方に押し下げられるとともに、最も薄肉の二箇所の領域１７４９ａ，１７４９ａで
屈曲し、装飾部材が上下方向でつぶれた状態を表現することができる（図１２６参照）。
【０４２１】



(82) JP 2017-18436 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

　また、本実施形態では、前記駆動手段によって、前記装飾部材１７４７の外面略中央領
域を前方へと突出させる弾性変形機構を備えており、弾性変形機構は、上部引下げ機構１
７７５により装飾部材１７４７の上部領域（第二装飾部材）１７５１が下方に引き下げら
れた際に、前記装飾部材１７４７の内面に向けて押出し部材（装飾部材押圧部）１７９９
を押し付けるべく動作する前後リンク機構１７９３を備えて構成されている。
【０４２２】
　前後リンク機構１７９３は、上下端部にそれぞれ一対の軸着片１７９５ａ，１７９５ａ
を突設してなる第一リンク部１７９５と、同じく上下端部にそれぞれ一対の軸着片１７９
７ａ，１７９７ａを突設してなる第二リンク部１７９７と、第一リンク部１７９５と第二
リンク部１７９７の間に備えられる押し出し部材（装飾部材押圧部）１７９９で構成され
ている（図１２４乃至図１２７参照）。
押し出し部材（装飾部材押圧部）１７９９は、例えば、平板状に形成されるとともに、そ
の背面に水平方向で一対の軸受部（図示省略）を突設し、該一対の軸受部と、第一リンク
部１７９５の下端の一対の軸着片１７９５ａ，１７９５ａと、第二リンク部１７９７の上
端の一対の軸着片１７９７ａ，１７９７ａとにわたって、軸部１８０４を介して軸着する
ことで揺動可能に構成されている。
【０４２３】
　そして、第一リンク部１７９５の上端の一対の軸着片１７９５ａ，１７９５ａを、上述
したとおり、第二装飾部材１７５１と一体に連結される上端部１８０３から垂設された突
片１８０３ａ，１８０３ａと、伸縮スライダー部材１７７９の上端１７７９ａとにわたり
、軸部１８０２を介して一緒に軸着して回動可能に構成するとともに、第二リンク部１７
９７の下端の一対の軸着片１７９７ａ，１７９７ａの間に、上下スライダー部材１７７１
の背面に突設した一対の軸受部（図示省略）を配するとともに、それら一対の軸着片１７
９７ａ，１７９７ａと一対の軸受部（図示省略）にわたって軸部１８０７を架け渡してな
る。また、前記軸部１８０７は、伸縮スライダー部材１７７９の中間部領域に形成した長
尺の左右の貫通領域１８０１，１８０１に遊びを持った状態で挿通する（図１２４乃至図
１２７参照）。
【０４２４】
　このように構成することにより、装飾部材可動リンク機構１７８５によって、伸縮スラ
イダー部材１７７９が鉛直方向で下方に引き下げられると、該伸縮スライダー部材１７７
９の上端１７７９ａが係止している軸部１８０２を下方へと引き下げることとなる。
すると、前記軸部１８０２に軸着されている前後リンク機構１７９３が下方へと引き下げ
られるとともに、第二リンク部１７９７の下端の一対の軸着片１７９７ａ，１７９７ａが
、上下スライダー部材１７７１の背面に突設した一対の軸受部（図示省略）に軸着されて
いるため、第一リンク部１７９５と第二リンク部１７９７が軸部１８０４を中心にして前
方へと揺動する。そして、この第一リンク部１７９５と第二リンク部１７９７の揺動動作
によって押し出し部材１７９９が前方へと突き出されるようにして押し出され、その押し
出された押し出し部材１７９９によって装飾部材（第一の装飾部材１７４９）の略中央領
域が前方へと突出するように押圧される（図１２７参照）。単に可動演出役物が上下動作
をするだけではなく、このような滑稽な動作を不意に遊技者に対して与えることができる
ため、遊技の興趣が向上する。
【０４２５】
　また、本実施形態では、裏箱１０５５の下方中央領域に備えられ、鉛直方向で上方に移
動可能に構成されているが、これに限定解釈されるものではなく、例えば裏箱１０５５の
側方に備えられて水平方向に移動可能に構成されていてもよく、また、裏箱１０５５の上
方に備えられ、鉛直方向で下方に向けて移動可能に構成されていてもよい。
さらに第六の可動演出役物（演出役物）１７４１を前記第四の可動演出役物１５００と第
五の演出役物１５８９と合わせて配設する形態を採用することも可能である。
この場合、前記第四の可動演出役物（一の可動演出役物）１５００を前記出現位置１７４
５に移動させてから、前記第五の可動演出役物（他の可動演出役物）１５８９を前記出現
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位置１７４５まで移動させることにより、前記第四の可動演出役物（一の可動演出役物）
を１５００前記第五の可動演出役物（他の可動演出役物）１５８９で囲んだ状態とすると
ともに、前記第六の可動演出役物（演出役物）１７４１を前記第五の可動演出役物（他の
可動演出役物）１５８９によりさらに遊技者側から視認困難とすることが可能である。
なお、本実施形態では、この演出役物の一例として第六の可動演出役物１７４１をもって
説明したが、前記第四の可動演出役物（一の可動演出役物）１５００を前記出現位置１７
４５に移動させてから、前記第五の可動演出役物（他の可動演出役物）１５８９を前記出
現位置１７４５まで移動させる役物を採用する場合において、前記演出役物が前方から視
認困難状態に隠されることとなる形態を採用するにあたっては、この演出役物は可動せず
に常時視認容易な位置に突出しているものであってもよい。
【０４２６】
＜第七の可動演出役物＞
　図１２８乃至図１３１は、本実施形態で採用する第七の可動演出役物１９００であって
、前記第六の可動演出役物１７４１と同じく裏箱１０５５の下方中央領域に配設されて、
上下移動することで出没動作による演出を提供するものである（図９９参照）。
　例えば、本実施形態の第七の可動演出役物１９００は、裏箱１０５５に取り付け固定さ
れる機構ベース１９０１と、機構ベース１９０１に対して上下移動可能に保持される上下
スライド機構１９０３で構成されている（図１２９参照）。
また、第七の可動演出役物１９００は、前記第六の可動演出役物１７４１に代えて配設さ
れる他の実施形態である。なお、第六の可動演出役物１７４１と第七の可動演出役物１９
００は、遊技機の可動演出役物の一つとしていずれか一つを選択的に採用するものである
が、遊技機形態によっては二つを併せて採用することも可能で本発明の範囲内で設計変更
可能である。
【０４２７】
　上下スライド機構１９０３は、出没可能な上下スライド板１９０５と上下スライド板１
９０５を駆動せしめる駆動機構１９１５で構成されている（図１２９参照）。
【０４２８】
　上下スライド板１９０５は、所定形状に形成された装飾部材（レンズ部）１９０７と、
装飾部材（レンズ部）１９０７の背面側に配設される導光レンズ部１９０９と、導光レン
ズ部１９０９の背面側に配設され、前記導光レンズ部１９０９に対向する多数のＬＥＤ１
９１２を設けたＬＥＤ基板１９１１と、ＬＥＤ基板１９１１の背面側に配設される裏パネ
ル１９１３で構成されている。
導光レンズ部１９０９には、前記ＬＥＤ基板１９１１のＬＥＤ１９１２と対向する位置に
導光孔１９１０が設けられている。従って、各ＬＥＤ１９１２からの光は、導光レンズ部
１９０９の各導光孔１９１０から装飾部材（レンズ部）１９０７に照射されて所定の発光
演出を行う。
【０４２９】
　駆動機構１９１５は、機構ベース１９０１に配設された駆動手段（モータ）１９１７と
、モータ１９１７の回転軸に取り付けられるカム機構（モータカム）１９１９と、モータ
カム１９１９に一端（下端）１９２１ａが軸着されて鉛直方向に備えられるリンク部材１
９２１と、一端１９２３ａが上下スライド板１９０５の下端領域１９０５ａに軸着され、
他端１９２３ｂが機構ベース１９０１に軸着されて備えられる上下動作アーム１９２３で
構成されている。
【０４３０】
　上下動作アーム１９２３の長さ方向で中途部位には、前記リンク部材１９２１の他端（
上端）１９２１ｂが軸着されている。
そして、上下スライド板１９０５の下端領域１９０５ａには、機構ベース１９０１方向に
向けて突出した突起部１９２５，１９２５，１９２５が複数個突設されており、機構ベー
ス１９０１に複数個設けた鉛直方向のスライド溝部１９０１ａ，１９０１ａにそれぞれス
ライド可能に係止している。
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【０４３１】
　従って、モータカム１９１９によって上下動作するリンク部材１９２１が機構ベース１
９０１に他端１９２３ｂが軸着されて配されている上下動作アーム１９２３の一端１９２
３ａを上下動作して上下スライド板１９０５を上下動作させることができる。
　すなわち、本実施形態の第七の可動演出役物１９００にあっては、裏箱１０５５の下方
中央領域に配設されているため、可動していないときは、遊技者側からみて遊技盤のステ
ージや種々の遊技部材などによって遊技者から視認困難な初期位置１９２７に位置してい
る（図９９，図１３０参照）が、可動を開始して上昇移動させると、所定形状を有する上
下スライド板１９０５が、前記ステージなどの背面側から視認容易な出現位置１９２９に
移動する（図１２８，図１３１参照）。
【０４３２】
　また、本実施形態では、このカム機構１９１９にフォトセンサ１９２２を備えて初期位
置の検出を行なうものとしている（図１２９乃至図１３１参照）。
【０４３３】
＜第八の可動演出役物＞
　図１３２乃至図１３４は、本実施形態で採用する第八の可動演出役物１９５０であって
、裏箱１０５５の内面で遊技機の正面から見て向かって左側に配設され、遊技機の中央方
向に向けて回動動作することで出没演出を提供するものである（図９８乃至図１０１参照
）。
【０４３４】
　裏箱１０５５に取り付けられる機構裏ベース１９５１及び機構前ベース１９５２と、機
構前ベース１９５２の前面側の上部領域に配設された駆動手段（モータ）１９５３と、駆
動手段（モータ）１９５３の回転軸に連結され、機構裏ベース１９５１と機構前ベース１
９５２の間に配設されたカム機構（モータカム）１９５５と、機構裏ベース１９５１と機
構前ベース１９５２の間に配設されるとともに、前記カム機構（モータカム）１９５５に
一端１９５７ａが軸着（軸着部分を符合１９５７ｃで示す）されてモータ１９５３の回転
動作を上下方向の進退動作に変換するリンク部材１９５７と、機構裏ベース１９５１と機
構前ベース１９５２の間に下端１９５９ａ側が配設され、リンク部材１９５７の他端１９
５７ｂに軸着（軸着部分を符合１９５７ｄで示す）されて回動動作をする装飾部材１９５
９を含んで構成されている（図１３２乃至図１３４参照）。
図１３２にて符合１９６２で示す部材は図示しないハーネスを保持するハーネスホルダー
を示し、符号１９６４は図示しないＬＥＤ基板と接続される中継基板を示し、符合１９５
４は機構前ベース１９５２の前面に貼り付けられるベースシールを示す。
リンク部材１９５７の一端１９５７ａとモータカム１９５５の軸着部分１９５７ｃは、機
構裏ベース１９５１に設けられた溝１９５１ｂ内を摺動可能に案内されている。
なお、前記機構裏ベース１９５１と機構前ベース１９５２は、透光性を有するものである
が、ベースシールが非透光性を有するものであるため、前方からでは機構裏ベース１９５
１と機構前ベース１９５２の間に配された機構が視認困難になっている。
【０４３５】
　装飾部材１９５９の下端１９５９ａとリンク部材１９５７の他端１９５７ｂの軸着部分
１９５７ｄは、機構裏ベース１９５１に設けられた溝１９５１ａ内を摺動可能に案内され
ている。
そしてその軸着部１９５７ｄよりも上端側には所定の錘１９６１が一体に備えられており
、装飾部材１９５９を初期位置（視認困難な位置）１９６３に戻す際の補助として錘１９
６１が機能している。
【０４３６】
　モータカム１９５５が所定方向（図１３３及び図１３４にて反時計回り方向）に回動し
、リンク部材１９５７が上方に移動動作すると、他端１９５７ｂが上方に移動するためそ
れに従って、軸着部１９５７ｄを中心にして装飾部材１９５９が時計回り方向に回動して
、初期位置１９６３（図１３３の状態）から視認容易な出現位置１９６５（図１３４の状
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態）に移動する。
【０４３７】
　また、本実施形態では図示は省略するが、この第八の可動演出役物１９５０にあっては
、装飾部材１９５９が透過性材にて形成され、かつ内部に図示しない所定数のＬＥＤを実
装するＬＥＤ基板を配設して構成しており、所定条件の下に装飾部材１９５９を出現位置
１９６５に所定時間留めておく際に、装飾部材１９５９を発光させて演出表示するものと
する。この場合、発光形態は点灯であっても点滅であってもよい。
【０４３８】
　なお、初期位置１９６３に戻すときはモータ１９５３を逆回転させれば、リンク部材１
９５７が下方に動作し、他端１９５７ｂが下方に移動するため、それに従って、軸着部を
中心にして装飾部材１９５９が反時計回り方向に回動して、出現位置１９６５から初期位
置１９６３に移動する。
【０４３９】
　また、本実施形態では、このカム機構１９５５にフォトセンサ１９７１を備えて初期位
置の検出を行なうものとしている（図１３２乃至図１３４参照）。
【０４４０】
＜大入賞口＞
　図１３５は、本実施形態の遊技機に備えられる大入賞口１０１１の拡大概略図である。
　本実施形態の大入賞口１０１１は、ソレノイド１９８０によってプランジャ１９８１を
作動させて開閉扉１９８３の開閉操作を行なう大入賞口１０１１において、プランジャ１
９８１を真鍮製にした点に特徴を有している。図中１９８４は球通路、１９８５はセンサ
を示す。大入賞口１０１１は、開閉扉１９８３を開閉動作することにより、球通路１９８
内への遊技球の進入を可能としており、進入した遊技球をセンサ１９８５により検知する
。すなわち、本実施形態において、プランジャ１９８１を真鍮製にすることによってソレ
ノイド１９８０からの磁力がプランジャ１９８１に滞留することがなく、開閉扉１９８３
の誤作動を生じさせる虞がない。
【０４４１】
＜第四の発光演出手段＞
　本実施形態では第四の発光演出手段１９９０として、所定の発光装飾部材を備えている
（図９８、図１００、図１０１、図１２８及び図１３６参照）。なお、図９８、図１００
、図１０１、図１２８にて、第四の発光演出手段１９９０が遊技盤１の前面に備えられて
いるように記載されているが、これは本発明を構成する遊技盤１が透明遊技盤を使用して
いることから、透明遊技盤を介して裏箱に備えた第四の発光演出手段１９９０が透けて見
えている状態を表している。
【０４４２】
　第四の発光演出手段１９９０は、非透過性で所定形状の外装部材１９９１と、外装部材
１９９１の中央の窓部（開口）１９９１ａに対応する背面側に設けられるハーフミラー１
９９３と、ハーフミラー１９９３の背面側に設けられる所定の図柄を模したシート部材１
９９５と０、シート部材１９９５の背面側に設けられるリフレクタ１９９７と、リフレク
タ１９９７の背面側に設けられるＬＥＤ基板１９９９で構成されている。
このような構成を採用したことにより、ＬＥＤ基板１９９９の非発光時にはハーフミラー
１９９３によって窓部１９９１ａが鏡面状になっているだけであるが、発光時にはシート
部材１９９５に模した画像がハーフミラー１９９３を介して窓部１９９１ａから発光表示
されるため遊技の興趣が向上する。
なお、外装部材全体を透過性材料で形成するものであってもよく、この場合は外装部材の
背面全体にわたってハーフミラーを設けるものとしてもよい。
【０４４３】
＜第五の発光演出手段＞
　また、本実施形態では、遊技盤１の向かって右側の側面領域に第五の発光演出手段２０
００として所定の発光装飾部材を備えている（図９８、図１００、図１０１、図１２８及
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び図１３７参照）。
【０４４４】
　第五の発光演出手段２０００は、非透過性で所定形状のキャラクタ外装部材２００１，
２００２，２００４と、キャラクタ外装部材２００１等の近傍に配設される非透過性で所
定形状の装飾部材２００６，２００８と、キャラクタ外装部材２００１の下に設けられる
ハーフミラー部２００７と、キャラクタ外装部材２００１の背面側に設けられるリフレク
タ２００３と、ハーフミラー部２００７の背面側に設けられるＬＥＤ基板２００９と、キ
ャラクタ外装部材２００１などの背面側に設けられる後装飾部材（レンズ部材）２００５
とで構成されている。本実施形態においてリフレクタ２００３には、「山」の装飾文字が
導光部として備えられている。
このような構成を採用したことにより、ＬＥＤ基板２００９に備えられているＬＥＤ２０
０９ａの非発光時には、ハーフミラー部２００７が鏡面状になっているだけであるが、発
光時にはリフレクタ２００３の「山」の装飾文字がハーフミラー部２００７を介して視認
可能に発光表示されるため遊技の興趣が向上する。
なお、キャラクタ外装部材２００１の全体を透過性材料で形成するものであってもよく、
また、キャラクタ外装部材の背面全体にわたってハーフミラーを設けるものとしてもよい
。
【０４４５】
＜第六の発光演出手段＞
　　また、本実施形態では、遊技盤１の向かって右上方領域に第六の発光演出手段２０１
１として所定のロゴを模した発光装飾部材を備えている（図９８、図１００、図１０１、
図１２８及び図１３８参照）。
【０４４６】
　第六の発光演出手段２０１１は、ロゴの外郭を模した中空状のカバー部材２０１３と、
そのカバー部材２０１３の内面に組み込まれ、後述するレンズ部材２０１７の縁取りをす
るフレーム２０１５と、フレーム２０１５の背面側に設けられ、後述するインナーレンズ
２０１９で導光された光を受けて発光演出するレンズ部材２０１７と、レンズ部材２０１
７の背面側に設けられ、後述するスペーサ２０２３を介して導光された光を受けて前方の
レンズ部材２０１７へと導光するインナーレンズ２０１９と、インナーレンズ２０１９の
背面側に設けられ、後述する拡散シート２０２５からの光を前方のインナーレンズ２０１
９へと導光するスペーサ２０２３と、スペーサ２０２３の背面側に設けられ、後述するＬ
ＥＤ基板２０２７のＬＥＤ２０２７ａからの光を拡散して前方に照射する拡散シート２０
２５と、拡散シート２０２５の背面側に設けられ、複数のＬＥＤ２０２７ａを備えたＬＥ
Ｄ基板２０２７とで構成されている。
　この第六の発光演出手段２０１１によれば、ＬＥＤ基板２０２７のＬＥＤ２０２７ａを
所定の発光態様で発光（点灯・点滅）させることにより、レンズ部材２０１７を介して所
定のロゴ形態を前方から発光表示可能であって、他の演出（可動演出役物や発光演出役物
など）と組み合わせて適宜発光演出することも可能であり本発明の範囲内で設計変更可能
である。
【０４４７】
＜その他の構成＞
　第三実施形態で採用されているトリガー部２８２の構成を第一実施形態、第二実施形態
、第四実施形態及び第五実施形態において採用することも可能で、それぞれのスピーカ４
８の作動とトリガー部２８２の作動を連動させることによって遊技の興趣を向上させるこ
とができる。
　なお、第一実施形態乃至第五実施形態にて採用しているそれぞれのスピーカ４８の構成
を全て選択あるいは適宜一基乃至複数基選択して単一の遊技機本体Ａに組み込む形態も可
能で本発明の範囲内である。
　上述した第一実施形態乃至第七実施形態の各構成にあっては、それぞれ他の実施形態に
おいて本発明の範囲内で適宜援用したり変更したりして、任意の構成での組合せが可能で
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ある。
【産業上の利用可能性】
【０４４８】
　本発明は、パチンコ遊技機の他、パチスロ機、スロットマシーン及びルーレットマシー
ン等のゲーミングマシーンにも利用可能である。
【符号の説明】
【０４４９】
４８　スピーカ
４９　出力部
５１　通常状態
５２　第１状態
５３　第２状態
５４　第３状態
Ｌ１　所定方向，第二方向
Ｌ２　第一方向

【図１】 【図２Ａ】
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